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１．はじめに

近年、土地利用については、市街地のコ

ンパクト化、大都市圏からの本社機能の移

転先や病院・介護施設等の立地先となる土

地の確保、防災性の向上など、多様で時に

は相反する課題が多く現れており、地域に

おいては、これらをめぐる多様な意見を踏

まえて、行政の運営等を調整していかなけ

ればならない。

このような状況の下、多様な意見を調整

しつつ正しい方向に向かっていくためには、

土地利用に関する手続が一層重要なものと

なると考えられる。

このような手続が実現すべき目的として

は、次の事項が挙げられよう。

①行政運営における公正の確保

②仰星運営における透明性の向上（政策情

報の積極的な提供を含む。）

③行政運営の判断の適正の確保

④行政機関の判断の過程への国民の適切な

参加

一方、手続は、費用や事務的な負担を伴

うものであることから、これらの目的を達

成するためとは言っても、必要性や合理性

が認められるものでなければならない。

これらを踏まえて、今後の土地利用に関

する手続を考えていく必要があると思われ

るが、その前提として、今般、現行の法律

に基づき、国や地方公共団体等の行政が策

定主体とされている計画（以下「法定行政

計画」という。）を抽出し、当該法定行政計

画について法律で定められた手続規定の現

況について調査を行った。

本稿においては、この調査結果を紹介す

るとともに、資料として提供することとし

たい。

なお、具体的な調査方法については、補

注を参照頂きたい。

２．対象法定行政計画

今般の調査によって抽出した法定行政計

画は、昭和 22（1947）年から平成 27（2015）

年までに公布された 286本の法律に基づく

514 計画である（別添資料）。

これらの法定行政計画を、その根拠法律

の公布年別に見ると、図表１のとおりであ

り、着実に増加していることがわかる。

なお、法律がいったん制定された後に行

われる当該法律の一部改正によって法定行

政計画の制度が追加される場合も多いが、

その場合には、その法定行政計画の制度が

実際に創設された年は、当該法律の公布年

よりも後となるため、法定行政計画の実際

の創設年での傾向は、図表１に示されるよ

りも、さらに一層、近年、増加を示してい

るものと推測される。



【図表１】法定行政計画累積数の推移

（単位：件）

注：年は、当該計画制度の創設年ではなく、計画策定等の根拠法律の当初公布年である。

また、当該法定行政計画の策定者を見る

と、国（国、政府、大臣等）であるものが

190 計画、地方（都道府県、市町村等）で

あるものが 347 計画と、地方策定のものが

多数を占めている（国、地方いずれもが策

定することができるものは重複して算定）。

３．法定手続規定

法定行政計画の策定等について各法律に

定められた手続規定を見ると、次のような

流れを見出すことができ、別添資料は、こ

れに従って分類し、整理した。

（１）計画策定過程に関するもの

①計画案の作成等の前提となる状況把握、

調査等に関するもの

計画案の作成に当たって、その内容の

客観性・合理性を確保するとともに、内

容の公正を常に確保するためには、案の

作成の前段階における情報収集としての

調査の実施及び当該調査により得られた

情報の分析・評価並びにそれらに基づい

た案の作成が重要である。

このような取扱いは、作成した計画の

案の内容が関係者の意見を求めるのに熟

したものとなることにも資すると考えら

れる。

②計画の策定者に対する計画案の作成の要

請に関するもの

計画を策定することを策定者の意思の

みに委ねず、策定者以外の特定の関係者

による要請に係らしめたものである。

③計画の策定者以外の者による計画案の作



成や計画の策定等に関する提案及び行わ

れた提案に対する応答に関するもの

策定者により作成された計画の案につ

いて意見を提出するという、どちらかと

言えば一般的な受け身の形態ではなく、

より積極的にその意見を反映させるため、

策定者による計画の案の作成に先立って、

策定者以外の関係者による提案や素案の

作成等について定めた規定である。

④計画案の縦覧等に関するもの

広く国民等が適切な意見を提出するた

めには、計画の案の趣旨や背景、理由を

含め、その内容を理解することが必要で

あり、そのような情報の開示に関する規

定である。

縦覧に供する旨の公告及び縦覧に関す

るものが多いが、さらに、公告及び縦覧

に供する計画の案に、住民等が意見を提

出するに際し参考となるべき事項を記載

した書類を添付することを義務付けた事

例、縦覧に供する旨だけでなく、縦覧開

始の日や縦覧の時間についても公告する

事例、特に甚大な影響を受ける一定の権

利者には別途通知する事例等がある。

⑤関係者への協議や同意・承諾、関係者の

意見聴取その他関係者との調整に関する

もの

詳細かつ的確に関係者の意見を把握す

るためには、時間や経費等の負担を考慮

しなければ、個別に意見を聴取すること

が効果的であると思われる。

特に強い利害関係を有する等特別な関

係にある者について個別に意見を調整す

るための規定である。

⑥関係者からの意見の提出や策定者による

意見を反映させる措置に関するもの

時間や経費等の負担を抑制しつつ、広

く意見を求めるためには、多数の者に意

見提出の機会を提供することが効果的で

あり、このための手続を定めたものであ

る。

関係者からの意見書の提出や提出され

た意見書の取扱いについて規定した事例

のほか、公聴会や説明会の開催、インタ

ーネットの利用などにより意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずることを求

めた事例などがあった。

⑦審議会による審議等に関するもの

専門的知見を重視する観点や多数者が

一同に会しての調整が不可能であるため

にその調整機能を発揮させる等の観点か

ら審議会の関与について定められた計画

は多い。ただ、審議会という形態を要件

とせず、協議会など、学識経験者や利害

関係者の参加が別途図られている例も見

られた。

また、計画案に対して提出された意見

の取扱いについて、審議会への提出を義

務付けた例が多いが、さらに、当該意見

に対して回答することや意見を考慮して

必要な措置を講ずること、提出された意

見書の要旨及び当該意見書の処理の結果

の公告を義務付けた例も見られた。

⑧議会の関与に関するもの

策定者が地方とされている計画につい

て、地方公共団体の議会の関与（議決、

同意等）について定められている例があ

る。

⑨閣議の関与に関するもの

法定行政計画の策定等に閣議の決定を

要することとされたものが 43 計画あっ

たが、計画の策定者が「政府」とされて



いるものが多く、計画の策定者が「大臣」

とされ、策定に当たって、閣議の決定を

経ると定められたものが６計画と少数で

あるものの見られた。

⑩策定者以外の者による認定等に関するも

の

大臣や都道府県知事による認定、認可、

承認等を受けることが必要とされ、又は

受けることができることとされているも

のがある。このような例の場合には、計

画案作成の手続に加えて、認定等の手続

が定められる場合が多い。

（２）計画策定時に関するもの

①法定行政計画を策定したときの策定者以

外の者に対する計画の提出や届出、通知、

送付、報告等に関するもの

関係大臣や関係地方公共団体など行政

内部における周知等のために定められる

ものが多いが、特に都外法定行政計画に

密接な関連を有する民間事業者等に対す

るものもあった。

②策定した法定行政計画の公表、公示、公

告等に関するもの

策定された法定行政計画に、国民が、

できる限り、いつでも容易にアクセスす

ることが可能となることが望ましく、当

該法定行政計画の内容や経費、事務負担

等を考慮して、計画策定時についても開

示やその努力の義務付けが行われている

ものが多い。

その時期については、法定行政計画が

策定されたときは、「遅滞なく」とされて

いるものが最も多いが、「速やかに」、「直

ちに」としているものもあった。また、

開示事項や開示方法等を特定しない例や

省令に委任する等により、具体的に特定

しているものもあった。

③策定した法定行政計画に対する意見の提

出、申出等に関するもの

事後的な意見の提出、申出等の意見集

約に関する制度を設けている例も見受け

られた。

（３）その他

①条例との関係について定めたもの

法定行政計画の策定等に関する手続規

定と条例との関係が定められた規定とし

ては、次の事例があった。

・景観法（平成 16 年法律第 110 号）第９条第

７項

（策定の手続）

第九条 １～６ 略

７ 前各項の規定は、景観行政団体が、景観

計画を定める手続に関する事項（前各項の

規定に反しないものに限る。）について、

条例で必要な規定を定めることを妨げる

ものではない。

８ 略

・都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 17

条の２

（条例との関係）

第 17 条の２ 前二条の規定は、都道府県又

は市町村が、住民又は利害関係人に係る都

市計画の決定の手続に関する事項（前二条

の規定に反しないものに限る。）について、

条例で必要な規定を定めることを妨げる

ものではない。

②計画の実施状況に関する規定

計画の策定等に関する手続そのもので

はないと思われるため、別添資料には記

載していないが、その実施状況の調査・

分析や当該調査の結果の公表に関する規

定が設けられている法定行政計画が 36

計画あった。



例：国民が受ける医療の質の向上のための医療

機器の研究開発及び普及の促進に関する法

律（平成 26 年法律第 99 号）第７条第５項

（基本計画）

第七条 １～４ 略

５ 政府は、適時に、第三項の規定により定め

る目標の達成状況を調査し、その結果を公表

しなければならない。

③計画策定後の計画の見直しや変更に関す

る規定

同様に、計画の策定等に関する手続そ

のものではないと思われるため、別添資

料には記載していないが、一定の場合に

は計画を変更しなければならない、計画

を変更することができるなど、計画の見

直しや変更に関する規定が設けられてい

る法定行政計画が 90 計画あった。

例：小規模企業振興基本法（平成 26 年法律第

94 号）第 13 条第１項

第 13 条 １～４ 略

５ 政府は、小規模企業をめぐる情勢の変化を

勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策

の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年

ごとに、基本計画を変更するものとする。

６ 略

４．おわりに

近年、行政以外に対しても、権利保護の

観点から民間事業者に対して説明義務の履

行が求められる場面が増加している。

このため、創立総会における発起人の説

明義務（会社法（平成 17 年法律第 86 号）

第 78 条）、書面による質問及び回答（金融

商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第

27 条の 10）等に関する法律の規定が見ら

れるようになっている。

今後の土地利用に関する手続を考える上

では、これらの動きも参考としつつ、イン

ターネットの活用（デジタルデバイドの是

正等を含む。）などに配慮していくことが必

要となると思われる。

今般の調査結果が、今後の法定行政計画

手続を考える上での資料として活用頂けれ

ば幸いである。

＜補注＞法定行政計画の策定等に関する手
続規定に係る調査方法

平成 27（2015）年９月から 11 月までの間、
総務省法令データ提供システム
（ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cg
i）による法令用語検索を用いて、対象とする
法定行政計画を抽出した。
指定用語は、単純に「計画」等で検索した

のでは、該当件数が 1,000 件を超え、検索結
果が表示されないため、「計画」と主体につ
いての「国は」、「政府は」、「内閣は」、「大臣
は」、「庁は」、「都は」、「道は」、「府は」、「県
は」、「知事は」、「市は」、「町は」、「村は」、「長
は」、を組み合わせ、さらに、計画の策定等
の根拠を示す「定めなければならない」、「定
めるものとする」、「定めることができる」、
「策定しなければならない」、「策定するもの
とする」、「策定することができる」、「決定し
なければならない」、「決定するものとする」
「決定することができる」「作成しなければ
ならない」、「作成するものとする」、「作成す
ることができる」、「提出しなければならな
い」、「提出するものとする」、「提出すること
ができる」との組合せを基本として、該当条
文を検索した。

また、これらを補足するため、「計画」と
「団体は」、「会は」、「会議は」、「都道府県」、
「関係府県」、「市町村」、「長官」、「委員会」、
「樹立」、「たて」、「努め」との組合せでも検
索を行った。
その際の検索対象は「憲法・法律」、検索

単位は「本則中の条単位」、公布年月の範囲
指定は「なし」とした。
上記の検索結果に基づき、該当した条文が

含まれる各法律を見て、名称が「計画」とさ
れているもので、その策定主体が国や地方公
共団体という行政であるものの関連条文を
抽出した。
したがって、本調査は、性格として行政計

画と捉えるべきもの全般を対象としたもの
ではなく、その名称が「方針」、「指針」、「構
想」等とされているものは除外している。ま



た、「戦略」という名称のものも除外してい
るが、「計画」と規定されているものを条文
上「…計画（…戦略という。）」というように
定義しているものは対象とした。

たとえば、まち・ひと・しごと創生法（平
成 26 年法律第 136 号）第１条の「政府が講
ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策
を総合的かつ計画的に実施するための計画
（以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
という。）」や、サイバーセキュリティ基本法
（平成 26 年法律第 104 号）第 12 条第１項の
「サイバーセキュリティに関する基本的な
計画（以下「サイバーセキュリティ戦略」と
いう。）」、健康・医療戦略推進法（平成 26 年
法律第 48 号）第１条の「政府が講ずべき健
康・医療に関する先端的研究開発及び新産業
創出に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するための計画（以下「健康・医療戦略」
という。）」が、これに当たる。
また、今般の調査は手続規定に着目してい

るため、「方針」等や「計画」の内容として
定めるべき事項として掲げられた「計画」に
ついては、それ単独での「計画」としては取
り上げておらず、「公債の償還の計画」につ
いても、対象外とした。

＜参考文献等＞

・「実定行政計画法－プランニングと法」西谷 剛

横浜国立大学教授著（有斐閣 2003 年６月発行）

・「〈資料〉実定行政計画法その後」 西谷 剛 元

國學院大學法科大学院教授（行政法研究 第 9 号

（201 年７月） 株式会社信山社 p.105～144）

・総務省「法令データ提供システム」

（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi


【別添資料】法定行政計画の策定等に関する手続規定



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

1

琵琶湖保全再生施策に

関する計画（「琵琶湖保

全再生計画」）

琵琶湖の保全及び再生

に関する法律（平成27年

法律第75号）第３条第１

項

滋賀県

琵琶湖

の自然

環境に

関する

調査及

び結果

公表等

主務大

臣への

協議

「琵琶湖

保全再

生推進

協議会」

を組織

すること

ができる

2

都道府県の区域内にお

ける女性の職業生活に

おける活躍の推進に関

する施策についての計画

（「都道府県推進計画」）

女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

法律（平成27年法律第

64号）第６条第１項

都道府

県

3

市町村の区域内におけ

る女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関す

る施策についての計画

（「市町村推進計画」）

女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

法律第６条第２項

市町村

4 都市農業振興基本計画

都市農業振興基本法（平

成27年法律第14号）第９

条第１項

政府

農林水

産大臣

及び国

土交通

大臣に

よる案

の作成

関係行

政機関

の長へ

の協議

5

地方公共団体における

都市農業の振興に関す

る計画（「地方計画」）

都市農業振興基本法第

10条第１項

地方公

共団体

6

政府が講ずべきまち・ひ

と・しごと創生に関する施

策を総合的かつ計画的

に実施するための計画

（「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」）

まち・ひと・しごと創生法

（平成26年法律第136

号）第８条第１項

政府

人口の

現状及

び将来

の見通

しを踏ま

える

まち・ひ

と・しごと

創生本

部によ

る案の

作成

7

都道府県の区域の実情

に応じたまち・ひと・しごと

創生に関する施策につい

ての基本的な計画（「都

道府県まち・ひと・しごと

創生総合戦略」）

まち・ひと・しごと創生法

第９条第１項

都道府

県

8

市町村の区域の実情に

応じたまち・ひと・しごと

創生に関する施策につい

ての基本的な計画（「市

町村まち・ひと・しごと創

生総合戦略」）

まち・ひと・しごと創生法

第10条第１項

市町村

（特別区

を含む）

9

空家等に関する対策に

ついての計画（「空家等

対策計画」）

空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成26

年法律第127号）第６条

第１項

市町村

計画の

作成等

に関す

る協議

を行うた

めの協

議会を

組織す

ることが

できる

10

サイバーセキュリティに

関する基本的な計画

（「サイバーセキュリティ

戦略」）

サイバーセキュリティ基

本法（平成26年法律第

104号）第12条第１項

政府

サイ

バーセ

キュリ

ティ戦略

本部に

よる案

の作成

11

内水面水産資源の回復

に関する施策及び内水

面における漁場環境の

再生に関する施策の実

施に関する計画

内水面漁業の振興に関

する法律（平成26年法律

第103号）第10条第１項

都道府

県

内水面

水産資

源の生

息の状

況及び

生息環

境等に

ついて

の調査

（努力）

当該計

画に係

る内水

面の河

川管理

者への

協議

12

都道府県における花き産

業及び花きの文化の振

興に関する計画（「振興

計画」）

花きの振興に関する法

律（平成26年法律第102

号）第４条第１項

都道府

県

13

医療機器の研究開発及

び普及の促進に関する

基本的な計画

国民が受ける医療の質

の向上のための医療機

器の研究開発及び普及

の促進に関する法律（平

成26年法律第99号）第７

条第１項

政府

14
小規模企業振興基本計

画

小規模企業振興基本法

（平成26年法律第94号）

第13条第１項

政府

15

地域自然資産区域にお

ける自然環境の保全及

び持続可能な利用の推

進に関する計画（「地域

計画」）

地域自然資産区域にお

ける自然環境の保全及

び持続可能な利用の推

進に関する法律（平成26

年法律第85号）第４条第

１項

都道府

県又は

市町村

土地の

所有者

等によ

る地域

計画の

案の作

成につ

いての

提案

当該提

案を踏

まえた

地域計

画の案

を作成

する必

要がな

いと判断

したとき

は、その

旨及び

その理

由を通

知（努

力）

一定事

項につ

いての

環境大

臣への

協議

市町村

が作成

する場

合にお

ける一

定事項

について

の都道

府県知

事への

協議（共

同して作

成しよう

とする場

合を除

く。）

○一定

事項に

ついて

の公共

施設等

を管理

する者

等への

協議

○協議

会が組

織されて

いない

場合に

おける

土地の

所有者

等への

協議

地域計

画の作

成に関

する協

議等を

行うため

の協議

会が組

織されて

いる場

合には、

協議会

における

協議

一定事

項につ

いての

環境大

臣の同

意

市町村

が作成

する場

合にお

ける一

定事項

について

の都道

府県知

事の同

意（共同

して作成

しようと

する場

合を除

く。）

当該都

道府県

又は市

町村以

外の者

が行う

自然環

境トラス

ト活動に

係る事

項につ

いての

その者

の同意

16

農業の有する多面的機

能の発揮の促進に関す

る計画（「促進計画」）

農業の有する多面的機

能の発揮の促進に関す

る法律（平成26年法律第

78号）第６条第１項

市町村

都道府

県知事

への協

議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

関係地

方公共

団体へ

の通知

公表

公表

公表

多様な

主体の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

食料・農

業・農村

政策審

議会及

び社会

資本整

備審議

会の意

見聴取

農林水

産大臣

及び国

土交通

大臣の

求めに

よる閣

議の決

定

公表

多様な

主体の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

公表（努

力）

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

公表（努

力）

公表（努

力）

公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

国会報

告

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

公表（努

力）

公表

公表

小規模

企業者

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

中小企

業政策

審議会

の意見

聴取

国会報

告
公表

公表（努

力）

都道府

県知事

に写しを

送付

公表

計画策定時

審議会

等
議会 閣議

認定等手続

計画策定過程

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

17 個人別矯正教育計画
少年院法（平成26年法

律第58号）第34条第１項

少年院

の長

在院者

との面

接その

他の適

当な方

法によ

る調査

18

政府が講ずべき健康・医

療に関する先端的研究

開発及び新産業創出に

関する施策を総合的か

つ計画的に推進するた

めの計画（「健康・医療

戦略」）

健康・医療戦略推進法

（平成26年法律第48号）

第17条第１項

政府

健康・医

療戦略

推進本

部によ

る案の

作成

19

医療分野研究開発等施

策の推進に関する計画

（「医療分野研究開発推

進計画）

健康・医療戦略推進法第

18条第１項

健康・医

療戦略

推進本

部

20

市町村の区域内におけ

る雨水の利用の推進に

関する計画（「市町村計

画」）

雨水の利用の推進に関

する法律（平成26年法律

第17号）第９条第１項

市町村

21

水循環に関する基本的

な計画（「水循環基本計

画」）

水循環基本法（平成26

年法律第16号）第13条

第１項

政府

水循環

政策本

部によ

る案の

作成

22

地域防災力を充実強化

するための具体的な事

業に関する計画

消防団を中核とした地域

防災力の充実強化に関

する法律 （平成25年法

律第110号）第７条第２

項

市町村

地域防

災力を

充実強

化する

ための

具体的

な事業

について

の提案

23

アルコール健康障害対

策の推進に関する基本

的な計画（「アルコール

健康障害対策推進基本

計画」）

アルコール健康障害対

策基本法（平成25年法

律第109号）第12条第１

項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

関係行

政機関

の長へ

の協議

24

都道府県の実情に即した

アルコール健康障害対

策の推進に関する計画

（「都道府県アルコール

健康障害対策推進計

画」）

アルコール健康障害対

策基本法第14条第１項

都道府

県

25

国家戦略特別区域にお

ける産業の国際競争力

の強化及び国際的な経

済活動の拠点の形成を

図るための計画（「区域

計画」）

国家戦略特別区域法（平

成25年法律第107号）第

８条第１項

国家戦

略特別

区域会

議（国家

戦略特

別区域

担当大

臣、関係

地方公

共団体

の長等）

国家戦

略特別

区域会

議の構

成員が

相互に

密接な

連携の

下に協

議

区域計

画の作

成等に

係る連

絡調整

等に関し

必要な

協議を

行うため

「国家戦

略特別

区域会

議」を組

織

26
産業競争力の強化に関

する実行計画

産業競争力強化法（平成

25年法律第98号）第６条

第１項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

27

国土強靱化に関する施

策の推進に関する基本

的な計画（「国土強靱化

基本計画」）

強くしなやかな国民生活

の実現を図るための防

災・減災等に資する国土

強靱化基本法（平成25

年法律第95号）第10条

第１項

政府
脆弱性

評価

国土強

靱化推

進本部

による

案の作

成

28

都道府県又は市町村の

区域における国土強靱

化に関する施策の推進

に関する基本的な計画

（「国土強靱化地域計

画」）

強くしなやかな国民生活

の実現を図るための防

災・減災等に資する国土

強靱化基本法第13条

都道府

県又は

市町村

29 交通政策基本計画

交通政策基本法（平成

25年法律第92号）第15

条第１項

政府

内閣総

理大臣、

経済産

業大臣

及び国

土交通

大臣に

よる案

の作成

環境大

臣に協

議

30

首都直下地震に係る地

震防災上緊急に講ずべ

き対策の推進に関する

基本的な計画（「緊急対

策推進基本計画」）

首都直下地震対策特別

措置法（平成25年法律

第88号）第４条第１項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

31

首都直下地震が発生し

た場合における国の行政

に関する機能のうち中枢

的なものの維持に係る緊

急対策の実施に関する

計画（「緊急対策実施計

首都直下地震対策特別

措置法第５条第１項
政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

番号

国家戦略特別区域担当大

臣、関係地方公共団体の長

及び国家戦略特別区域にお

ける産業の国際競争力の強

化又は国際的な経済活動

の拠点の形成に特に資する

と認める特定事業を実施す

ると見込まれる者として、公

募その他の政令で定める方

法により選定した構成員の

全員の合意により作成

計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

家庭裁

判所又

は少年

鑑別所

の長の

意見を

踏まえ

るととも

に、でき

る限り在

院者及

びその

保護者

その他

相当と

認める

者の意

向を参

酌

計画の

内容の

在院者

への告

知及び

その保

護者そ

の他相

当と認

める者

への通

知

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

公表

公表（努

力）

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

地区居

住者等

の参加

アル

コール

健康障

害対策

関係者

会議の

意見聴

取

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

国会報

告

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

内閣総

理大臣

は、認定

を行うに

際し必

要と認

めるとき

は、国家

戦略特

別区域

諮問会

議に対

し、意見

を求め

ることが

できる

内閣総

理大臣

の認定

一定事

項につ

いての

関係行

政機関

の長の

同意

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

都道府

県及び

市町村

の意見

聴取

学識経

験を有

する者

等の意

見聴取

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

案の趣

旨、内容

その他

の必要

な事項

を公表

し、広く

国民等

の意見

を求め

る

通政策

審議会

及び社

会資本

整備審

議会の

意見聴

取

内閣総

理大臣、

経済産

業大臣

及び国

土交通

大臣の

求めに

よる閣

議の決

定

国会報

告
公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

提出、届

出、通

知、送付

等

審議会

等
議会

意見、申

出等
閣議

認定等手続
条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

計画策定過程 計画策定時

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

32
首都中枢機能維持基盤

整備等計画

首都直下地震対策特別

措置法第8条第１項

その全

部又は

一部の

区域が

基盤整

備等地

区であ

る地方

公共団

体が共

同

基盤整

備事業

等を実

施しよう

とする者

による

認定申

請につ

いての

提案

申請を

するか

否かに

ついて

通知（申

請をしな

いことと

するとき

は、その

理由を

明示）

一定事

項につ

いては、

道路管

理者及

び都道

府県公

安員会

への協

議

「首都中

枢機能

維持基

盤整備

等協議

会」にお

ける協

議

一定事

項につ

いては、

道路管

理者及

び都道

府県公

安員会

の同意

33

緊急対策区域において

実施すべき緊急対策に

関する計画（「地方緊急

対策実施計画」）

首都直下地震対策特別

措置法第21条第１項

関係都

県（その

全部又

は一部

の区域

が緊急

対策区

域であ

る都県）

関係都

県以外

の者が

実施す

る事業

等に係

る事項

を記載し

ようとす

るとき

は、その

者の同

意

34
特定緊急対策事業推進

計画

首都直下地震対策特別

措置法第24条第１項

関係都

県又は

その全

部若しく

は一部

の区域

が緊急

対策区

域であ

る市町

村

特定緊

急対策

事業を

実施しよ

うとする

者等に

よる認

定申請

について

の提案

提案に

基づき

申請を

するか

否かに

ついて

通知（申

請をしな

いことと

するとき

は、理由

を明示）

「地震防

災対策

推進協

議会」に

おける

協議

35

農林漁業の健全な発展

と調和のとれた再生可能

エネルギー電気の発電

の促進による農山漁村

の活性化に関する基本

的な計画（「基本計画」）

農林漁業の健全な発展

と調和のとれた再生可能

エネルギー電気の発電

の促進に関する法律

（平成25年法律第81号）

第５条第１項

市町村

再生可

能エネ

ルギー

発電設

備の整

備を行

おうとす

る者に

よる基

本計画

の作成

について

の提案

提案を

踏まえ

た計画

を作成

する必

要がな

いと判断

したとき

は、その

旨及び

その理

由を通

知（努

力）

計画の

作成等

に関し必

要な事

項につ

いて協

議を行う

ための

協議会

が組織

されてい

るとき

は、当該

協議会

における

協議

36 所有権移転等促進計画

農林漁業の健全な発展

と調和のとれた再生可能

エネルギー電気の発電

の促進に関する法律 第

16条第１項

一定事

項が記

載された

基本計

画を作

成した市

町村

土地ごと

に、所有

権の移

転等を

受ける

者等の

全ての

同意

37

都道府県における子ども

の貧困対策についての

計画

子どもの貧困対策の推

進に関する法律 （平成

25年法律第64号）第９条

第１項

都道府

県

38

特定大規模災害を受け

た地域の円滑かつ迅速

な復興を図るための市街

地の整備に関する事業、

農業生産の基盤の整備

に関する事業その他の

事業の実施を通じた当該

地域の復興に関する計

画（「復興計画」）

大規模災害からの復興

に関する法律（平成25年

法律第55号）第10条第１

項

特定被

災市町

村（単独

又は特

定被災

都道府

県と共

同）

「復興協

議会」を

組織す

ることが

できる

当該市

町村等

以外の

者が実

施する

復興整

備事業

に係る

事項を

記載しよ

うとする

ときは、

その者

の同意

39
復興一体事業について

の事業計画

大規模災害からの復興

に関する法律第 21条第

１項

特定被

災市町

村

40 低炭素まちづくり計画

都市の低炭素化の促進

に関する法律（平成24年

法律第84号）第７条第１

項

市町村

一定事

項につ

いては

駐車場

法の規

定に基

づき条

例を定

めてい

る都道

府県の

知事へ

の協議

一定事

項につ

いては、

公共下

水道管

理者等

への協

議

低炭素

まちづく

り計画

の作成

に関す

る協議

等を行う

ための

協議会

を組織

すること

ができる

一定事

項につ

いては、

公共下

水道管

理者等

の同意

41

教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提

供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円

滑な実施に関する計画

（「市町村子ども・子育て

支援事業計画」）

子ども・子育て支援法

（平成24年法律第65号）

第61条第１項

市町村

子ども

の数そ

の他の

事情の

勘案及

び市町

村によ

る事情

の正確

な把握

及びこ

れらの

事情を

勘案した

計画の

作成（努

力）

都道府

県への

協議

42

教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提

供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円

滑な実施に関する計画

（「都道府県子ども・子育

て支援事業支援計画」）

子ども・子育て支援法

（平成二十四年法律第六

十五号）第62条第１項

都道府

県

番号 計画名 根拠規定 策定者
状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等

計画策定過程



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

内閣総

理大臣

の認定

○関係

行政機

関の長

の同意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内）

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

その全

部又は

一部の

区域が

当該計

画に係

る緊急

対策区

域であ

る市町

村の長

の意見

聴取

公表

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

計画に

定める

特定緊

急対策

事業の

実施主

体の意

見聴取

内閣総

理大臣

の認定

○関係

行政機

関の長

の同意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内）

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

公表（努

力）

農業委

員会の

決定を

経る

公告

公表

公聴会

の開催

その他

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

公表

特定被

災都道

府県知

事の認

定

特定被

災都道

府県知

事によ

る認定

をした旨

の当該

特定被

災市町

村への

通知

認定をし

た旨の

通知を

受けた

特定被

災市町

村の長

によるそ

の名称

等の公

告

公表

審議会

その他

の合議

制の機

関を設

置してな

い場合

にあって

は、子ど

も・子育

て支援

に係る

当事者

の意見

聴取

内閣府

令で定

める方

法により

広く住民

の意見

を求め

ることそ

の他の

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置(努力)

審議会

その他

の合議

制の機

関を設

置してい

る場合

にあって

は、その

意見聴

取

都道府

県知事

への提

出

審議会

その他

の合議

制の機

関を設

置してな

い場合

にあって

は子ど

も・子育

て支援

に係る

当事者

の意見

を聴取

審議会

その他

の合議

制の機

関を設

置してい

る場合

にあって

はその

意見を

聴取

内閣総

理大臣

への提

出

計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

計画策定過程

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

43

都道府県の区域におけ

る消費者教育の推進に

関する施策についての計

画（「都道府県消費者教

育推進計画」）

消費者教育の推進に関

する法律（平成24年法律

第61号）第10条第１項

都道府

県

「消費者

教育推

進地域

協議会」

を組織

（努力）

44

市町村の区域における

消費者教育の推進に関

する施策についての計画

（「市町村消費者教育推

進計画」）

消費者教育の推進に関

する法律第10条第２項
市町村

「消費者

教育推

進地域

協議会」

を組織

（努力）

45

新型インフルエンザ等対

策の実施に関する計画

（「政府行動計画」）

新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成24

年法律第31号）第６条第

１項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

46

都道府県の区域に係る

新型インフルエンザ等対

策の実施に関する計画

（「都道府県行動計画」）

新型インフルエンザ等対

策特別措置法第７条第１

項

都道府

県知事

47

市町村の区域に係る新

型インフルエンザ等対策

の実施に関する計画

（「市町村行動計画」）

新型インフルエンザ等対

策特別措置法第８条第１

項

市町村

長

48

避難解除等区域の復興

及び再生を推進するた

めの計画（「避難解除等

区域復興再生計画」）

福島復興再生特別措置

法（平成24年法律第25

号）第７条第１項

内閣総

理大臣

福島県

知事の

申出

関係行

政機関

の長へ

の協議

「原子力

災害か

らの福

島復興

再生協

議会」を

組織

49

避難解除等区域復興再

生推進事業（雇用機会の

確保に寄与する事業そ

の他の避難解除等区域

の復興及び再生の推進

に資する事業であって、

復興庁令で定めるものを

いう。）を実施する企業の

立地を促進するための

計画（「企業立地促進計

画」）

福島復興再生特別措置

法第18条第１項

福島県

知事

50

住民の帰還の促進を図

るための環境を整備する

事業に関する計画（「帰

還環境整備事業計画」）

福島復興再生特別措置

法第33条第１項

避難指

示・解除

区域市

町村若

しくは特

定市町

村の長

又は福

島県知

事

51

避難先市町村の区域内

における公営住宅の整

備その他の居住制限者

の生活の拠点を形成す

る事業に関する計画

（「生活拠点形成事業計

画」）

福島復興再生特別措置

法第45条第１項

福島県

知事及

び避難

先市町

村の長

（一定の

場合に

あって

は、福島

県知事、

避難先

市町村

の長及

び当該

地方公

共団体

の長）が

共同

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

消費者

教育推

進地域

協議会

を組織し

ている

都道府

県にあっ

ては、そ

の意見

聴取

消費者

その他

の関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

公表（努

力）

消費者

教育推

進地域

協議会

を組織し

ている

市町村

にあって

は、その

意見聴

取

消費者

その他

の関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

公表（努

力）

感染症

に関す

る専門

的な知

識を有

する者

その他

の学識

経験者

の意見

聴取

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

国会報

告

閣議の

決定が

あった旨

の公示

他の地

方公共

団体と

関係が

ある事

項を定

めるとき

は、その

長の意

見聴取

感染症

に関す

る専門

的な知

識を有

する者

その他

の学識

経験者

の意見

聴取

当該都

道府県

の区域

内の市

町村の

長及び

関係指

定地方

公共機

関への

通知

○内閣

総理大

臣への

報告

○議会

報告

公表

他の地

方公共

団体と

関係が

ある事

項を定

めるとき

は、その

長の意

見聴取

感染症

に関す

る専門

的な知

識を有

する者

その他

の学識

経験者

の意見

聴取

○都道

府県知

事への

報告

○議会

報告

公表

福島県

知事及

び福島

県知事

が申出

をし、又

は意見

を述べ

ようとす

るとき

は、避難

解除等

区域を

その区

域に含

む市町

村の長

の意見

聴取

福島県

知事へ

の通知

関係市

町村長

の意見

聴取

内閣総

理大臣

への提

出

公表（努

力）

内閣総

理大臣

は、計画

の提出

があった

場合に

おいて

は、その

内容を

関係行

政機関

の長に

通知

内閣総

理大臣

は、計画

が避難

解除等

区域復

興再生

計画に

適合して

いないと

認めると

きは、変

更すべ

きことを

求める

ことがで

きる

交付金

を充てる

場合に

は、内閣

総理大

臣への

提出

避難元

市町村

の長そ

の他関

係地方

公共団

体の長

の意見

聴取

交付金

を充てる

場合に

は、内閣

総理大

臣への

提出

計画策定過程 計画策定時

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

条例と

の関係報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

52

原子力災害による被害を

受けた産業の復興及び

再生の推進を図るため

の計画（「産業復興再生

計画」）

福島復興再生特別措置

法第61条第１項

福島県

知事

産業復

興再生

事業の

実施に

関し密

接な関

係を有

する者

による

認定申

請をす

ることに

ついて

の提案

提案に

基づき

申請を

するか

否かに

ついて

の当該

提案をし

た者へ

の通知

（申請を

しないこ

ととする

ときは、

その理

由を明ら

かにしな

ければ

ならな

い）

53

認定を受けた産業復興

再生計画に定められた

地熱資源開発事業に係

る地熱資源の開発に関

する計画（「地熱資源開

発計画」）

福島復興再生特別措置

法第67条第１項

福島県

知事

地熱資

源開発

事業の

実施主

体として

定めよう

とする者

の同意

54

再生可能エネルギー源

の利用、医薬品、医療機

器及びロボットに関する

研究開発を行う拠点の整

備を通じた新たな産業の

創出及び産業の国際競

争力の強化に寄与する

取組その他先導的な施

策への取組の重点的な

推進に関する計画（「重

点推進計画」）

福島復興再生特別措置

法第81条第１項

福島県

知事

55

津波防災地域づくりを総

合的に推進するための

計画（「推進計画」）

津波防災地域づくりに関

する法律（平成23年法律

第123号）第10条第１項

市町村

基礎調

査の結

果を踏

まえた

津波浸

水想定

市町村

は、案の

作成に

当たり、

津波防

災地域

づくりを

総合的

に推進

する観

点から

配慮す

べき事

項を申し

出ること

ができる

（関係管

理者等

は、当該

申出を

尊重）

一定事

項につ

いては

関係管

理者等

が作成

する案

に基づ

いて定

める

協議会

が組織

されてい

ないとき

における

一定事

項につ

いての

都道府

県への

協議

協議会

が組織

されてい

ないとき

における

関係す

る海岸

管理者

等への

協議

推進計

画の作

成に関

する協

議及び

推進計

画の実

施に係

る連絡

調整を

行うため

の協議

会を組

織する

ことがで

きる

56

復興推進事業の実施等

による復興の円滑かつ

迅速な推進を図るための

計画（「復興推進計画」）

東日本大震災復興特別

区域法（平成23年法律

第122号）第４条第１項

特定地

方公共

団体（そ

の全部

又は一

部の区

域が特

定被災

区域で

ある地

方公共

団体）が

単独又

は共同

復興推

進事業

の実施

に関し密

接な関

係を有

する者

による

認定申

請をす

ることに

ついて

の提案

提案に

基づき

申請を

するか

否かに

ついて

の通知

（申請を

しないこ

ととする

ときは、

その理

由を明

示）

57
食料供給等施設整備計

画

東日本大震災復興特別

区域法第24条第１項

食料供

給等施

設を整

備する

事業を

定めた

復興推

進計画

について

内閣総

理大臣

の認定

を受けた

市町村

復

復興推

進計画

等に関し

必要な

事項に

ついて

協議す

るため

の復興

推進協

議会に

おける

協議

道県知

事の同

意

58

地域の円滑かつ迅速な

復興を図るための事業

の実施を通じた地域の整

備に関する計画（「復興

整備計画」）

東日本大震災復興特別

区域法第46条第１項

被災関

連市町

村（単独

又は被

災関連

都道県

と共同）

復興整

備計画

等に関し

必要な

事項に

ついて

協議を

行うため

の「復興

整備協

議会」を

組織す

ることが

できる

当該被

災関連

市町村

等以外

の者が

実施す

る復興

整備事

業に係

る事項

を記載し

ようとす

るとき

は、その

者の同

意

○復興推進事業の実施等による復興

の円滑かつ迅速な推進に関する施策

の推進に関し必要な協議を行うため

の協議会（「国と地方の協議会」）を組

織することができる

○復興推進計画並びに認定復興推進

計画及びその実施に関し必要な事項

について協議するための復興推進協

議会（「地域協議会」）が組織されてい

るときは、当該地域協議会における協

議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係市

町村長

の意見

聴取

復興再

生事業

の実施

主体の

意見聴

取

関係市

町村長

及び実

施主体

の意見

の概要

並びに

提案を

踏まえ

た申請

をする

場合に

あって

は、当該

提案の

概要を

記載した

書面を

認定申

請に添

付

内閣総

理大臣

の認定

○計画

に定め

られた

産業復

興再生

事業に

関する

事項に

ついて

の関係

行政機

関の長

の同意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内

において

速やか

に）

産業復

興再生

事業等

に関す

る規制

について

規定す

る法律

等の規

定の解

釈につ

いての

所管す

る関係

行政機

関の長

等に対

する事

前確認

請求及

び回答

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

関係市

町村長

の意見

聴取

公聴会

の開催

その他

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

公表

関係市

町村長

の意見

聴取

内閣総

理大臣

への認

定申請

には、関

係市町

村長の

意見の

概要を

記載した

書面を

添付

内閣総

理大臣

の認定

○重点

推進事

項につ

いては、

関係行

政機関

の長の

同意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内

において

速やか

に）

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

国土交

通大臣、

都道府

県及び

関係管

理者等

その他

一定の

事業又

は事務

を実施

すると見

込まれ

る者へ

の送付

公表

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

復興推

進事業

の実施

主体の

意見聴

取

関係市

町村長

及び実

施主体

の意見

の概要

並びに

提案を

踏まえ

た申請

をする

場合に

あって

は、当該

提案の

概要を

記載した

書面を

認定申

請に添

付

内閣総

理大臣

の認定

○計画

に定め

られた

復興推

進事業

に関す

る事項

について

の関係

行政機

関の長

の同意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内

において

速やか

に）

復興推

進事業

等に関

する規

制につ

いて規

定する

法律等

の規定

の解釈

について

の所管

する関

係行政

機関の

長等に

対する

事前確

認請求

及び回

答

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

公聴会

の開催

等住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

公表

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

提出等

後の手

続

意見、申

出等
報告等

公表、公

示、公告

等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

59
復興一体事業について

の事業計画

東日本大震災復興特別

区域法第57条第１項

被災関

連市町

村

都道府

県知事

又は市

町村長

による

公衆へ

の縦覧

（２週

間）

60 復興交付金事業計画
東日本大震災復興特別

区域法第77条第１項

特定地

方公共

団体で

ある市

町村は

単独、特

定市町

村と当

該特定

市町村

の存す

る都道

県は共

同

61

対策地域内廃棄物の処

理に関する計画（「対策

地域内廃棄物処理計

画」）

平成二十三年三月十一

日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子

力発電所の事故により放

出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処

に関する特別措置法（平

成23年法律第110号）第

13条第１項

環境大

臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

62

除染特別地域に係る除

染等の措置等の実施に

関する計画（「特別地域

内除染実施計画」）

平成二十三年三月十一

日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子

力発電所の事故により放

出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処

に関する特別措置法第

28条第１項

環境大

臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

63

都道府県又は市町村内

の当該区域に係る除染

等の措置等の実施に関

する計画（「除染実施計

画」）

平成二十三年三月十一

日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子

力発電所の事故により放

出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処

に関する特別措置法第

36条第１項

都道府

県知事

又は政

令で定

める市

町村の

長

環境大

臣への

協議

除染実

施計画

に定め

られる

べき事

項につ

いて調

査審議

するとと

もに、そ

の効果

的かつ

円滑な

実施を

図るた

めの協

議会を

置くこと

ができる

64

国際戦略総合特別区域

における産業の国際競

争力の強化を図るため

の計画（「国際戦略総合

特別区域計画」）

総合特別区域法（平成

23年法律第81号）第12

条第１項

指定地

方公共

団体

特定国

際戦略

事業を

実施しよ

うとする

者によ

る当該

特定国

際戦略

事業を

その内

容に含

む計画

の作成

について

の提案

提案を

踏まえ

た計画

を作成

する必

要がな

いと認め

るときに

おけるそ

の旨及

びその

理由の

通知

65

地域活性化総合特別区

域における地域の活性

化を図るための計画

（「地域活性化総合特別

区域計画」）

総合特別区域法第35条

第１項

指定地

方公共

団体

特定地

域活性

化事業

を実施し

ようとす

る者に

よる当

該特定

地域活

性化事

業をそ

の内容

に含む

計画の

作成に

ついて

の提案

提案を

踏まえ

た計画

を作成

する必

要がな

いと認め

るときに

おけるそ

の旨及

びその

理由を

当該提

案をした

者への

通知

「地域活

性化総

合特別

区域協

議会」が

組織さ

れてい

るとき

は、当該

協議会

における

協議

66

スポーツの推進に関する

基本的な計画（「スポー

ツ基本計画」）

スポーツ基本法（平成23

年法律第78号）第９条第

１項

文部科

学大臣

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議

○国際戦略総合特別区域における産

業の国際競争力の強化に関する施策

の推進に関し必要な協議を行うため

の協議会（「国と地方の協議会」）を組

織することができる

○国際戦略総合特別区域の指定の

申請、作成しようとする国際戦略総合

特別区域計画並びに認定国際戦略総

合特別区域計画及びその実施に関し

必要な事項について協議するための

国際戦略総合特別区域協議会（「地

域協議会」）が組織されているときは、

当該地域協議会における協議

同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

利害関

係者は、

意見が

ある場

合は、縦

覧期間

満了の

日の翌

日から

起算して

２週間を

経過す

る日ま

でに、意

見書を

提出す

ることが

できる

（都市計

画にお

いて定

められ

た事項

を除く。）

都道府

県都市

計画審

議会が

意見を

採択す

べきであ

ると議決

した場合

において

は、必要

な修正

を加える

べきこと

を求め、

採択す

べきでな

いと議決

した場合

において

は、その

旨を意

見書を

提出した

者に通

知

都道府

県知事

は、意見

書の提

出があ

つた場

合にお

いては、

これを都

道府県

都市計

画審議

会に付

議

被災関

連都道

県知事

の認定

一定の

土地区

画整理

事業の

事業計

画又は

その変

更（政令

で定め

る軽微

なものを

除く。）に

ついて

は、都道

府県農

業会議

及び当

該施設

を管理

する土

地改良

区の意

見聴取

被災関

連都道

県知事

による

認定をし

た旨の

被災関

連市町

村への

通知

認定をし

た旨の

通知を

受けた

被災関

連市町

村によ

る当該

被災関

連市町

村の名

称、事業

施行期

間、施行

地区等

の公告

交付金

を充てる

場合に

は、内閣

総理大

臣への

提出

関係地

方公共

団体の

長の意

見聴取

関係地

方公共

団体の

長への

通知

公告

関係地

方公共

団体の

長の意

見聴取

関係地

方公共

団体の

長への

通知

公告

協議会

を設置し

ている

場合に

あっては

その意

見を、そ

の他の

場合に

あっては

関係者

の意見

を聴取

関係市

町村長

への通

知

公告

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

特定国

際戦略

事業の

実施主

体の意

見聴取

内閣総

理大臣

の認定

○内閣

総理大

臣は、認

定を行う

に際し必

要と認

めるとき

は、総合

特別区

域推進

本部に

対し、意

見を求

めること

ができる

○特定

国際戦

略事業

に係る

関係行

政機関

の長の

同意

特定国

際戦略

事業等

に関す

る規制

について

規定す

る法律

等の規

定の解

釈につ

いての

関係行

政機関

の長等

に対す

る事前

確認請

求及び

回答

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

特定地

域活性

化事業

の実施

主体の

意見聴

取

内閣総

理大臣

の認定

○内閣

総理大

臣は、認

定を行う

に際し必

要と認

めるとき

は、総合

特別区

域推進

本部に

対し、意

見を求

めること

ができる

○特定

地域活

性化事

業に係

る関係

行政機

関の長

の同意

特定地

域活性

化事業

等に関

する規

制につ

いて規

定する

法律等

の規定

の解釈

について

の関係

行政機

関の長

に対す

る事前

確認請

求及び

回答

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

政府は、

スポー

ツ推進

会議を

設け、関

係行政

機関相

互の連

絡調整

を行う

審議会

等で政

令で定

めるも

のの意

見聴取

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

計画策定過程



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

67

地方の実情に即したス

ポーツの推進に関する

計画（「地方スポーツ推

進計画」）

スポーツ基本法第10条

第１項

都道府

県及び

市（特別

区を含

む。）町

村の教

育委員

会等

68

津波が発生し、又は発生

するおそれがある場合に

おける避難場所、避難の

経路その他住民の迅速

かつ円滑な避難を確保

するために必要な事項に

関する計画

津波対策の推進に関す

る法律（平成23年法律第

77号）第９条第２項

都道府

県及び

市町村

69

特定求職者に対する職

業訓練の実施に関し重

要な事項を定めた計画

（「職業訓練実施計画」）

職業訓練の実施等によ

る特定求職者の就職の

支援に関する法律（平成

23年法律第47号）第３条

第１項

厚生労

働大臣

70

職業指導等の措置が効

果的に関連して実施され

るための計画（「就職支

援計画」）

職業訓練の実施等によ

る特定求職者の就職の

支援に関する法律第11

条第１項

公共職

業安定

所長

71

都道府県における茶業

及びお茶の文化の振興

に関する計画（「振興計

画」）

お茶の振興に関する法

律（平成23年法律第21

号）第３条第１項

都道府

県

72

地域連携保全活動の促

進に関する計画（「地域

連携保全活動計画」）

地域における多様な主体

の連携による生物の多

様性の保全のための活

動の促進等に関する法

律（平成22年法律第72

号）第４条第１項

市町村

地域連

携保全

活動を

行おうと

する特

定非営

利活動

法人等

による

計画の

案の作

成につ

いての

提案

提案を

踏まえ

た地域

連携保

全活動

計画の

案を作

成する

必要が

ないと判

断したと

きは、そ

の旨及

びその

理由を

通知（努

力）

一定の

場合に

おける

環境大

臣への

協議

地域連

携保全

活動計

画の作

成に関

する協

議等に

係る連

絡調整

を行うた

めの協

議会が

組織さ

れてい

るとき

は、当該

協議会

における

協議

一定の

場合に

おける

環境大

臣の同

意

特定非

営利活

動法人

等が行

う地域

連携保

全活動

に係る

事項を

記載しよ

うとする

場合に

おける、

当該特

定非営

利活動

法人等

の同意

73

地域の農林水産物の利

用の促進についての計

画（「促進計画」）

地域資源を活用した農林

漁業者等による新事業

の創出等及び地域の農

林水産物の利用促進に

関する法律（平成22年法

律第67号）第41条第１項

都道府

県及び

市町村

74

低潮線の保全並びに拠

点施設の整備、利用及

び保全に関する施策の

総合的かつ計画的な推

進を図るための基本計

画

排他的経済水域及び大

陸棚の保全及び利用の

促進のための低潮線の

保全及び拠点施設の整

備等に関する法律（平成

22年法律第41号）第３条

第１項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

75

海岸漂着物対策を推進

するための計画（「地域

計画」）

美しく豊かな自然を保護

するための海岸における

良好な景観及び環境の

保全に係る海岸漂着物

等の処理等の推進に関

する法律（平成21年法律

第82号）第14条第１項

都道府

県

「海岸漂

着物対

策推進

協議会」

が組織

されてい

るとき

は、当該

協議会

の協議

76

都道府県の区域内にお

ける子ども・若者育成支

援についての計画（「都

道府県子ども・若者計

画」）

子ども・若者育成支援推

進法（平成21年法律第

71号）第９条第１項

都道府

県

「子ど

も・若者

支援地

域協議

会」を置

く（努力）

77

市町村の区域内におけ

る子ども・若者育成支援

についての計画（「市町

村子ども・若者計画」）

子ども・若者育成支援推

進法第９条第２項
市町村

「子ど

も・若者

支援地

域協議

会」を置

く（努力）

78

特定地域における一般

乗用旅客自動車運送事

業の適正化及び活性化

を推進推進するための

計画（「特定地域計画」）

特定地域及び準特定地

域における一般乗用旅

客自動車運送事業の適

正化及び活性化に関す

る特別措置法（平成21年

法律第64号）第８条の２

第１項

特定地

域にお

ける協

議会

一般乗

用旅客

自動車

運送事

業の適

正化及

び活性

化の推

進に関し

必要な

協議を

行うため

の協議

会を組

織する

ことがで

きる

79

準特定地域における一

般乗用旅客自動車運送

事業の活性化を推進す

るための計画（「準特定

地域計画」）

特定地域及び準特定地

域における一般乗用旅

客自動車運送事業の適

正化及び活性化に関す

る特別措置法第９条第１

項

準特定

地域に

おける

協議会

一般乗

用旅客

自動車

運送事

業の適

正化及

び活性

化の推

進に関し

必要な

協議を

行うため

の協議

会を組

織する

ことがで

きる

80

バイオマスの活用の推進

に関する基本的な計画

（「バイオマス活用推進

基本計画」）

バイオマス活用推進基本

法（平成21年法律第52

号）第20条第１項

政府

81

都道府県におけるバイオ

マスの活用の推進に関

する計画（「都道府県バ

イオマス活用推進計

画」）

バイオマス活用推進基本

法第21条第１項

都道府

県

番号 計画名 根拠規定 策定者
状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等

計画策定過程



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

当該特

定地方

公共団

体の教

育委員

会の意

見聴取

公表（努

力）

関係行

政機関

の長そ

の他の

関係者

の意見

聴取

公表

公表

公表（努

力）

公表（努

力）

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

関係す

る地方

公共団

体の意

見聴取

関係す

る海岸

管理者

等の意

見聴取

住民そ

の他利

害関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置

公表

公表

公表

国土交

通大臣

の認可

国土交

通大臣

による

認可に

係る計

画の内

容等の

公表

国土交

通大臣

への送

付

公表

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

82

市町村におけるバイオマ

スの活用の推進に関す

る計画（「市町村バイオ

マス活用推進計画」）

バイオマス活用推進基本

法第21条第２項
市町村

83

生物の多様性の保全及

び持続可能な利用に関

する基本的な計画（「生

物多様性国家戦略」）

生物多様性基本法（平成

20年法律第58号）第11

条第１項

政府

環境大

臣によ

る案の

作成

84

都道府県又は市町村の

区域内における生物の

多様性の保全及び持続

可能な利用に関する基

本的な計画（「生物多様

性地域戦略」）

生物多様性基本法第13

条第１項

都道府

県及び

市町村

85

宇宙開発利用に関する

基本的な計画（「宇宙基

本計画」）

宇宙基本法（平成20年

法律第43号）第24条第１

項

宇宙開

発戦略

本部

86

市町村の区域における

歴史的風致の維持及び

向上に関する計画（「歴

史的風致維持向上計

画」）

地域における歴史的風

致の維持及び向上に関

する法律（平成20年法律

第40号）第５条第１項

市町村

一定事

項につ

いての

歴史的

風致維

持向上

施設の

整備又

は管理

を行う

者、都道

府県、都

道府県

知事、公

園管理

者、道路

管理者

等への

協議

市町村

は、歴史

的風致

維持向

上計画

の作成

及び変

更に関

する協

議等を

行うため

の協議

会を組

織する

ことがで

きる

一定事

項につ

いての

歴史的

風致維

持向上

施設の

整備又

は管理

を行う

者、都道

府県、都

道府県

知事、公

園管理

者、道路

管理者

等の同

意

87

観光圏の整備による観

光旅客の来訪及び滞在

の促進を総合的かつ一

体的に図るための計画

（「観光圏整備計画」）

観光圏の整備による観

光旅客の来訪及び滞在

の促進に関する法律（平

成20年法律第39号）第４

条第１項

市町村

又は都

道府県

観光圏

整備事

業を実

施しよう

とする者

及び住

民その

他の観

光圏整

備事業

に関し利

害関係

を有す

る者に

よる計

画の作

成又は

変更を

すること

の提案

提案に

基づき

計画の

作成又

は変更

をする

か否か

につい

て、公表

（計画の

作成又

は変更

をしない

こととす

るとき

は、その

理由を

明示）

協議会

が組織

されてい

ない場

合には、

観光圏

整備事

業を実

施すると

見込ま

れる者

への協

議

観光圏

整備計

画の作

成に関

する協

議等を

行うため

の協議

会が組

織されて

いる場

合には、

一定事

項につ

いて、当

該協議

会にお

ける協

議

一定事

項につ

いての

農林漁

業団体

等の同

意

88 特定間伐等促進計画

森林の間伐等の実施の

促進に関する特別措置

法（平成20年法律第32

号）第５条第１項

その区

域の全

部又は

一部が

特定間

伐等の

実施を

促進す

るため

の措置

を講ず

べき区

域の基

準に適

合する

区域内

にある

市町村

市町村

以外の

者であっ

て特定

間伐等

を実施し

ようとす

るものに

よる計

画の案

の作成

について

の提案

提案を

踏まえ

た特定

間伐等

促進計

画の案

を作成

する必

要がな

いと判断

したとき

は、その

旨及び

その理

由を通

知

都道府

県知事

への協

議

特定間

伐等促

進計画

に市町

村以外

の者が

実施す

る特定

間伐等

に係る

事項を

記載しよ

うとする

場合に

は、当該

者の同

意

89

鳥獣による農林水産業

等に係る被害を防止する

ための計画（「被害防止

計画」）

鳥獣による農林水産業

等に係る被害の防止の

ための特別措置に関す

る法律（平成19年法律第

134号）第４条第１項

市町村

被害防

止施策

を総合

的かつ

効果的

に実施

するた

めの調

査等及

びこの

法律の

運用に

当たって

の適切

な活用

都道府

県知事

への協

議

市町村

は、被害

防止計

画の作

成及び

変更に

関する

協議等

を行うた

めの協

議会を

組織す

ることが

できる

計画に

許可権

限委譲

事項を

記載しよ

うとする

ときは、

当該事

項につ

いての

都道府

県知事

の同意

90 財政健全化計画

地方公共団体の財政の

健全化に関する法律（平

成19年法律第94号）第４

条第１項

地方公

共団体

地方公

共団体

の長に

よる案

の作成

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

インター

ネットの

利用そ

の他の

適切な

方法に

よる国

民の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置

中央環

境審議

会の意

見聴取

環境大

臣の求

めによ

る閣議

の決定

公表

環境大

臣への

写しの

送付

公表

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

○文化

財の保

存又は

活用に

関する

事項を

記載しよ

うとする

ときは、

当該文

化財の

所有者

等の意

見聴取

○協議

会が組

織されて

いる場

合にあっ

ては、そ

の意見

聴取

公聴会

の開催

その他

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

当該市

町村の

教育委

員会に

地方文

化財保

護審議

会が置

かれて

いる場

合にあっ

ては、当

該地方

文化財

保護審

議会の

意見聴

取

主務大

臣の認

定

関係行

政機関

の長へ

の協議

認定に

関する

処理期

間（認定

の申請

を受けた

日から

三月以

内にお

いて速

やかに）

主務大

臣によ

る認定

をした旨

の当該

市町村

への通

知及び

当該通

知を受

けた市

町村に

よる当

該通知

を受けた

旨の都

道府県

への通

知

公表（努

力）

住民そ

の他利

害関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置

主務大

臣、観光

圏整備

事業を

実施す

ると見込

まれる

者及び

市町村

にあって

は関係

する都

道府県、

都道府

県にあっ

ては関

係する

市町村

への送

付

公表

○都道

府県知

事への

計画の

写しの

送付

○交付

金を充

てる場

合には、

農林水

産大臣

への提

出

公表

公表（被

害防止

計画に

許可権

限委譲

事項を

記載した

ときは、

当該許

可権限

委譲事

項の公

告）

議会の

議決

都道府

県及び

指定都

市によ

る総務

大臣へ

の、市町

村及び

特別区

による

都道府

県知事

への報

告等

公表

計画策定過程 計画策定時

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

91
財政の再生のための計

画（「財政再生計画」）

地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第８

条第１項

地方公

共団体

地方公

共団体

の長に

よる案

の作成

92

公営企業の経営の健全

化のための計画（「経営

健全化計画」）

地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第

23条第１項

地方公

共団体

地方公

共団体

の長に

よる案

の作成

93

再編関連振興特別地域

の整備に関する計画

（「再編関連振興特別地

域整備計画」）

駐留軍等の再編の円滑

な実施に関する特別措

置法（平成19年法律第

67号）第８条第３項

防衛大

臣

都道府

県知事

による

案の作

成及び

防衛大

臣への

提出

94

地理空間情報の活用の

推進に関する基本的な

計画（「地理空間情報活

用推進基本計画」）

地理空間情報活用推進

基本法（平成19年法律

第63号）第９条第１項

政府

95

持続可能な地域公共交

通網の形成に資する地

域公共交通の活性化及

び再生を推進するため

の計画（「地域公共交通

網形成計画」）

地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律

（平成19年法律第59号）

第５条第１項

市町村

にあって

は単独

で又は

共同、都

道府県

にあって

は当該

都道府

県の区

域内の

市町村

と共同

計画に

定めよう

とする事

業を実

施しよう

とする者

及び地

域公共

交通の

利用者

その他

の地域

公共交

通の利

用に関し

利害関

係を有

する者

による

提案

提案に

基づき

計画の

作成又

は変更

をする

か否か

について

の公表

（計画の

作成又

は変更

をしない

こととす

るとき

は、その

理由を

明らか

にしなけ

ればな

らない）

協議会

が組織

されてい

ない場

合には、

関係す

る公共

交通事

業者等、

計画に

定めよう

とする事

業を実

施すると

見込ま

れる者

及び関

係する

公安委

員会と

協議

一定の

事項に

ついて、

地域公

共交通

網形成

計画の

作成及

び実施

に関し必

要な協

議を行う

ための

協議会

が組織

されてい

る場合

には、当

該協議

会にお

ける協

議

96

地域公共交通再編事業

を実施するための計画

（「地域公共交通再編実

施計画」）

地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律

第27条の２第１項

地域公

共交通

再編事

業に関

する事

項が定

められ

た地域

公共交

通網形

成計画

を作成し

た地方

公共団

体

特定旅

客運送

事業者

等の全

ての同

意

97

公的統計の整備に関す

る基本的な計画（「基本

計画」）

統計法（平成19年法律

第53号）第４条第１項
政府

総務大

臣によ

る案の

作成

98
広域的地域活性化基盤

整備計画

広域的地域活性化のた

めの基盤整備に関する

法律（平成19年法律第

52号）第５条第１項

都道府

県

計画を

作成した

都道府

県を構

成員に

含む広

域地方

計画協

議会は、

当該計

画の実

施に関し

必要な

事項に

ついて

協議す

ることが

できる

市町村

等が実

施する

事業等

に係る

事項を

記載しよ

うとする

ときは、

当該市

町村等

の同意

番号 計画名 根拠規定 策定者
状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等

計画策定過程



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

総務大

臣によ

る同意

をする

かどうか

の基準

の作成

及び同

意につ

いての

地方財

政審議

会の意

見聴取

議会の

議決

地方公

共団体

は、議会

の議決

を経て、

総務大

臣に（市

町村及

び特別

区にあっ

ては、都

道府県

知事を

通じて）

協議し、

その同

意を求

めること

ができる

総務大

臣によ

る財政

再生計

画につ

いて同

意をす

るかどう

かを判

断する

ための

基準の

作成及

び公表

報告を

受けた

総務大

臣によ

る財政

再生計

画を定

めた地

方公共

団体の

名称の

各省各

庁の長

への通

知

総務大

臣への

報告（市

町村及

び特別

区にあっ

ては、都

道府県

知事を

経由）と

総務大

臣によ

る財政

再生計

画の内

容並び

に協議

の結果

の公表

公表（総

務大臣

の同意

を得たと

きは、そ

の旨の

公表）

議会の

議決

都道府

県及び

指定都

市によ

る総務

大臣へ

の、市町

村及び

特別区

による

都道府

県知事

への報

告等

公表

都道府

県知事

による

再編関

連振興

特別地

域に含

まれる

区域を

その区

域とする

市町村

の長の

意見聴

取

駐留軍

等再編

関連振

興会議

の議に

基づく

計画の

案を提

出した都

道府県

知事へ

の通知

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

住民、地

域公共

交通の

利用者

その他

利害関

係者の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

主務大

臣、都道

府県並

びに関

係する

公共交

通事業

者等そ

の他計

画に定

める事

業を実

施すると

見込ま

れる者

及び関

係する

公安委

員会へ

の送付

公表

関係す

る公共

交通事

業者等

（特定旅

客運送

事業者

等であ

る者を

除く。）、

道路管

理者、港

湾管理

者及び

公安委

員会の

意見聴

取

国土交

通大臣

が認定

をする

場合に

おいて、

一定の

認可等

を要す

るものに

ついて

は、運輸

審議会

に諮る

地方公

共団体

は、国土

交通大

臣に対

し、認定

を申請

すること

ができる

国土交

通大臣

が認定

をしよう

とすると

きは、関

係する

道路管

理者及

び関係

する公

安委員

会に、一

定の場

合を除

き、意見

を聴取

関係す

る公共

交通事

業者等、

道路管

理者、港

湾管理

者及び

公安委

員会へ

の送付

総務省

令で定

めるとこ

ろによる

国民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

統計委

員会の

意見聴

取

総務大

臣の求

めによ

る閣議

の決定

○関係

市町村

の意見

聴取

○他の

都道府

県との

境界に

係る一

定事項

を記載し

ようとす

るとき

は、他の

都道府

県の意

見聴取

○関係

市町村

への計

画の写

しの送

付

○交付

金を充

てる場

合には、

国土交

通大臣

への提

出

公表

計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

99 活性化計画

農山漁村の活性化のた

めの定住等及び地域間

交流の促進に関する法

律（平成19年法律第48

号）第５条第1項

都道府

県又は

市町村

定住等

及び地

域間交

流の促

進に寄

与する

事業等

を実施し

ようとす

る農林

漁業団

体等に

よる提

案

提案を

踏まえ

た計画

の案を

作成す

る必要

がないと

判断した

ときは、

その旨

及びそ

の理由

を通知

市町村

が農林

地所有

権移転

等促進

事業に

関する

事項を

記載しよ

うとする

場合に

おける

都道府

県知事

への協

議

市町村

が農林

地所有

権移転

等促進

事業に

関する

事項を

記載しよ

うとする

場合に

おける

都道府

県知事

の同意

農林漁

業団体

等が実

施する

事業等

に係る

事項を

記載しよ

うとする

場合に

おける、

当該農

林漁業

団体等

の同意

100 所有権移転等促進計画

農山漁村の活性化のた

めの定住等及び地域間

交流の促進に関する法

律第７条第1項

一定事

項が記

載された

活性化

計画を

作成した

市町村

土地ごと

に、所有

権の移

転等を

受ける

者等の

すべて

の同意

101

産業集積の形成又は産

業集積の活性化に関す

る基本的な計画（「基本

計画」）

企業立地の促進等によ

る地域における産業集積

の形成及び活性化に関

する法律（平成19年法律

第40号）第５条第１項

自然的

経済的

社会的

条件か

らみて

一体で

ある地

域を区

域とする

一又は

二以上

の市町

村（特別

区を含

む。）及

び都道

府県が

共同

基本計

画の作

成に資

するた

めの国

による

企業立

地の動

向に関

する情

報の収

集、整

理、分析

及び提

供（努

力）

主務大

臣への

協議

産業集

積の形

成又は

産業集

積の活

性化に

関し必

要な事

項につ

いて協

議する

ための

「地域産

業活性

化協議

会」にお

ける協

議

主務大

臣の同

意（軽微

な変更

は、主務

大臣へ

の届出）

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

102
海洋に関する基本的な

計画（「海洋基本計画」）

海洋基本法（平成19年

法律第33号）第16条第１

項

政府

総合海

洋政策

本部に

よる案

の作成

103

教育の振興に関する施

策についての基本的な方

針及び講ずべき施策そ

の他必要な事項に関す

る基本的な計画

教育基本法（平成18年

法律第120号）第17条第

１項

政府

104

地方公共団体における

教育の振興のための施

策に関する基本的な計

画

教育基本法第17条第２

項

地方公

共団体

105

観光立国の実現に関す

る基本的な計画（「観光

立国推進基本計画」）

観光立国推進基本法（平

成18年法律第117号）第

10条第１項

政府

国土交

通大臣

による

案の作

成

106

特定広域団体の広域行

政の推進に関する計画

（「道州制特別区域計

画」）

道州制特別区域におけ

る広域行政の推進に関

する法律（平成18年法律

第116号）第７条第１項

特定広

域団体

（北海道

地方又

は一定

の都道

府県で

あって政

令で定

めるも

の）

107

有機農業の推進に関す

る施策についての計画

（「推進計画」）

有機農業の推進に関す

る法律 （平成18年法律

第112号）第７条第１項

都道府

県

108

がん対策の推進に関す

る基本的な計画（「がん

対策推進基本計画」）

がん対策基本法（平成

18年法律第98号）第９条

第１項

政府

厚生労

働大臣

による

案の作

成

関係行

政機関

の長と

協議

109

都道府県におけるがん

対策の推進に関する計

画（「都道府県がん対策

推進計画」）

がん対策基本法第11条

第１項

都道府

県

110

道路特定事業を実施す

るための計画（「道路特

定事業計画」）

高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に

関する法律（平成18年法

律第91号）第31条第１項

関係す

る道路

管理者

一定事

項につ

いて定

めるとき

は、道路

特定事

業を実

施する

工作物

又は施

設の管

理者と

の協議

111

都市公園特定事業を実

施するための計画（「都

市公園特定事業計画」）

高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に

関する法律第34条第１

項

関係す

る公園

管理者

等（許可

を受けて

特定公

園施設

を設け

若しくは

管理す

る者等

が作成

する場

合にあっ

ては、公

園管理

者と共

同）

都市公

園法に

規定す

る他の

工作物

について

実施す

る都市

公園特

定事業

について

定めると

きは、当

該他の

工作物

の管理

者との

協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

○都道

府県に

よる関

係市町

村への、

市町村

による

都道府

県への

計画の

写しの

送付

○交付

金を充

てる場

合には、

農林水

産大臣

への提

出

公表（努

力）

農業委

員会の

決定

一定の

場合に

は、都道

府県知

事の承

認

都道府

県知事

が承認

をしよう

とすると

きは、都

道府県

農業会

議の意

見聴取

公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

国会報

告
公表

交通政

策審議

会の意

見聴取

国土交

通大臣

の求め

による

閣議の

決定

国会報

告
公表

関係市

町村の

意見聴

取

当該特

定広域

団体の

議会の

議決

内閣総

理大臣

への提

出

内閣府

令で定

めるとこ

ろによる

公告

公表（努

力）

がん対

策推進

協議会

の意見

聴取

厚生労

働大臣

の求め

による

閣議の

決定

国会報

告

インター

ネットの

利用そ

の他適

切な方

法によ

る公表

関係す

る市町

村の意

見聴取

施設設

置管理

者及び

公安委

員会の

意見聴

取

関係す

る市町

村、施設

設置管

理者及

び公安

委員会

並びに

道路特

定事業

を実施

する工

作物又

は施設

の管理

者への

送付

公表（努

力）

関係す

る市町

村の意

見聴取

関係す

る施設

設置管

理者の

意見聴

取

関係す

る市町

村及び

施設設

置管理

者並び

に都市

公園法

第５条

の２第１

項 に規

定する

他の工

作物の

管理者

への送

付

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

112

交通安全特定事業を実

施するための計画（「交

通安全特定事業計画」）

高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に

関する法律第36条第１

項

関係す

る公安

委員会

113

国民の住生活の安定の

確保及び向上の促進に

関する基本的な計画

（「全国計画」）

住生活基本法（平成18

年法律第61号）第15条

第１項

政府

国土交

通大臣

による

案の作

成

関係行

政機関

の長に

協議

114

都道府県の区域内にお

ける住民の住生活の安

定の確保及び向上の促

進に関する基本的な計

画（「都道府県計画」）

住生活基本法第17条第

１項

都道府

県

特定部

分につ

いての

国土交

通大臣

への協

議

区域内

の市町

村への

協議

特定部

分につ

いて、国

土交通

大臣の

同意（同

意をしよ

うとする

ときは、

厚生労

働大臣

への協

議）

115

障害福祉サービスの提

供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円

滑な実施に関する計画

（「市町村障害福祉計

画」）

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（平成

17年法律第123号）第88

条第１項

市町村

当該市

町村の

区域に

おける

障害者

等の心

身の状

況その

他の事

情を正

確に把

握した上

での、こ

れらの

事情を

勘案した

計画の

作成（努

力）

障害者

等への

支援の

体制の

整備を

図るた

めの協

議会の

設置（努

力）

116

障害福祉サービスの提

供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円

滑な実施に関する計画

（「都道府県障害福祉計

画」）

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律第89

条第１項

都道府

県

障害者

等への

支援の

体制の

整備を

図るた

めの協

議会の

設置（努

力）

117

日本郵政公社の業務等

の承継に関する基本計

画（「基本計画」）

郵政民営化法（平成17

年法律第97号）第161条

第１項

内閣総

理大臣

及び総

務大臣

財務大

臣への

協議

118 地域住宅計画

地域における多様な需要

に応じた公的賃貸住宅等

の整備等に関する特別

措置法（平成17年法律

第79号）第６条第１項

地方公

共団体

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事へ

の協議

地「地域

住宅協

議会」を

組織す

ることが

できる

○一定

事項に

ついて、

都道府

県知事

の同意

○独立

行政法

人都市

再生機

構等が

実施す

る事業

等に係

る事項

を記載し

ようとす

るとき

は、その

同意

119 食育推進基本計画

食育基本法（平成17年

法律第63号）第16条第１

項

食育推

進会議

120

都道府県の区域内にお

ける食育の推進に関す

る施策についての計画

（「都道府県食育推進計

画」）

食育基本法第17条第１

項

都道府

県

121

市町村の区域内におけ

る食育の推進に関する

施策についての計画

（「市町村食育推進計

画」）

食育基本法第18条第１

項
市町村

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係す

る市町

村の意

見聴取

関係す

る道路

管理者

の意見

聴取

関係す

る市町

村及び

道路管

理者へ

の送付

公表（努

力）

都道府

県の意

見聴取

インター

ネットの

利用そ

の他の

国土交

通省令

で定め

る方法

による

国民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

社会資

本整備

審議会

の意見

聴取

国土交

通大臣

の求め

による

閣議の

決定

都道府

県への

通知

公表

地域住

宅協議

会を組

織してい

る都道

府県に

あって

は、当該

地域住

宅協議

会の意

見聴取

インター

ネットの

利用そ

の他の

国土交

通省令

で定め

る方法

による

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

国土交

通大臣

への報

告

公表（努

力）

一定事

項につ

いては、

都道府

県の意

見聴取

○障害

者基本

法の合

議制の

機関を

設置す

る市町

村は、当

該機関

の意見

聴取

○協議

会を設

置したと

きは、協

議会の

意見聴

取（努

力）

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置(努

力）

都道府

県知事

への提

出

○障害

者基本

法の合

議制の

機関の

意見聴

取

○協議

会を設

置したと

きは、協

議会の

意見聴

取（努

力）

厚生労

働大臣

への提

出

○都道

府県は

関係市

町村、市

町村は

都道府

県への

計画の

写しの

送付

○交付

金を充

てる場

合には、

国土交

通大臣

への提

出

公表（努

力）

関係行

政機関

の長へ

の通知

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

都道府

県食育

推進計

画の作

成及び

その実

施の推

進のた

め、都道

府県食

育推進

会議を

置くこと

ができる

都道府

県（都道

府県食

育推進

会議が

置かれ

ている

都道府

県にあっ

ては、都

道府県

食育推

進会議）

による

計画の

要旨の

公表

市町村

食育推

進計画

の作成

等のた

め、市町

村食育

推進会

議を置く

ことがで

きる

市町村

（市町村

食育推

進会議

が置か

れてい

る市町

村にあっ

ては、市

町村食

育推進

会議）に

よる計

画の要

旨の公

表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

122

同意交通結節機能高度

化構想に係る交通結節

機能の高度化を図るた

めの計画（「交通結節機

能高度化計画」）

都市鉄道等利便増進法

（平成17年法律第41号）

第14条第１項

駅施設

の整備

を駅周

辺施設

の整備

と一体

的に行う

ために

必要な

協議を

行うため

の協議

会

同意都

道府県

による、

協議会

を組織し

ようとす

る旨の

公表

○駅施

設の整

備を駅

周辺施

設の整

備と一

体的に

行うため

に必要

な協議

を行うた

めの協

議会を

組織す

ることが

できる

当該交

通結節

機能高

度化計

画に、駅

施設の

整備を

行う者、

駅周辺

施設の

整備を

行う者

又は駅

施設の

営業を

行う者と

して記載

される者

及び同

意都道

府県等

の全員

の合意

123
地域再生を図るための

計画（「地域再生計画」）

地域再生法（平成17年

法律第24号）第５条第１

項

地方公

共団体

当該提

案に係

る地域

再生計

画に記

載しよう

とする地

域再生

支援貸

付事業

を実施し

ようとす

る者の

ほか、地

域再生

計画に

関し密

接な関

係を有

する者

による

計画を

作成す

ることの

提案

提案に

基づき

地域再

生計画

を作成

するか

否かに

ついて、

遅滞な

く、当該

提案をし

た者に

通知（地

域再生

計画を

作成しな

いことと

するとき

は、その

理由を

明らか

にしなけ

ればな

らない）

○「地域

再生協

議会」を

組織す

ることが

できる

○地域

再生協

議会が

組織さ

れてい

るとき

は、当該

協議会

における

協議

124 地域再生土地利用計画
地域再生法第17条の７

第１項

認定地

方公共

団体で

ある市

町村

「地域再

生協議

会」にお

ける協

議

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事の

同意

125
地域農林水産業振興施

設整備計画

地域再生法（平成17年

法律第24号）第17条の

15第１項

認定地

方公共

団体で

ある市

町村

「地域再

生協議

会」にお

ける協

議

都道府

県知事

の同意

126

犯罪被害者等のための

施策に関する基本的な

計画（「犯罪被害者等基

本計画」）

犯罪被害者等基本法（平

成16年法律第161号）第

８条第１項

政府

犯罪被

害者等

施策推

進会議

による

案の作

成

127
国民の保護に関する計

画

武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための

措置に関する法律（平成

16年法律第112号）第33

条第１項

指定行

政機関

の長

内閣総

理大臣

への協

議

128
国民の保護に関する計

画

武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための

措置に関する法律第34

条第１項

都道府

県知事

総務大

臣を経

由しての

内閣総

理大臣

への協

議

「都道府

県国民

保護協

議会」の

設置

129
国民の保護に関する計

画

武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための

措置に関する法律第35

条第１項

市町村

長

都道府

県知事

への協

議

「市町村

国民保

護協議

会」の設

置

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

○国土

交通大

臣は、協

議に係

る裁定

等をす

ることが

できる

○国土

交通大

臣は、計

画の作

成が円

滑に行

われる

ように、

協議会

の構成

員の求

めに応じ

て、必要

な助言

又は勧

告をす

ることが

できる

協議会

を組織し

ようとす

る旨が

公表さ

れた場

合にお

いて、協

議会の

構成員

として加

えるとさ

れてい

ない一

定の者

は、自己

を構成

員として

加える

よう申し

出ること

ができる

計画の

作成に

係る合

意をした

構成員

は、共同

で、国土

交通大

臣の認

定を申

請する

ことがで

きる

特定地

域再生

事業に

関する

事項を

記載した

計画を

作成しよ

うとする

ときは、

当該特

定地域

再生事

業を実

施する

者の意

見聴取

○認定

の申請

には、特

定地域

再生事

業を実

施する

者の意

見を聴

いた場

合にあっ

ては当

該意見

の概要、

地域再

生協議

会にお

ける協

議をした

場合に

あっては

当該協

議の概

要等を

添付

内閣総

理大臣

は、認定

を行うに

際し必

要と認

めるとき

は、地域

再生本

部に対

し、意見

を求め

ることが

できる

内閣総

理大臣

の認定

○一定

の事項

について

は、関係

行政機

関の長

の同意

○認定

処理期

間（３月

以内）

地方公

共団体

による

内閣総

理大臣

に対す

る地域

再生事

業等に

係る支

援措置

の内容

等につ

いての

事前確

認請求

及び内

閣総理

大臣に

よる回

答等

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

公聴会

の開催

その他

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

関係指

定行政

機関の

長の意

見聴取

都道府

県知事

及び所

管する

指定公

共機関

への通

知

公表

他の都

道府県

と関係

がある

事項を

定めると

きは、当

該都道

府県の

知事の

意見聴

取

都道府

県国民

保護協

議会へ

の諮問

（軽微な

変更の

場合を

除く。）

都道府

県の区

域内の

市町村

の長及

び関係

指定地

方公共

機関へ

の通知

議会報

告
公表

他の市

町村と

関係が

ある事

項を定

めるとき

は、当該

市町村

の長の

意見聴

取

市町村

国民保

護協議

会への

諮問（軽

微な変

更の場

合を除

く。）

議会報

告
公表

計画策定時

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

130
良好な景観の形成に関

する計画（「景観計画」）

景観法（平成16年法律

第110号）第８条第１項

景観行

政団体

○特定

公共施

設の管

理者に

よるそ

の管理

に係る

特定公

共施設

を景観

重要公

共施設

として当

該景観

計画に

定める

べきこと

の要請

○景観

計画に

定めら

れた景

観重要

公共施

設の管

理者に

よる景

観計画

について

の一定

事項の

追加又

は変更

の要請

政令で

定める

規模以

上の一

団の土

地の区

域に係

る土地

所有者

等又は

まちづく

りの推

進を図

る活動

を行うこ

とを目的

とする特

定非営

利活動

法人等

による

景観計

画の策

定又は

変更の

提案

○都道

府県都

市計画

審議会

又は市

町村都

市計画

審議会

に対す

る計画

提案に

係る景

観計画

の素案

の提出

等

○計画

提案を

踏まえ

て景観

計画の

策定又

は変更

をする

必要が

あると認

めるとき

は、その

案を作

成（必要

がないと

決定した

ときは、

その旨

及びそ

の理由

を通知）

○一定

事項に

ついて、

景観重

要公共

施設の

管理者

（景観行

政団体

であるも

のを除

く。）へ

の協議

○一定

事項に

ついて、

国立公

園等管

理者へ

の協議

景観計

画区域

における

良好な

景観の

形成を

図るた

めに必

要な協

議を行う

ための

「景観協

議会」を

組織す

ることが

できる

○一定

事項に

ついて、

景観重

要公共

施設の

管理者

（景観行

政団体

であるも

のを除

く。）の

同意

○一定

事項に

ついて、

国立公

園等管

理者（国

立公園

にあって

は環境

大臣、国

定公園

にあって

は都道

府県知

事）の同

意

131
景観農業振興地域整備

計画
景観法第55条第１項 市町村

○計画

を定め

ようとす

る旨の

公告

○当該

計画の

案の、当

該計画

を定め

ようとす

る理由

を記載し

た書面

を添え

た、その

公告の

日から

おおむ

ね三十

日間の

期間を

定めた

縦覧

都道府

県知事

への協

議(市町

村は、異

議の申

出がな

いとき、

異議の

申出が

あった場

合にお

いてそ

のすべ

てについ

て決定

があり、

かつ、審

査の申

立てが

なかった

とき等で

なけれ

ば、当該

協議の

申出をし

てはなら

ない)

国有地

を含め

て計画

区域を

定めよう

とすると

きは、そ

の国有

地を所

管する

各省各

庁の長

の承認

132 合併市町村基本計画

市町村の合併の特例に

関する法律（平成16年法

律第59号）第３条第１項

合併協

議会

合併協

議会が

置かれ

た場合

には、当

該合併

協議会

は、設置

の日か

ら６月以

内に、市

町村の

合併に

関する

協議の

状況を、

代表者

に通知

するとと

もに、公

表

合併関

係市町

村を包

括する

都道府

県の知

事に協

議

合市町

村の合

併に関

する協

議を行う

協議会

の設置

133

日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震防災対策推

進基本計画（「基本計

画」）

日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震に係る地震

防災対策の推進に関す

る特別措置法（平成16年

法律第27号）第５条第１

項

中央防

災会議

134

都道府県又は市町村の

区域の自然的社会的条

件に応じた環境保全活

動、環境保全の意欲の

増進及び環境教育並び

に協働取組の推進に関

する行動計画（「行動計

画」）

環境教育等による環境

保全の取組の促進に関

する法律（平成15年法律

第130号）第８条第１項

都道府

県及び

市町村

学校教

育及び

社会教

育の関

係者等

による

都道府

県又は

市町村

に対す

る行動

計画の

作成又

は変更

をするこ

との提

案

提案に

基づき

計画の

作成又

は変更

をする

か否か

につい

て、公表

（努力）

（計画の

作成又

は変更

をしない

こととす

るとき

は、その

理由を

明示（努

力））

「環境教

育等推

進協議

会」を組

織する

ことがで

きる

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

都道府

県であ

る景観

行政団

体は、景

観計画

を定め

ようとす

るとき

は、あら

かじめ、

関係市

町村の

意見を

聴取

景観行

政団体

は、特定

公共施

設の管

理者又

は景観

計画に

定めら

れた景

観重要

公共施

設の管

理者か

ら要請

があった

場合に

は、これ

を尊重し

なけれ

ばならな

い

公聴会

の開催

等住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

○都市

計画区

域又は

準都市

計画区

域に係

る部分

につい

て、都道

府県都

市計画

審議会

（市町村

である

景観行

政団体

に市町

村都市

計画審

議会が

置かれ

ていると

きは、当

該市町

村都市

計画審

議会）の

意見聴

取

○景観

計画を

定めた

旨の告

示

○国土

交通省

令・農林

水産省

令・環境

省令で

定めると

ころによ

る当該

景観行

政団体

の事務

所にお

ける公

衆の縦

覧

景観行

政団体

が、景観

計画を

定める

手続に

関する

事項（景

観法の

規定に

反しない

ものに

限る。）

につい

て、条例

で必要

な規定

を定め

ることを

妨げる

もので

はない

○住民

は、縦覧

期間満

了の日

までに、

意見書

を提出

すること

ができる

○計画

区域内

にある

土地に

関し権

利を有

する者

は、当該

計画の

案に対し

て異議

があると

きは、縦

覧期間

満了の

日の翌

日から

起算して

15日以

内に市

町村に

申し出る

ことがで

きる

○異議

の申出

の決定

（縦覧期

間満了

後60日

以内）

○決定

に対して

不服が

ある申

出人に

よる都

道府県

知事に

対する

審査の

申立て

（決定が

あった日

の翌日

から起

算して

30日以

内）及び

都道府

県知事

による

採決（申

立てを

受理した

日から

60日以

内）

農林水

産大臣

への当

該計画

書の写

しの送

付（都道

府県知

事を経

由）

○計画

を定め

た旨の

公告（提

出された

意見書

の要旨

及び当

該意見

書の処

理の結

果を併

せて公

告）

○農林

水産省

令で定

めるとこ

ろによる

当該計

画書又

はその

写しの

当該市

町村の

事務所

における

縦覧

総務大

臣及び

合併関

係市町

村を包

括する

都道府

県の知

事への

送付

公表

都道府

県への

都市再

生整備

計画の

写しの

送付

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

住民そ

の他の

関係者

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

都道府

県への

立地適

正化計

画の写

しの送

付

公表（努

力）

条例と

の関係

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

135

市町村の事務及び事業

に関する次世代育成支

援対策の実施に関する

計画（「市町村行動計

画」）

次世代育成支援対策推

進法（平成15年法律第

120号）第８条第１項

市町村

136

都道府県の事務及び事

業に関する次世代育成

支援対策の実施に関す

る計画（「都道府県行動

計画」）

次世代育成支援対策推

進法第９条第１項

都道府

県

137 処遇に関する実施計画

心神喪失等の状態で重

大な他害行為を行った者

の医療及び観察等に関

する法律（平成15年法律

第110号）第104条第１項

保護観

察所の

長

決定を

受けた

者の居

住地を

管轄す

る都道

府県知

事及び

市町村

長との

協議

指定通

院医療

機関の

管理者

との協

議

138

都道府県等の区域（都道

府県にあっては、当該都

道府県の区域内にある

政令市の区域を除く。）内

における特定産業廃棄

物に起因する支障の除

去等の実施に関する計

画（「実施計画」）

特定産業廃棄物に起因

する支障の除去等に関

する特別措置法（平成15

年法律第98号）第４条第

１項

都道府

県又は

政令市

環境大

臣への

協議

環境大

臣の同

意（同意

をしよう

とすると

きは、総

務大臣

への協

議）

139

特定都市河川流域にお

ける浸水被害の防止を

図るための対策に関す

る計画（「流域水害対策

計画」）

特定都市河川浸水被害

対策法（平成15年法律

第77号）第４条第１項

特定都

市河川

の河川

管理者、

その流

域を区

域に含

む都道

府県及

び市町

村の長

並びに

その流

域に係

る特定

都市下

水道の

下水道

管理者

一定事

項につ

いては、

河川管

理者が

作成す

る案、下

水道管

理者等

が共同

して作成

する案

に基づ

いて定

める

国土交

通大臣

への協

議（特定

都市河

川の河

川管理

者が国

土交通

大臣で

ある場

合は、不

要）

国土交

通大臣

の同意

（特定都

市河川

の河川

管理者

が国土

交通大

臣であ

る場合

は、不

要）

140 重点計画

社会資本整備重点計画

法（平成15年法律第20

号）第４条第１項

（政府）

国家公

安委員

会、農林

水産大

臣及び

国土交

通大臣

による

案の作

成

環境大

臣に協

議

141

構造改革特別区域とし

て、教育、物流、研究開

発、農業、社会福祉その

他の分野における当該

区域の活性化を図るた

めの計画（「構造改革特

別区域計画」）

構造改革特別区域法（平

成14年法律第189号）第

４条第１項

地方公

共団体

特定事

業を実

施しよう

とする者

による

当該特

定事業

をその

内容と

する構

造改革

特別区

域計画

の案の

作成に

ついて

の提案

提案を

踏まえ

た計画

の案を

作成す

る必要

がないと

判断した

ときは、

その旨

及びそ

の理由

を、当該

提案をし

た者に

通知

142 公私協力基本計画
構造改革特別区域法第

20条第４項

協力地

方公共

団体の

長

143

有明海及び八代海等の

海域の特性に応じた当該

海域の環境の保全及び

改善並びに当該海域に

おける水産資源の回復

等による漁業の振興に

関し実施すべき施策に関

する計画（「県計画」）

有明海及び八代海等を

再生するための特別措

置に関する法律（平成14

年法律第12号）第５条第

１項

関係県

主務大

臣への

協議

「促進協

議会」を

組織す

ることが

できる

主務大

臣の同

意（同意

をしよう

とすると

きは、関

係行政

機関の

長への

協議）

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

○住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

○関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

○都道

府県へ

の提出

○国土

交通大

臣及び

厚生労

働大臣

並びに

当該都

道府県

の区域

内の市

町村へ

の計画

の写し

の送付

公表（努

力）

○住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

○関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

○主務

大臣へ

の提出

○当該

都道府

県の区

域内の

市町村

への計

画の写

しの送

付

公表（努

力）

関係地

方公共

団体、関

係河川

管理者

及び対

象水道

事業者

への送

付

関係市

町村の

意見聴

取

環境基

本法に

より置か

れる審

議会そ

の他の

合議制

の機関

の意見

聴取

関係地

方公共

団体及

び対象

水道事

業者へ

の送付

公表（努

力）

計画を

定めよう

とする場

合にお

いて必

要があ

ると認め

るとき

は、河川

及び下

水道に

関し学

識経験

を有す

る者の

意見を

聴取

必要が

あると認

めるとき

は、公聴

会の開

催等特

定都市

河川流

域内の

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

都道府

県知事

を経由し

た農林

水産大

臣への

計画書

の写し

の送付

公表

都道府

県の意

見聴取

主務省

令で定

めるとこ

ろによる

国民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

内閣総

理大臣、

農林水

産大臣

及び国

土交通

大臣の

求めに

よる閣

議の決

定

関係市

町村長

への送

付

公表

特定事

業の実

施主体

の意見

聴取

都道府

県にあっ

ては、関

係市町

村の意

見を聴

取

認定の

申請に

は、実施

主体及

び関係

市町村

の意見

の概要

（提案を

踏まえ

た計画

について

の認定

の申請

をする

場合に

あって

は、当該

意見及

び当該

提案の

概要）を

添付

内閣総

理大臣

の認定

○認定

をしよう

とすると

きは、規

制の特

例措置

について

関係行

政機関

の長の

同意

○認定

に関す

る処理

期間（三

月以内

において

速やか

に）

特定事

業及び

これに

関連す

る事業

に関す

る規制

について

規定す

る法律

等の規

定の解

釈につ

いての

関係行

政機関

の長等

に対す

る事前

確認請

求及び

回答

関係行

政機関

の長、奈

良県及

び明日

香村へ

の送付

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

当該協

力地方

公共団

体の教

育委員

会への

協議

関係行

政機関

の長及

び当該

計画の

案を提

出した都

道府県

知事へ

の送付

公告

関係市

町村の

意見聴

取

関係府

県知事

への送

付

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

144

ホームレスに関する問題

の実情に応じた施策を実

施するための計画

ホームレスの自立の支

援等に関する特別措置

法（平成14年法律第105

号）第９条第１項

都道府

県

145

ホームレスに関する問題

の実情に応じた施策を実

施するための計画

ホームレスの自立の支

援等に関する特別措置

法第９条第２項

ホーム

レスに関

する問

題の実

情に応じ

た施策

を実施

するた

めの計

画を策

定した都

道府県

の区域

内の市

町村（特

別区を

含む。）

146 都道府県健康増進計画

健康増進法（平成14年

法律第103号）第８条第

１項

都道府

県

生活習

慣病の

発生の

状況の

把握（努

力）

147 市町村健康増進計画 健康増進法第８条第２項 市町村

生活習

慣病の

発生の

状況の

把握（努

力）

148
南海トラフ地震防災対策

推進基本計画

南海トラフ地震に係る地

震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成14

年法律第92号）第４条第

１項

中央防

災会議

南海トラ

フ地震

に係る

地震防

災対策

を相互

に連携

協力して

推進す

るため

に必要

な協議

を行うた

めの協

議会を

組織す

ることが

できる

149
津波避難対策緊急事業

計画

南海トラフ地震に係る地

震防災対策の推進に関

する特別措置法第12条

第１項

関係市

町村長

内閣総

理大臣

への協

議（都道

府県知

事の意

見を添

えて提

出）（軽

微な変

更の場

合は、届

出）（内

閣総理

大臣が

同意をし

ようとす

るとき

は、関係

行政機

関の長

との協

議）

内閣総

理大臣

の同意

（内閣府

令で定

める軽

微な変

更の場

合を除

く。）

計画に

関係市

町村以

外の者

が実施

する事

業に係

る事項

を記載し

ようとす

るとき

は、当該

事項に

ついて、

その者

の同意

150

都道府県知事が行う鳥

獣保護管理事業の実施

に関する計画（「鳥獣保

護管理事業計画」）

鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関

する法律 （平成14年法

律第88号）第４条第１項

都道府

県知事

151

第一種特定鳥獣の保護

に関する計画（「第一種

特定鳥獣保護計画」）

鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関

する法律第７条第１項

都道府

県知事

対象区

域内に

環境大

臣が指

定する

鳥獣保

護区が

あるとき

は、環境

大臣へ

の協議

関係地

方公共

団体と

の協議

152

第二種特定鳥獣の管理

に関する計画（「第二種

特定鳥獣管理計画」）

鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関

する法律第７条の２第１

項

都道府

県知事

対象区

域内に

環境大

臣が指

定する

鳥獣保

護区が

あるとき

は、環境

大臣へ

の協議

関係地

方公共

団体と

の協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

地域住

民及び

ホーム

レスの

自立の

支援等

を行う民

間団体

の意見

聴取（努

力）

関係市

町村へ

の送付

地域住

民及び

ホーム

レスの

自立の

支援等

を行う民

間団体

の意見

聴取（努

力）

主務大

臣への

実施計

画書の

写しの

送付（都

道府県

知事を

経由）

農林水

産大臣、

経済産

業大臣、

厚生労

働大臣

及び国

土交通

大臣並

びに関

係市町

村への

実施計

画書の

写しの

送付

関係行

政機関

の長及

び関係

地方公

共団体

への送

付

農林水

産大臣

への農

業振興

地域整

備計画

書の写

しの送

付（都道

府県知

事を経

由）

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

都府県

知事の

意見聴

取（内閣

府令で

定める

軽微な

変更の

場合を

除く。）

農林水

産大臣

及び関

係市町

村長へ

の当該

農業振

興地域

整備計

画書の

写しの

送付

自然環

境保全

法第51

条の規

定により

置かれ

る審議

会その

他の合

議制の

機関の

意見聴

取

市町村

にあって

は都道

府県知

事への、

都道府

県にあっ

ては関

係市町

村長へ

の関係

図書の

写しの

送付

環境大

臣への

報告

公表（努

力）

利害関

係人の

意見聴

取

自然環

境保全

法の規

定により

置かれ

る審議

会その

他の合

議制の

機関の

意見聴

取

関係都

道府県

知事及

び関係

市町村

長への

関係図

書の写

しの送

付

環境大

臣への

報告

公表（努

力）

利害関

係人の

意見聴

取

自然環

境保全

法の規

定により

置かれ

る審議

会その

他の合

議制の

機関の

意見聴

取

環境大

臣への

報告

公表（努

力）

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

153

希少鳥獣の保護に関す

る計画（「希少鳥獣保護

計画」）

鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関

する法律第７条の３第１

項

環境大

臣

関係地

方公共

団体と

の協議

154

特定希少鳥獣の管理に

関する計画（「特定希少

鳥獣管理計画」）

鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関

する法律第７条の４第１

項

環境大

臣

関係地

方公共

団体と

の協議

155

指定管理鳥獣捕獲等事

業に関する実施計画

（「実施計画」）

鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関

する法律第14条の２第１

項

都道府

県知事

区域内

に環境

大臣が

指定す

る鳥獣

保護区

があると

きは、環

境大臣

への協

議

関係地

方公共

団体と

の協議

156

エネルギーの需給に関

する基本的な計画（「エ

ネルギー基本計画」）

エネルギー政策基本法

（平成14年法律第71号）

第12条第1項

政府

経済産

業大臣

による

案の作

成

157

牛海綿状脳症の発生が

確認された場合又はその

疑いがあると認められた

場合において国及び都

道府県が講ずべき措置

に関する基本計画（「基

本計画」）

牛海綿状脳症対策特別

措置法（平成14年法律

第70号）第４条第１項

農林水

産大臣

及び厚

生労働

大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

158

都市の国際競争力の強

化を図るために必要な都

市開発事業及びその施

行に関連して必要となる

公共公益施設の整備等

に関する計画（「整備計

画」）

都市再生特別措置法（平

成14年法律第22号）第

19条の２第１項

特定都

市再生

緊急整

備地域

が指定

されてい

る都市

再生緊

急整備

地域に

係る都

市再生

緊急整

備協議

会

一定事

項につ

いては、

都市計

画決定

権者、許

可の権

限を有

する公

共下水

道管理

者への

協議

都市再

生緊急

整備地

域にお

ける緊

急かつ

重点的

な市街

地の整

備に関し

必要な

協議等

を行うた

めの「都

市再生

緊急整

備協議

会」を組

織する

ことがで

きる

○国の

関係行

政機関

等の長

及び事

業の実

施主体

として記

載された

者の全

員の合

意

○一定

事項を

記載しよ

うとする

ときは、

都市計

画決定

権者又

は許可

の権限

を有す

る公共

下水道

管理者

の同意

159

都市再生安全確保施設

の整備等に関する計画

（「都市再生安全確保計

画」）

都市再生特別措置法第

19条の13第１項

都市再

生緊急

整備協

議会

「都市再

生緊急

整備協

議会」を

組織す

ることが

できる

国の関

係行政

機関等

の長及

び事業

の実施

主体とし

て記載さ

れた者

の全員

の合意

160 都市再生整備計画
都市再生特別措置法第

46条第１項
市町村

都市再

生推進

法人に

よる都

市再生

整備計

画の作

成等の

提案

作成又

は変更

をする

必要が

あると認

めるとき

は、その

案を作

成し、作

成又は

変更を

する必

要がな

いと判断

したとき

は、その

旨及び

その理

由を通

知

一定事

項につ

いては、

都道府

県知事、

都道府

県への

協議

一定事

項につ

いては、

道路管

理者及

び都道

府県公

安委員

会への

協議

都市再

生整備

計画等

に関し必

要な協

議を行う

ための

「市町村

都市再

生協議

会」を組

織する

ことがで

きる

一定事

項につ

いては、

都道府

県知事

及び都

道府県

の同意

○一定

事項に

ついて

は、道路

管理者

及び都

道府県

公安委

員会の

同意

○特定

非営利

活動法

人等が

実施す

る事業

等に係

る事項

について

は、その

同意

161

住宅及び都市機能増進

施設）の立地の適正化を

図るための計画（「立地

適正化計画」）

都市再生特別措置法第

81条第１項
市町村

一定事

項につ

いては、

都道府

県公安

委員会、

駐車場

法の規

定に基

づき条

例を定

めてい

る都道

府県の

知事へ

の協議

都市再

生整備

計画等

に関し必

要な協

議を行う

ための

「市町村

都市再

生協議

会」を組

織する

ことがで

きる

当該市

町村以

外の者

が実施

する事

業等に

係る事

項につ

いては、

その者

の同意

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

利害関

係人の

意見聴

取

中央環

境審議

会の意

見聴取

関係行

政機関

の長及

び関係

地方公

共団体

への送

付

公表

利害関

係人の

意見聴

取

中央環

境審議

会の意

見聴取

関係行

政機関

の長及

び関係

地方公

共団体

への送

付

公表

利害関

係人の

意見聴

取

関係行

政機関

の長及

び関係

地方公

共団体

への送

付

環境大

臣への

報告

公表（努

力）

関係行

政機関

の長の

意見聴

取

総合資

源エネ

ルギー

調査会

の意見

聴取

経済産

業大臣

の求め

による

閣議の

決定

同意をし

た国土

交通大

臣によ

る関係

行政機

関の長

への送

付

国会報

告
公表

同意をし

た国土

交通大

臣によ

る関係

行政機

関の長

への送

付

公表

関係行

政機関

の長及

び関係

地方公

共団体

への送

付

公表

国の関

係行政

機関の

長への

送付

公表

○都道

府県へ

の計画

の写し

の送付

○交付

金を充

てる場

合には、

国土交

通大臣

への提

出

○公表

○都市

再生整

備計画

に市町

村決定

計画及

び計画

決定期

限を記

載したと

きは、国

土交通

省令で

定めると

ころによ

るこれら

の事項

の公告

公聴会

の開催

その他

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

市町村

都市計

画審議

会（当該

市町村

に市町

村都市

計画審

議会が

置かれ

ていない

ときは、

都道府

県都市

計画審

議会）の

意見聴

取

関係行

政機関

の長及

び関係

地方公

共団体

への送

付

公表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

162 沖縄振興計画

沖縄振興特別措置法（平

成14年法律第14号）第４

条第１項

沖縄県

知事

163

国内外からの観光旅客

の来訪の促進に資する

高い国際競争力を有す

る観光地の形成を図るた

めの計画（「観光地形成

促進計画」）

沖縄振興特別措置法第

６条第１項

沖縄県

知事

164
沖縄特例通訳案内士育

成等事業計画

沖縄振興特別措置法第

12条第１項

沖縄県

知事

165

情報通信産業の振興を

図るための計画（「情報

通信産業振興計画」）

沖縄振興特別措置法第

28条第１項

沖縄県

知事

166

産業高度化及び事業革

新を促進するための計

画（「産業高度化・事業

革新促進計画」）

沖縄振興特別措置法第

35条第１項

沖縄県

知事

167

国際物流拠点産業の集

積を図るための計画

（「国際物流拠点産業集

積計画」）

沖縄振興特別措置法第

41条第１項

沖縄県

知事

168

経済金融活性化特別地

区における経済金融の

活性化を図るための計

画（「経済金融活性化計

画」）

沖縄振興特別措置法第

55条の２第１項

沖縄県

知事

169
沖縄振興交付金事業計

画

沖縄振興特別措置法第

105条の２第１項

沖縄県

知事

沖縄の

市町村

等が実

施する

事業等

に係る

事項に

ついて

は、当該

市町村

等の同

意

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

○内閣

総理大

臣への

提出

○国土

交通大

臣によ

る、施行

地区等

及び設

計の概

要を表

示する

図書の

関係都

道府県

知事及

び関係

市町村

長への

送付

公表（努

力）

○計画

の提出

を受けた

内閣総

理大臣

による、

その内

容の関

係行政

機関の

長への

通知

○通知

を受けた

関係行

政機関

の長に

よる当

該計画

について

内閣総

理大臣

への意

見の申

出

内閣総

理大臣

は、基本

方針に

適合して

いないと

認めると

きは、沖

縄県知

事に対

し、変更

すべきこ

とを求め

ることが

できる

（当該措

置をとる

必要が

ないと認

めるとき

は、その

旨の沖

縄県知

事への

通知）

関係市

町村長

の意見

聴取

○主務

大臣へ

の提出

○都道

府県知

事（一定

の場合

には、都

道府県

知事及

び農林

水産大

臣）及び

関係森

林管理

局長へ

の当該

市町村

森林整

備計画

書の写

しの送

付

公表（努

力）

計画の

提出を

受けた

主務大

臣によ

る、その

内容の

関係行

政機関

の長へ

の通知

主務大

臣は、基

本方針

に適合し

ていない

と認める

ときは、

沖縄県

知事に

対し、変

更すべ

きことを

求める

ことがで

きる

内閣総

理大臣

の認定

認定をし

ようとす

るとき

は、国土

交通大

臣の同

意

都道府

県への

市町村

整備計

画の写

しの送

付（厚生

労働大

臣に提

出する

場合を

除く。）

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

関係市

町村長

の意見

聴取

主務大

臣への

提出

公表（努

力）

計画の

提出を

受けた

主務大

臣によ

る、その

内容の

関係行

政機関

の長へ

の通知

主務大

臣は、基

本方針

に適合し

ていない

と認める

ときは、

沖縄県

知事に

対し、こ

れを変

更すべ

きことを

求める

ことがで

きる

関係市

町村長

の意見

聴取

主務大

臣への

提出

公表（努

力）

計画の

提出を

受けた

主務大

臣によ

る、その

内容の

関係行

政機関

の長へ

の通知

主務大

臣は、基

本方針

に適合し

ていない

と認める

ときは、

沖縄県

知事に

対し、こ

れを変

更すべ

きことを

求める

ことがで

きる

関係市

町村長

の意見

聴取

主務大

臣への

提出

公表（努

力）

計画の

提出を

受けた

主務大

臣によ

る、その

内容の

関係行

政機関

の長へ

の通知

主務大

臣は、基

本方針

に適合し

ていない

と認める

ときは、

沖縄県

知事に

対し、変

更すべ

きことを

求める

ことがで

きる

関係市

町村長

の意見

聴取

内閣総

理大臣

の認定

認定をし

ようとす

るとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議

内閣総

理大臣

による

認定をし

た旨の

公示

関係市

町村長

その他

の者の

意見聴

取（努

力）

交付金

を充てる

場合に

は、内閣

総理大

臣への

提出

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

170

子どもの読書活動の推

進に関する基本的な計

画（「子ども読書活動推

進基本計画」）

子どもの読書活動の推

進に関する法律（平成13

年法律第154号）第８条

第１項

政府

171

都道府県における子ども

の読書活動の推進に関

する施策についての計画

（「都道府県子ども読書

活動推進計画」）

子どもの読書活動の推

進に関する法律第９条第

１項

都道府

県

172

市町村における子どもの

読書活動の推進に関す

る施策についての計画

（「市町村子ども読書活

動推進計画」）

子どもの読書活動の推

進に関する法律第９条第

２項

市町村

173

政府が司法制度改革に

関し講ずべき措置につい

て必要な計画（「司法制

度改革推進計画」）

司法制度改革推進法（平

成13年法律第119号）第

７条第１項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

174 水産基本計画

水産基本法（平成13年

法律第89号）第11条第１

項

政府

175
政策評価に関する基本

計画（「基本計画」）

行政機関が行う政策の

評価に関する法律（平成

13年法律第86号）第６条

第１項

行政機

関の長

176
事後評価の実施に関す

る計画（「実施計画」）

行政機関が行う政策の

評価に関する法律第７条

第１項

行政機

関の長

177
政策の評価に関する計

画

行政機関が行う政策の

評価に関する法律第13

条第１項

総務大

臣

178

ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の確実かつ適正な処

理を総合的かつ計画的

に推進するための基本

的な計画（「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処理基本

計画」）

ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進

に関する特別措置法（平

成13年法律第65号）第６

条第１項

環境大

臣

179

区域（都道府県にあって

は、当該都道府県の区

域内にある当該政令で

定める市の区域を除く。）

内におけるポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の確実か

つ適正な処理に関する

計画（「ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物処理計画」）

ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進

に関する特別措置法第７

条第１項

都道府

県又は

政令で

定める

市

180

都道府県における配偶

者からの暴力の防止及

び被害者の保護のため

の施策の実施に関する

基本的な計画（「都道府

県基本計画」）

配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等

に関する法律（平成13年

法律第31号）第２条の３

第１項

都道府

県

181

市町村における配偶者

からの暴力の防止及び

被害者の保護のための

施策の実施に関する基

本的な計画（「市町村基

本計画」）

配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等

に関する法律第２条の３

第３項

市町村

182

都道府県の区域内にお

ける高齢者の居住の安

定の確保に関する計画

（「高齢者居住安定確保

計画」）

高齢者の居住の安定確

保に関する法律（平成13

年法律第26号）第４条第

１項

都道府

県

当該都

道府県

の区域

内の市

町村（特

別区を

含む。）

への協

議

地方住

宅供給

公社に

よる住

宅の加

齢対応

改良事

業の実

施に関

する事

項につ

いては、

当該公

社の同

意

183

原子力発電施設等立地

地域の振興に関する計

画（「振興計画」）

原子力発電施設等立地

地域の振興に関する特

別措置法（平成12年法

律第148号）第４条第３

項

内閣総

理大臣

都道府

県知事

による

案の作

成

184
人権教育及び人権啓発

に関する基本的な計画

人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律（平

成12年法律第147号）第

７条

国

185

特定放射性廃棄物の最

終処分に関する計画

（「最終処分計画」）

特定放射性廃棄物の最

終処分に関する法律（平

成12年法律第117号）第

４条第１項

経済産

業大臣

186

循環型社会の形成に関

する基本的な計画（「循

環型社会形成推進基本

計画」）

循環型社会形成推進基

本法（平成12年法律第

110号）第15条第１項

政府

環境大

臣によ

る案の

作成

資源の

有効な

利用の

確保に

係る事

務を所

掌する

大臣と

の協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

国会報

告
公表

公表

公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

水産政

策審議

会の意

見聴取

国会報

告
公表

総務大

臣への

通知

公表

総務大

臣への

通知

公表

公表

公表

公表（努

力）

公表

公表

地域に

おける

多様な

需要に

応じた公

的賃貸

住宅等

の整備

等に関

する特

別措置

法の規

定により

地域住

宅協議

会を組

織してい

る都道

府県に

あって

は、その

意見聴

取

インター

ネットの

利用そ

の他の

国土交

通省令・

厚生労

働省令

で定め

る方法

による

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

公表（努

力）

関係市

町村長

の意見

聴取

計画に

基づく事

業を行う

こととな

る者（国

を除く。）

の意見

聴取

原子力

立地会

議の審

議

当該振

興計画

の案を

提出した

都道府

県知事

への通

知

計画に

概要調

査地区

等の所

在地を

定めよう

とすると

きは、当

該所在

地を管

轄する

都道府

県知事

及び市

町村長

の意見

聴取

都道府

県知事

及び市

町村長

の意見

の十分

な尊重

原子力

委員会

（安全の

確保の

ための

規制に

関する

一定事

項にあっ

ては、原

子力規

制委員

会）の意

見聴取

閣議の

決定を

経る

○中央

環境審

議会に

よる環

境大臣

に対す

る意見

陳述

○中央

環境審

議会の

意見聴

取

環境大

臣の求

めによ

る閣議

の決定

国会報

告
公表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

187
過疎地域自立促進市町

村計画（「市町村計画」）

過疎地域自立促進特別

措置法（平成12年法律

第15号）第６条第１項

過疎地

域の市

町村

一定事

項につ

いては、

都道府

県への

協議

188

過疎地域自立促進都道

府県計画（「都道府県計

画」）

過疎地域自立促進特別

措置法第７条第１項

都道府

県

189

都道府県における家畜

排せつ物の利用の促進

を図るための計画（「都

道府県計画」）

家畜排せつ物の管理の

適正化及び利用の促進

に関する法律（平成11年

法律第112号）第８条第

１項

都道府

県

190
食料・農業・農村基本計

画

食料・農業・農村基本法

（平成11年法律第106

号）第15条第１項

政府

191 総量削減計画

ダイオキシン類対策特別

措置法（平成11年法律

第105号）第10条第１項

都道府

県知事

一定部

分につ

いて、環

境大臣

への協

議

192
ダイオキシン類土壌汚染

対策計画（「対策計画」）

ダイオキシン類対策特別

措置法第31条第１項

都道府

県知事

環境大

臣への

協議

環境大

臣の同

意（同意

をしよう

とすると

きは、関

係行政

機関の

長との

協議）

193

我が国における事業活

動に伴い排出されるダイ

オキシン類の量を削減す

るための計画

ダイオキシン類対策特別

措置法第33条第１項

環境大

臣

194

男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本

的な計画（「男女共同参

画基本計画」）

男女共同参画社会基本

法（平成11年法律第78

号）第13条第１項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

195

都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の

形成の促進に関する施

策についての基本的な計

画（「都道府県男女共同

参画計画」）

男女共同参画社会基本

法第14条第１項

都道府

県

196

市町村の区域における

男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策

についての基本的な計画

（「市町村男女共同参画

計画」）

男女共同参画社会基本

法第14条第３項
市町村

197
対応措置に関する基本

計画（「基本計画」）

周辺事態に際して我が国

の平和及び安全を確保

するための措置に関す

る法律 （平成11年法律

第60号）第４条第１項

（政府）

内閣総

理大臣

による

案の作

成

198

ものづくり基盤技術の振

興に関する基本的な計

画（「ものづくり基盤技術

基本計画」）

ものづくり基盤技術振興

基本法（平成11年法律

第２号）第９条第１項

政府

199

地球温暖化対策に関す

る計画（「地球温暖化対

策計画」）

地球温暖化対策の推進

に関する法律（平成10年

法律第117号）第８条第

１項

政府

地球温

暖化対

策推進

本部に

よる案

の作成

200

室効果ガスの排出の量

の削減並びに吸収作用

の保全及び強化のため

の措置に関する計画

（「政府実行計画」）

地球温暖化対策の推進

に関する法律第20条の

２第１項

政府

環境大

臣によ

る案の

作成

関係行

政機関

の長と

の協議

201

温室効果ガスの排出の

量の削減並びに吸収作

用の保全及び強化のた

めの措置に関する計画

（「地方公共団体実行計

画」）

地球温暖化対策の推進

に関する法律第20条の

３第１項

都道府

県及び

市町村

「地方公

共団体

実行計

画協議

会」を組

織する

ことがで

きる

202

感染症の予防のための

施策の実施に関する計

画（「予防計画」）

感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律（平成10年

法律第114号）第10条第

１項

都道府

県

各保健

所への

感染症

の診査

に関す

る協議

会の設

置

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

総務大

臣、農林

水産大

臣及び

国土交

通大臣

への提

出

総務大

臣、農林

水産大

臣及び

国土交

通大臣

による、

計画内

容の関

係行政

機関の

長への

通知

関係行

政機関

の長は、

意見を

総務大

臣、農林

水産大

臣及び

国土交

通大臣

に申し出

ることが

できる

総務大

臣、農林

水産大

臣及び

国土交

通大臣

への提

出

総務大

臣、農林

水産大

臣及び

国土交

通大臣

による、

計画内

容の関

係行政

機関の

長への

通知

関係行

政機関

の長は、

意見を

総務大

臣、農林

水産大

臣及び

国土交

通大臣

に申し出

ることが

できる

農林水

産大臣

への報

告

公表

食料・農

業・農村

政策審

議会の

意見聴

取

国会報

告
公表

関係市

町村長

の意見

聴取

公聴会

の開催

その他

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

環境基

本法の

規定に

より置か

れる審

議会そ

の他の

合議制

の機関

の意見

聴取

記載事

項の公

表（努

力）

関係市

町村長

の意見

聴取

公聴会

の開催

その他

の対策

地域の

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

関係市

町村長

への通

知

計画の

概要の

公告

公害対

策会議

の議を

経る

公表

男女共

同参画

会議の

意見聴

取

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

公表

公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

計画に

定めら

れた対

応措置

の実施

について

は、国会

の事前

承認（緊

急の必

要があ

る場合

には、承

認を得

ないで

実施す

ることが

できる）

国会報

告

計画の

概要の

公表

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

環境大

臣の求

めによ

る閣議

の決定

公表

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

公表

市町村

の意見

聴取

診療に

関する

学識経

験者の

団体の

意見聴

取

厚生労

働大臣

への提

出

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

203

中心市街地の活性化に

関する施策を総合的か

つ一体的に推進するた

めの基本的な計画（「基

本計画」）

中心市街地の活性化に

関する法律（平成10年法

律第92号）第９条第１項

市町村

認定市

町村に

よる、中

心市街

地活性

化本部

に対す

る、認定

計画の

実施を

通じて得

られた

知見に

基づく、

政府の

中心市

街地の

活性化

に関す

る施策

の改善

について

の提案

中心市

街地活

性化本

部は、認

定市町

村から

の提案

について

検討を

加え、そ

の結果

を当該

認定市

町村に

通知す

るととも

に、イン

ターネッ

トの利用

その他

適切な

方法に

より公表

「中心市

街地活

性化協

議会」を

組織す

ることが

できる

○地方

住宅供

給公社

による

一定の

業務の

実施に

関する

事項を

定めよう

とすると

きは、そ

の同意

○一定

事項に

ついて

は、道路

法によ

る占用

許可の

権限を

有する

道路管

理者及

び都道

府県公

安委員

会の同

意

204

国の試験研究機関、特

別の法律により特別の設

立行為をもって設立され

た法人（以下「特殊法人」

という。）等であって研究

開発を目的とするもの及

び特殊法人等に属する

研究所等の統合又は廃

止に関する計画

財政構造改革の推進に

関する特別措置法（平成

９年法律第109号）第27

条

政府

205

市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の

円滑な実施に関する計

画（「市町村介護保険事

業計画」）

介護保険法（平成９年法

律第123号）第117条第１

項

市町村

○要介

護者等

の人数

その他

の事情

を勘案

○被保

険者の

心身の

状況そ

の他の

事情を

正確に

把握した

上で、こ

れらの

事情を

勘案して

の計画

の作成

（努力）

206

介護保険事業に係る保

険給付の円滑な実施の

支援に関する計画（「都

道府県介護保険事業支

援計画」）

介護保険法第118条第１

項

都道府

県

207

都道府県内の外客来訪

促進地域への外国人観

光旅客の来訪の促進に

関する計画（「外客来訪

促進計画」）

外国人観光旅客の旅行

の容易化等の促進によ

る国際観光の振興に関

する法律（平成９年法律

第91号）第４条第１項

都道府

県

関係市

町村へ

の協議

（観光庁

長官の

同意を

得ようと

する前）

観光庁

長官の

同意

208

関係都道府県におけるア

イヌ文化の振興等を図る

ための施策に関する基

本計画（「基本計画」）

アイヌ文化の振興並びに

アイヌの伝統等に関する

知識の普及及び啓発に

関する法律（平成９年法

律第52号）第６条第１項

区域内

の社会

的条件

に照らし

てアイヌ

文化の

振興等

を図るた

めの施

策を総

合的に

実施す

ることが

相当で

あると認

められ

る政令

で定め

る都道

府県

209
防災街区整備権利移転

等促進計画

密集市街地における防

災街区の整備の促進に

関する法律（平成９年法

律第49号）第34条第１項

市町村

土地に

ついて

所有権

等を有

する者

等の全

員の合

意によ

る、一定

場合に

おける、

計画を

定める

べきこと

の要請

210
防災街区整備事業の事

業計画

密集市街地における防

災街区の整備の促進に

関する法律第179条第１

項

地方公

共団体

政令で

定めると

ころによ

る公衆

の縦覧

（２週

間）

施行地

区内に

ある公

共施設

の管理

者及び

当該防

災街区

整備事

業の施

行により

整備さ

れる公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者との

協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

中心市

街地活

性化協

議会が

組織さ

れてい

る場合

には、そ

の意見

聴取（組

織されて

いない

場合に

は、経済

活力の

向上の

ための

事業及

び措置

に関す

る事項

について

商工会

又は商

工会議

所の意

見聴取）

内閣総

理大臣

の認定

○認定

を行うに

際し必

要と認

めるとき

は、中心

市街地

活性化

本部に

対し、意

見を求

める

○認定

をしよう

とすると

きは、一

定の事

項につ

いて、関

係行政

機関の

長の同

意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内

において

速やか

に）

中心市

街地の

活性化

に係る

事業等

に関す

る規制

について

規定す

る法律

等の規

定の解

釈につ

いての

関係行

政機関

の長等

に対す

る事前

確認請

求及び

回答

○内閣

総理大

臣によ

る認定

をした旨

の当該

市町村

への通

知

○通知

を受けた

市町村

による、

都道府

県及び

意見を

聴いた

中心市

街地活

性化協

議会又

は商工

会若しく

は商工

会議所

への当

該認定

を受けた

計画の

写しの

送付

市町村

による、

認定を

受けた

計画の

内容の

公表

都道府

県の意

見聴取

被保険

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置

都道府

県知事

への提

出

厚生労

働大臣

への提

出

公表（努

力）

国土交

通大臣

及び文

部科学

大臣へ

の提出

公表

国土交

通省令

で定め

るところ

による

計画を

定めた

旨の公

告

土地等

について

権利を

有する

者等は、

縦覧期

間満了

の翌日

から起

算して２

週間を

経過す

る日ま

でに、意

見書を

提出す

ることが

できる

（都市計

画にお

いて定

められ

た事項

を除く。）

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るときは

事業計

画に必

要な修

正を加

え、採択

すべき

でないと

認めると

きはそ

の旨を

意見書

を提出し

た者に

通知

事業計

画にお

いて定

めた設

計の概

要につ

いては、

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣の、

市町村

にあって

は都道

府県知

事の認

可

国土交

通省令

で定め

るところ

による

防災街

区整備

事業の

名称、事

業施行

期間、施

行地区

等の公

告

計画策定過程 計画策定時

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

211 権利変換計画

密集市街地における防

災街区の整備の促進に

関する法律第204条第１

項

施行者

（地方公

共団体）

○縦覧

の開始

の日、場

所及び

時間の

公告並

びに行

地区内

の土地

等に関し

権利を

有する

者及び

参加組

合員又

は特定

事業参

加者へ

のこれら

の事項

の通知

○公衆

の縦覧

（２週

間）

212

海洋生物資源の保存及

び管理に関する基本計

画（「基本計画」）

海洋生物資源の保存及

び管理に関する法律（平

成８年法律第77号）第３

条第１項

農林水

産大臣

一定事

項につ

いては

特定海

洋生物

資源ごと

の動向

に関す

る事項

等を基

礎とし、

特定海

洋生物

資源に

係る漁

業の経

営その

他の事

情を勘

案

213

一定の漁獲可能量等に

関し実施すべき施策に関

する都道府県の計画

（「都道府県計画」）

海洋生物資源の保存及

び管理に関する法律第４

条第１項

都道府

県の知

事

214

都道府県における林業

労働力の確保の促進に

関する基本計画（「基本

計画」）

林業労働力の確保の促

進に関する法律（平成８

年法律第45号）第４条第

１項

都道府

県知事

215

科学技術の振興に関す

る基本的な計画（「科学

技術基本計画」）

科学技術基本法（平成７

年法律第130号）第９条

第１項

政府

216

都道府県の区域内の建

築物の耐震診断及び耐

震改修の促進を図るた

めの計画（「都道府県耐

震改修促進計画」）

建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７

年法律第123号）第５条

第１項

都道府

県

一定事

項につ

いて、独

立行政

法人都

市再生

機構又

は地方

住宅供

給公社

の同意

217

市町村の区域内の建築

物の耐震診断及び耐震

改修の促進を図るため

の計画（「市町村耐震改

修促進計画」）

建築物の耐震改修の促

進に関する法律第６条第

１項

市町村

218

分別基準適合物の再商

品化に関する計画（「再

商品化計画」）

容器包装に係る分別収

集及び再商品化の促進

等に関する法律（平成７

年法律第112号）第７条

第１項

環境大

臣、経済

産業大

臣、財務

大臣、厚

生労働

大臣及

び農林

水産大

臣

219

市町村の区域内の容器

包装廃棄物の分別収集

に関する計画（「市町村

分別収集計画」）

容器包装に係る分別収

集及び再商品化の促進

等に関する法律第８条第

１項

市町村

220

都道府県の区域内の容

器包装廃棄物の分別収

集の促進に関する計画

（「都道府県分別収集促

進計画」）

容器包装に係る分別収

集及び再商品化の促進

等に関する法律第９条第

１項

都道府

県

221
地震防災緊急事業五箇

年計画

地震防災対策特別措置

法（平成７年法律第111

号）第２条第１項

都道府

県知事

内閣総

理大臣

への協

議

内閣総

理大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

の意見

聴取）

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

施行地

区内の

土地又

は土地

に定着

する物

件に関し

権利を

有する

者及び

参加組

合員又

は特定

事業参

加者は、

縦覧期

間内に、

権利変

換計画

について

施行者

に意見

書を提

出する

ことがで

きる

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るときは

権利変

換計画

に必要

な修正

を加え、

採択す

べきでな

いと認め

るときは

その旨

を意見

書を提

出した者

に通知

計画を

定め、若

しくは変

更しよう

とすると

き（軽微

な変更

をしよう

とする場

合を除

く。）又

は出さ

れた意

見書の

採否を

決定す

るとき

は、審査

委員の

過半数

の同意

を得、又

は防災

街区整

備審査

会の議

決を経

る

都道府

県（防災

街区整

備事業

を施行

する場

合に限

る。）に

あっては

国土交

通大臣

の、市町

村（防災

街区整

備事業

を施行

する場

合に限

る。）に

あっては

都道府

県知事

の認可

一定事

項の関

係部分

につい

て、関係

する都

道府県

の知事

の意見

聴取

水産政

策審議

会の意

見聴取

一定事

項を定

めたとき

は、当該

関係部

分につ

いて関

係する

都道府

県の知

事への

通知

公表

関係海

区漁業

調整委

員会の

意見聴

取

農林水

産大臣

の承認

公表

一定部

分につ

いて、農

林水産

大臣及

び厚生

労働大

臣への

報告

公表

総合科

学技術・

イノベー

ション会

議の議

を経る

計画の

要旨の

公表

一定事

項につ

いて、建

築物の

所有者

等の意

見聴取

公表

公表

公表

都道府

県知事

への提

出

公表（努

力）

環境大

臣への

提出

公表（努

力）

関係市

町村長

の意見

聴取

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

222 返還実施計画

沖縄県における駐留軍

用地跡地の有効かつ適

切な利用の推進に関す

る特別措置法（平成７年

法律第102号）第８条第

１項

国

「駐留軍

用地跡

地利用

推進協

議会」を

組織す

ることが

できる

223 市町村総合整備計画

沖縄県における駐留軍

用地跡地の有効かつ適

切な利用の推進に関す

る特別措置法第20条第

１項

関係市

町村の

長

当該土

地の周

辺の地

域にお

ける土

地利用

の状況

に配慮

「駐留軍

用地跡

地利用

推進協

議会」を

組織す

ることが

できる

224 県総合整備計画

沖縄県における駐留軍

用地跡地の有効かつ適

切な利用の推進に関す

る特別措置法第21条第

１項

沖縄県

知事

「駐留軍

用地跡

地利用

推進協

議会」を

組織す

ることが

できる

225 電線共同溝整備計画

電線共同溝の整備等に

関する特別措置法（平成

７年法律第39号）第５条

第２項

道路管

理者

226

農村滞在型余暇活動に

資するための機能の整

備に関する計画（「市町

村計画」）

農山漁村滞在型余暇活

動のための基盤整備の

促進に関する法律（平成

６年法律第46号）第５条

第１項

市町村

227

指定地域において特定

水道利水障害を防止す

るため指定水域の水質

の保全に関し実施すべき

施策に関する計画（「水

質保全計画」）

特定水道利水障害の防

止のための水道水源水

域の水質の保全に関す

る特別措置法（平成６年

法律第９号）第５条第１

項

都道府

県知事

環境大

臣への

協議（一

定事項

について

は、報

告）（計

画の案

の公害

対策会

議への

報告及

び計画

の案に

ついて

の公害

対策会

議の議

を経て

決定した

方針に

基づく協

議）

指定地

域が２

以上の

都府県

の区域

にわた

る場合

にあって

は、関係

都府県

知事と

の協議

指定地

域内の

水道水

源水域

を管理

する河

川管理

者への

協議

環境大

臣の同

意

228

都道府県計画（対象水道

原水の水質の保全を図

るため、対象水道原水に

係る取水地点を対象とし

て、対象水道原水の水質

の汚濁に相当程度関係

があると認められる区域

における地域水道原水

水質保全事業の実施の

促進について定める計

画）

水道原水水質保全事業

の実施の促進に関する

法律（平成６年法律第８

号）第５条第１項

都道府

県

水道事

業者又

は都府

県によ

る要請

都道府

県は、一

定の事

業を定

めようと

するとき

は、関係

する下

水道管

理者に

対し、当

該事業

について

都道府

県計画

の案を

作成し、

当該都

道府県

に提出

するよう

求める

ことがで

きる

関係市

町村へ

の協議

当該計

画の対

象とする

取水地

点に係

る河川

管理者、

当該計

画に定

められ

る地域

水道原

水水質

保全事

業を実

施する

者への

協議

事業計

画が定

められ

たとき

は、計画

水道原

水水質

保全事

業を円

滑に推

進する

ために

必要な

協議を

行うため

の協議

会を組

織する

ことがで

きる

地域水

道原水

水質保

全事業

がその

区域内

において

実施さ

れる地

方公共

団体で

実施に

要する

費用の

全部又

は一部

を負担

するも

のの同

意（負担

予定額

に係る

部分に

限る。）

対象水

道事業

者の同

意

229

河川管理者事業計画（対

象水道原水の水質の保

全を図るため、対象水道

原水に係る取水地点を

対象として、対象水道原

水の水質の汚濁に相当

程度関係があると認めら

れる区域における河川水

道原水水質保全事業の

実施について定める計

画）

水道原水水質保全事業

の実施の促進に関する

法律第７条第１項

河川管

理者

事業計

画が定

められ

たとき

は、計画

水道原

水水質

保全事

業を円

滑に推

進する

ために

必要な

協議を

行うため

の協議

会を組

織する

ことがで

きる

負担予

定額に

係る部

分につ

いては、

対象水

道事業

者の同

意

230

環境の保全に関する基

本的な計画（「環境基本

計画」）

環境基本法（平成５年法

律第91号）第15条第１項
政府

環境大

臣によ

る案の

作成

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

沖縄県

知事及

び関係

市町村

の長の

意見聴

取（関係

市町村

の長が

意見を

申し出る

場合に

は、駐留

軍用地

の所有

者等の

意見聴

取）

○沖縄

県知事

及び駐

留軍用

地の所

有者等

による

意見書

の提出

（30日以

内）

○関係

市町村

の長に

よる意

見書の

提出（60

日以内）

沖縄県

知事及

び関係

市町村

の長へ

の通知

市町村

総合整

備計画

に係る

土地の

所有者

等の意

見聴取

沖縄県

知事へ

の報告

と沖縄

県知事

による

内閣総

理大臣

への報

告

公表（努

力）

関係市

町村の

長の意

見聴取

（意見を

述べよう

とすると

きは、計

画に係

る土地

の所有

者等の

意見聴

取）

関係市

町村の

長への

通知

内閣総

理大臣

への報

告

公表（努

力）

電線共

同溝の

占用予

定者の

意見聴

取

都道府

県知事

への報

告

公表

関係市

町村長

からの

意見聴

取

○計画

に定め

られる

一定事

業を実

施する

者（国を

除く。）

からの

意見聴

取

○一定

事項に

ついて、

指定水

域の水

を水道

原水とし

て利用

する水

道事業

者から

の意見

聴取

環境基

本法第

43条の

規定に

より置か

れる審

議会そ

の他の

合議制

の機関

の意見

聴取

公表（努

力）

関係都

府県の

意見聴

取

対象水

道原水

に係る

取水地

点の近

傍に存

在する

取水地

点を併

せて当

該計画

の対象

としよう

とする場

合には、

当該取

水地点

に係る

水道事

業者の

意見聴

取

案の提

出を受

けた都

道府県

による

当該案

の内容

の十分

な反映

（努力）

主務大

臣への

報告

公表

関係都

道府県

及び関

係市町

村の意

見聴取

○対象

水道事

業者の

意見聴

取

○対象

水道原

水に係

る取水

地点の

近傍に

存在す

る取水

地点を

併せて

計画の

対象とし

ようとす

る場合

には、当

該取水

地点に

係る水

道事業

者の意

見聴取

公表（努

力）

中央環

境審議

会の意

見聴取

環境大

臣の求

めによ

る閣議

の決定

公表

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

231

一定地域において実施

する公害の防止に関す

る施策に係る計画（「公

害防止計画」）

環境基本法第17条第１

項

都道府

県知事

232

特定農山村地域におけ

る農林業その他の事業

の活性化のための基盤

の整備に関する計画

（「基盤整備計画」）

特定農山村地域におけ

る農林業等の活性化の

ための基盤整備の促進

に関する法律（平成５年

法律第72号）第４条第１

項

その全

部又は

一部の

区域が

特定農

山村地

域であ

る市町

村

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事へ

の協議

農林地

所有権

移転等

促進事

業に係

るものに

ついて

は、都道

府県知

事の同

意

233 所有権移転等促進計画

特定農山村地域におけ

る農林業等の活性化の

ための基盤整備の促進

に関する法律第８条第１

項

基盤整

備計画

を作成し

た市町

村

一定の

場合に

は、都道

府県知

事の承

認（承認

をしよう

とすると

きは、都

道府県

農業会

議の意

見聴取）

土地ごと

に、所有

権の移

転等を

受ける

者並び

に当該

土地に

ついて

所有権

等によ

る権利

等を有

する者

のすべ

ての同

意

234

大阪湾臨海地域又は関

連整備地域の整備等に

関する計画（「整備計

画」）

大阪湾臨海地域開発整

備法（平成４年法律第

110号）第７条第１項

関係府

県知事

大阪湾

臨海地

域にお

いて一

定要件

に該当

する一

団の土

地を所

有する

者は、当

該土地

が開発

地区の

要件に

適合す

る旨の

申出を

行うこと

ができる

申出をし

た者に

対し、申

出に係

る土地

の全部

又は一

部を開

発地区

として定

めたとき

は、その

旨及等

を通知

（開発地

区として

定めな

いことと

したとき

は、その

旨を通

知）

国土交

通大臣

を通じた

主務大

臣への

協議

同意整

備計画

の実施

の促進

に関し必

要な協

議を行う

ための

促進協

議会の

組織

国土交

通大臣

を通じた

主務大

臣の同

意（同意

しようと

するとき

は、国土

交通大

臣を通じ

た関係

行政機

関の長

への協

議）

235

都道府県における活用

行事の実施による観光

及び特定地域商工業の

振興に関する基本計画

（「基本計画」）

地域伝統芸能等を活用し

た行事の実施による観

光及び特定地域商工業

の振興に関する法律（平

成４年法律第88号）第４

条第１項

都道府

県

関係市

町村へ

の協議

236 実施計画

国際連合平和維持活動

等に対する協力に関す

る法律（平成４年法律第

79号）第６条第１項

（政府）

外務大

臣は、内

閣総理

大臣に

対し、閣

議の決

定を求

めるよう

要請す

ることが

できる

国際平

和協力

本部に

よる案

の作成

237 基本計画

地方拠点都市地域の整

備及び産業業務施設の

再配置の促進に関する

法律（平成４年法律第76

号）第６条第１項

指定を

受けた

地方拠

点都市

地域を

区域と

するす

べての

市町村

又は関

係市町

村により

組織さ

れる協

議会等

都道府

県知事

への協

議

都道府

県知事

の同意

238 保護増殖事業計画

絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に

関する法律（平成４年法

律第75号）第45条第１項

環境大

臣及び

保護増

殖事業

を行おう

とする国

の行政

機関の

長

239
保護増殖事業の事業計

画

絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に

関する法律（平成４年法

律第75号）第46条第２項

地方公

共団体

240

窒素酸化物対策地域に

おける自動車排出窒素

酸化物の総量の削減に

関し実施すべき施策に関

する計画（「窒素酸化物

総量削減計画」）

自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物

質の特定地域における

総量の削減等に関する

特別措置法（平成４年法

律第70号）第７条第１項

都道府

県知事

環境大

臣への

協議

計画に

定めら

れるべ

き事項

について

調査審

議する

ための

協議会

の設置

241

粒子状物質対策地域に

おける自動車排出粒子

状物質の総量の削減に

関し実施すべき施策に関

する計画（「粒子状物質

総量削減計画」）

自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物

質の特定地域における

総量の削減等に関する

特別措置法第９条第１項

都道府

県知事

環境大

臣への

協議

計画に

定めら

れるべ

き事項

について

調査審

議する

ための

協議会

の設置

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

公表

農業委

員会の

決定を

経る

公告をし

ようとす

るとき

は、その

旨を都

道府県

知事に

通知（承

認を受

けた計

画につ

いて公

告を行う

場合を

除く。）

農林水

産省令・

国土交

通省令

で定め

るところ

による

所有権

移転等

促進計

画を定

めた旨

の公告

関係市

町村長

の意見

聴取

財団法

人大阪

湾ベイエ

リア開発

推進機

構その

他必要

と認める

学識経

験のあ

る者の

意見聴

取

公表（努

力）

主務大

臣への

報告

公表（努

力）

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

国会報

告

都道府

県知事

による

関係行

政機関

の長に

対する

同意を

行った

旨の通

知

公表（努

力）

中央環

境審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

官報で

の公示

及び計

画の一

般の閲

覧

環境大

臣の確

認

協議会

の意見

聴取

協議を

受けた

環境大

臣によ

る公害

対策審

議会の

意見聴

取

窒素酸

化物対

策地域

における

事業活

動等に

伴って

発生し、

大気中

に排出さ

れる窒

素酸化

物の総

量等の

公告

協議会

の意見

聴取

協議を

受けた

環境大

臣によ

る公害

対策審

議会の

意見聴

取

粒子状

物質対

策地域

における

事業活

動等に

伴って

発生し、

大気中

に排出さ

れる粒

子状物

質及び

原因物

質の総

量等の

公告

計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

242

介護労働者の雇用管理

の改善、能力の開発及

び向上等に関し重要な事

項を定めた計画（「介護

雇用管理改善等計画」）

介護労働者の雇用管理

の改善等に関する法律

（平成４年法律第63号）

第６条第１項

厚生労

働大臣

243

都道府県における獣医

療を提供する体制の整

備を図るための計画

（「都道府県計画」）

獣医療法（平成４年法律

第46号）第11条第１項

都道府

県

244 交換分合計画

市民農園整備促進法（平

成２年法律第44号）第５

条第２項

市町村

都道府

県知事

による

異議の

申出に

対する

決定（縦

覧期間

満了後

60日以

内）

認可の

申請を

相当と

認める

場合に

おける

申請の

旨の公

告及び

交換分

合計画

書の写

しの縦

覧（30日

間）並び

に交換

分合す

べき農

用地に

ついて

一定権

利を有

する者

（その農

用地の

ある市

町村の

区域内

に住所

を有す

る者を

除く。）に

対する

その旨

の通知

認可を

申請しよ

うとする

計画に

より交換

分合を

すべき

土地等

につい

て、所有

権、地上

権、永小

作権、質

権、賃借

権、使用

貸借に

よる権

利又は

その他

の使用

及び収

益を目

的とする

権利を

有する

者のす

べての

同意

245
土地利用に関する計画

（「土地利用計画」）

（平成元年法律第84号）

第11条第１項

国及び

地方公

共団体

自然的、

社会的、

経済的

及び文

化的諸

条件を

勘案

246

都道府県の地域におけ

る医療及び介護の総合

的な確保のための事業

の実施に関する計画

（「都道府県計画」）

地域における医療及び

介護の総合的な確保の

促進に関する法律（平成

元年法律第64号）第４条

第１項

都道府

県

247

市町村の地域における

医療及び介護の総合的

な確保のための事業の

実施に関する計画（「市

町村計画」）

地域における医療及び

介護の総合的な確保の

促進に関する法律第５条

第１項

市町村

（特別区

を含む）

248

著しい住宅地需要が存

する大都市地域におい

て、大都市の近郊と都心

の区域を連絡するものと

して新たに整備される大

規模な鉄道であって、当

該鉄道の整備により大量

の住宅地の供給が促進

されると認められるもの

の整備により大量の住宅

地の供給が促進されると

見込まれる当該鉄道の

周辺の市町村（特別区を

含む。）の区域における

宅地開発及び当該鉄道

の整備の一体的推進に

関する基本計画（「基本

計画」）

大都市地域における宅

地開発及び鉄道整備の

一体的推進に関する特

別措置法（平成元年法律

第61号）第４条第１項

都府県

総務大

臣及び

国土交

通大臣

への協

議

同意特

定地域

における

宅地開

発及び

特定鉄

道事業

を一体

的かつ

円滑に

推進す

るため

に必要

な協議

を行うた

めの協

議会の

組織

総務大

臣及び

国土交

通大臣

の同意

249

港湾労働者の雇用の安

定その他の港湾労働者

の福祉の増進に関する

計画（「港湾雇用安定等

計画」）

港湾労働法（昭和63年

法律第40号）第３条第１

項

厚生労

働大臣

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

労働政

策審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

公表

農林水

産大臣

への報

告

公表

一定権

利を有

する者

は、交換

分合計

画に対し

て異議

があると

きは、縦

覧期間

満了の

日の翌

日から

起算して

15日以

内に都

道府県

知事に

これを申

し出るこ

とができ

る

○都道

府県知

事が農

業委員

会の同

意を得

ずに認

可をしよ

うとする

ときにお

ける関

係農業

委員会

の意見

聴取

○都道

府県知

事が異

議につ

いて決

定をす

る場合

における

都道府

県農業

会議の

意見聴

取

都道府

県知事

の認可

（異議の

申出が

ないと

き、又は

異議の

申出が

あつた

場合に

おいてそ

のすべ

てについ

て決定

があつ

たときで

なけれ

ば、認可

をするこ

とができ

ない）

認可申

請への

関係農

業委員

会の同

意書の

添附（同

意を求

めた日

から30

日以内

にその

同意が

得られ

ない場

合には、

その事

由を記

載した書

面の添

附）

都道府

県知事

による

認可をし

た旨の

公告

住民そ

の他の

関係者

の意見

を反映さ

せるも

のとする

市町村

長、医療

又は介

護を受

ける立

場にあ

る者、医

療保険

者、医療

機関、介

護サー

ビス事

業者、関

係団体、

学識経

験を有

する者

その他

の関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

厚生労

働大臣

への提

出

都道府

県知事、

医療又

は介護

を受ける

立場に

ある者、

医療保

険者、医

療機関、

介護

サービ

ス事業

者、関係

団体、学

識経験

を有す

る者そ

の他の

関係者

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

当該市

町村の

属する

都道府

県への

提出

関係市

町村の

意見聴

取

一定事

項につ

いては、

特定鉄

道に係

る鉄道

事業法

による

鉄道事

業を経

営しよう

とする者

等の意

見聴取

都府県

は、その

路線が

２以上

の都府

県の区

域にわ

たる特

定鉄道

に係る

基本計

画を作

成しよう

とすると

きは、一

定事項

について

互いに

調整

公告

必要が

あると認

めるとき

は、関係

都道府

県知事

その他

関係行

政機関

の意見

聴取

労働政

策審議

会の意

見聴取

公表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

250

関西文化学術研究都市

の建設に関する計画

（「建設計画」）

関西文化学術研究都市

建設促進法（昭和62年

法律第72号）第５条第１

項

関係府

県知事

国土交

通大臣

への協

議

国土交

通大臣

の同意

（同意し

ようとす

るとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

251
集落農業振興地域整備

計画

集落地域整備法（昭和

62年法律第63号）第７条

第１項

市町村

計画を

定めよう

とする旨

の公告

及び当

該計画

の案の

当該計

画を定

めようと

する理

由を記

載した書

面を添

えた縦

覧（公告

の日か

らおおむ

ね30日

間の期

間を定

める）

都道府

県知事

への協

議(市町

村は、異

議の申

出がな

いとき等

でなけ

れば、協

議の申

出をして

はならな

い)

国有地

を含め

て計画

区域を

定めよう

とすると

きは、そ

の国有

地を所

管する

各省各

庁の長

の承認

252 交換分合計画
集落地域整備法第11条

第２項
市町村

都道府

県知事

による

異議の

申出に

対する

決定（縦

覧期間

満了後

60日以

内）

認可の

申請を

相当と

認める

場合に

おける

申請の

旨の公

告及び

交換分

合計画

書の写

しの縦

覧（30日

間）並び

に交換

分合す

べき農

用地に

ついて

一定権

利を有

する者

（その市

町村の

区域内

に住所

を有す

る者を

除く。）に

対する

公告をし

た旨の

通知

認可を

申請しよ

うとする

計画に

より交換

分合を

すべき

土地等

につい

て、所有

権等に

よる権

利等を

有する

者のす

べての

同意

253

都道府県内の地域であ

つて雇用開発促進地域

に該当すると認められる

ものに係る地域雇用開

発の促進に関する計画

（「地域雇用開発計画」）

地域雇用開発促進法（昭

和62年法律第23号）第５

条第１項

都道府

県

厚生労

働大臣

への協

議

厚生労

働大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

254

当該区域に係る地域雇

用開発の促進に関する

計画（「地域雇用創造計

画」）

地域雇用開発促進法第

６条第１項

市町村

は単独

で又は

共同、都

道府県

は当該

都道府

県の区

域内の

市町村

と共同

厚生労

働大臣

への協

議

「地域雇

用創造

協議会

の設置

厚生労

働大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

255

事業等の引継ぎ並びに

権利及び義務の承継等

に関する基本計画（「基

本計画」）

日本国有鉄道改革法（昭

和61年法律第87号）第

19条第１項

運輸大

臣

256

半島振興対策実施地域

に係る半島振興に関す

る計画（「半島振興計

画」）

半島振興法（昭和60年

法律第63号）第３条第１

項

関係都

道府県

半島振

興対策

実施地

域をそ

の区域

に含む

市町村

による

関係都

道府県

に対す

る計画

の変更

をするこ

との提

案

提案に

基づき

計画を

変更す

るか否

かにつ

いての

通知（計

画を変

更しない

こととす

るとき

は、その

理由を

明示）

主務大

臣への

協議（計

画に係

る地域

が沖縄

県の区

域内に

あるもの

であると

きは、内

閣総理

大臣を

経由し

て、主務

大臣に

提出）

関係市

町村へ

の協議

主務大

臣の同

意（同意

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係市

町長の

意見聴

取

独立行

政法人

都市再

生機構

及び財

団法人

関西文

化学術

研究都

市推進

機構の

意見聴

取

公表（努

力）

住民は、

縦覧期

間満了

の日ま

でに、市

町村に

意見書

を提出

すること

ができ、

区域内

にある

土地に

関し権

利を有

する者

は、縦覧

期間満

了の日

の翌日

から起

算して

15日以

内に市

町村に

異議を

申し出る

ことがで

きる

市町村

は、異議

の申出

を受けた

ときは、

縦覧期

間満了

後60日

以内に

決定

計画を

定めた

旨の公

告（提出

された意

見書の

要旨及

び当該

意見書

の処理

の結果

を併せ

て公告）

及び当

該計画

書又は

その写し

の当該

市町村

の事務

所にお

ける縦

覧

一定権

利を有

する者

は、当該

交換分

合計画

に対して

異議が

あるとき

は、縦覧

期間満

了の日

の翌日

から起

算して

15日以

内に都

道府県

知事に

これを申

し出るこ

とができ

る

○都道

府県知

事が農

業委員

会の同

意を得

ずに認

可をしよ

うとする

ときにお

ける関

係農業

委員会

の意見

聴取

○都道

府県知

事が異

議につ

いて決

定をす

る場合

における

都道府

県農業

会議の

意見聴

取

都道府

県知事

の認可

（異議の

申出が

ないと

き、又は

異議の

申出が

あつた

場合に

おいてそ

のすべ

てについ

て決定

があつ

たときで

なけれ

ば、認可

をするこ

とができ

ない）

認可申

請への

関係農

業委員

会の同

意書の

添附（同

意を求

めた日

から30

日以内

にその

同意が

得られ

ない場

合には、

その事

由を記

載した書

面の添

附）

都道府

県知事

による

認可をし

た旨の

公告

関係市

町村長

の意見

聴取

厚生労

働大臣

が同意

をしよう

とすると

きは、対

象区域

を管轄

する都

道府県

労働局

に置か

れる政

令で定

める審

議会の

意見聴

取

公表

地域雇

用創造

協議会

の意見

聴取

厚生労

働大臣

が同意

をしよう

とすると

きは、対

象区域

を管轄

する都

道府県

労働局

に置か

れる政

令で定

める審

議会の

意見聴

取

公表

閣議の

決定を

経る

主務大

臣が計

画に同

意しよう

とすると

きは、国

土審議

会の意

見聴取

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

257

半島地域市町村の区域

の特性に応じた農林水産

業の振興、商工業の振

興、情報通信業の振興、

観光の振興その他の産

業の振興を促進するた

めの計画（「産業振興促

進計画」）

半島振興法第９条の２第

１項

半島地

域市町

村

改革に

記載しよ

うとする

一定事

業を実

施しよう

とする者

による

産業振

興促進

計画を

作成す

ることの

提案

提案に

基づき

計画を

作成す

るか否

かにつ

いて、当

該提案

をした者

に通知

（計画を

作成しな

いことと

するとき

は、その

理由を

明らか

にしなけ

ればな

らない）

計画に

一定事

業に関

する事

項を記

載しよう

とすると

きは、そ

の実施

主体とし

て定め

ようとす

る者の

同意

258

指定地域において当該

指定湖沼につき湖沼の

水質の保全に関し実施

すべき施策に関する計

画（「湖沼水質保全計

画」）

湖沼水質保全特別措置

法（昭和59年法律第61

号）第４条第１項

都道府

県知事

（指定地

域が２

以上の

都府県

の区域

にわた

る場合

にあって

は、関係

都府県

知事が

その協

議によっ

て定め

る）

環境大

臣への

協議

指定湖

沼を管

理する

河川管

理者へ

の協議

259

医療費適正化を推進す

るための計画（「全国医

療費適正化計画」）

高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法

律第80号）第８条第１項

厚生労

働大臣

一定事

項に関

する情

報につ

いて調

査及び

分析及

びその

結果の

公表

関係行

政機関

の長へ

の協議

260

都道府県における医療

費適正化を推進するた

めの計画（「都道府県医

療費適正化計画」）

高齢者の医療の確保に

関する法律第９条第１項

都道府

県

一定事

項に関

する情

報につ

いて調

査及び

分析及

びその

結果の

公表

関係市

町村へ

の協議

261

自転車等の駐車対策に

関する総合計画（「総合

計画」）

自転車の安全利用の促

進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関

する法律（昭和55年法律

第87号）第７条第１項

市町村

一定事

項につ

いては、

自転車

等駐車

場の設

置主体

となる者

（一定の

者を除

く。）、設

置協力

鉄道事

業者とな

る者との

協議

自転車

等の駐

車対策

に関す

る重要

事項を

調査審

議させる

ための

「自転車

等駐車

対策協

議会」を

置くこと

ができる

262 農用地利用集積計画

農業経営基盤強化促進

法（昭和55年法律第65

号）第18条第１項

基本構

想につ

いて都

道府県

知事の

同意を

得た市

町村

農業委

員会は、

利用権

設定等

促進事

業の実

施が必

要であ

ると認め

るとき

は、計画

を定め

るべきこ

とを同意

市町村

の長に

対し要

請

同意市

町村は、

農地利

用集積

円滑化

団体等

が農用

地利用

集積計

画を定

めるべ

きことを

申し出た

ときは、

その申

出の内

容を勘

案

土地に

ついて

所有権、

地上権、

永小作

権、質

権、賃借

権、使用

貸借に

よる権

利等を

有する

者の全

ての同

意

263

地震防災上緊急に整備

すべき施設等の整備に

関する計画（「地震対策

緊急整備事業計画」）

地震防災対策強化地域

における地震対策緊急

整備事業に係る国の財

政上の特別措置に関す

る法律（昭和55年法律第

63号）第２条第１項

関係都

道府県

知事

内閣総

理大臣

への協

議

内閣総

理大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

との協

議）

264
明日香村歴史的風土保

存計画

明日香村における歴史

的風土の保存及び生活

環境の整備等に関する

特別措置法（昭和55年

法律第60号）第２条第１

項

国土交

通大臣

奈良県

又は明

日香村

から意

見の申

出を受

けたとき

は、遅滞

なくこれ

に回答

関係行

政機関

の長へ

の協議

265

明日香村における生活

環境及び産業基盤の整

備等に関する計画

明日香村における歴史

的風土の保存及び生活

環境の整備等に関する

特別措置法第４条第２項

奈良県

知事

国土交

通大臣

への協

議

国土交

通大臣

の同意

（同意す

る場合

において

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

266

沿道整備道路における

道路交通騒音の減少に

関する計画（「道路交通

騒音減少計画」）

幹線道路の沿道の整備

に関する法律（昭和55年

法律第34号)第７条の２

第１項

沿道整

備道路

の道路

管理者

及び都

道府県

公安委

員会

「沿道整

備協議

会」を組

織する

ことがで

きる

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

主務大

臣の認

定

○一定

事項が

記載さ

れてい

る場合

に認定

をしよう

とすると

きは、関

係行政

機関の

長の同

意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内

において

速やか

に）

主務大

臣によ

る認定

をした旨

の公示

関係市

町村長

の意見

聴取

計画に

定めら

れる事

業を実

施する

者（国を

除く。）

の意見

聴取

必要が

あると認

めるとき

は、公聴

会の開

催等指

定地域

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

協議を

受けた

環境大

臣によ

る公害

対策会

議の意

見聴取

公表（努

力）

公表

厚生労

働大臣

への提

出

公表（努

力）

自転車

等駐車

対策協

議会の

意見聴

取

公表

農業委

員会の

決定（農

業委員

会の要

請に基

づき計

画を定

める場

合にお

いて、そ

の計画

の内容

が当該

要請の

内容と

一致す

るもので

あるとき

を除く。）

計画を

定めた

旨の公

告

関係市

町村長

の意見

聴取

奈良県

及び明

日香村

の意見

聴取

社会資

本整備

審議会

の意見

聴取

官報で

の公示

明日香

村の意

見聴取

国土交

通大臣

が同意

する場

合にお

いては、

社会資

本整備

審議会

の意見

聴取

都道府

県知事

への通

知

公表（努

力）

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

267
沿道整備権利移転等促

進計画

幹線道路の沿道の整備

に関する法律第10条の

２第１項

市町村

沿道地

区計画

の区域

内の土

地につ

いて所

有権等

を有す

る者等

は、関係

権利者

のすべ

ての同

意を得

たとき

は、計画

を定め

るべきこ

とを要請

すること

ができる

一定の

場合に

は、都道

府県知

事への

協議

一定の

場合に

は、都道

府県知

事の同

意

土地に

ついて

権利の

移転等

を受ける

者並び

に当該

土地等

につい

て、所有

権等に

よる権

利等を

有する

者のす

べての

同意

268 地震防災基本計画

大規模地震対策特別措

置法（昭和53年法律第

73号）第５条第１項

中央防

災会議

269
国際観光文化都市の整

備に関する事業計画

国際観光文化都市の整

備のための財政上の措

置等に関する法律（昭和

52年法律第71号）第３条

第１項

国際観

光文化

都市の

長

270

位置境界不明地域内の

各筆の土地の位置境界

の明確化のための措置

に関する計画

沖縄県の区域内におけ

る位置境界不明地域内

の各筆の土地の位置境

界の明確化等に関する

特別措置法（昭和52年

法律第40号）第３条第１

項

実施機

関の長

（駐留軍

用地等

以外の

土地に

ついて

は内閣

総理大

臣、駐留

軍用地

等につ

いては

防衛大

臣）

内閣総

理大臣

及び防

衛大臣

は、計画

の作成

及び達

成のた

めに必

要な事

項につ

いて協

議

271

建設労働者（船員職業安

定法に規定する船員を

除く。）の雇用の改善、能

力の開発及び向上並び

に福祉の増進に関する

重要事項並びに建設業

務有料職業紹介事業及

び建設業務労働者就業

機会確保事業の適正な

運営の確保に関する重

要事項を定めた計画

（「建設雇用改善計画」）

建設労働者の雇用の改

善等に関する法律（昭和

51年法律第33号）第３条

第１項

厚生労

働大臣

関係行

政機関

の長と

の協議

272
石油コンビナート等防災

計画（「防災計画」）

石油コンビナート等災害

防止法（昭和50年法律

第84号）第31条第１項

石油コ

ンビ

ナート等

防災本

部及び

その協

議会

災害の

発生の

おそれ

及び災

害によ

る影響

について

科学的

知見に

基づく調

査、予測

及び評

価

調査、予

測及び

評価の

結果に

関する

啓発活

動及び

広報活

動（努

力）

273
緑地等の設置に関する

計画

石油コンビナート等災害

防止法第33条第１項

地方公

共団体

の長

主務大

臣への

協議

274
住宅街区整備事業の事

業計画

大都市地域における住

宅及び住宅地の供給の

促進に関する特別措置

法（昭和50年法律第67

号）第52条第１項

都府県

又は市

町村

公衆の

縦覧（２

週間）

（あらか

じめ、そ

の事業

計画を

都府県

知事に

送付）

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

計画を

定めた

旨の公

告

指定行

政機関

の長、都

道府県

知事及

び指定

公共機

関への

通知

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

主務大

臣に提

出する

ことがで

きる

労働政

策審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

公表

主務大

臣への

提出

計画の

要旨の

公表

関係地

方公共

団体の

長（港務

局の委

員長を

含む。）

の意見

聴取

利害関

係者は、

縦覧期

間満了

の日の

翌日か

ら起算し

て２週間

を経過

する日

までに、

都府県

知事に

意見書

を提出

すること

ができる

（都市計

画にお

いて定

められ

た事項

を除く。）

都府県

都市計

画審議

会が意

見を採

択すべ

きである

と議決し

た場合

において

は、自ら

必要な

修正を

加え、又

は市町

村に対し

必要な

修正を

加える

べきこと

を求め、

意見を

採択す

べきでな

いと議決

した場合

において

は、その

旨を通

知

都府県

知事は、

意見書

の提出

があった

場合に

おいて

は、これ

を都府

県都市

計画審

議会に

付議

都府県

にあって

は国土

交通大

臣の、市

町村に

あっては

都府県

知事の

認可

認可をし

た国土

交通大

臣又は

都府県

知事に

よる、国

土交通

大臣に

あっては

関係市

町村長

への、都

府県知

事にあっ

ては国

土交通

大臣及

び関係

市町村

長への

一定図

書の写

しの送

付

事業計

画を定

めた都

道府県

知事又

は市町

村長に

よる施

行者の

名称、事

業施行

期間、施

行地区

等の公

告及び

市町村

長によ

る一定

図書の

当該市

町村の

事務所

における

公衆の

縦覧

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

275 換地計画

大都市地域における住

宅及び住宅地の供給の

促進に関する特別措置

法第72条第１項

都府県

又は市

町村

公衆の

縦覧（２

週間）

276

市町村の区域に係る下

水道の整備その他政令

で定める事由によりその

経営の基礎となる諸条件

に著しい変化を生ずるこ

ととなる一般廃棄物処理

業等について、その受け

る著しい影響を緩和し、

併せて経営の近代化及

び規模の適正化を図る

ための事業に関する計

画（「合理化事業計画」）

下水道の整備等に伴う

一般廃棄物処理業等の

合理化に関する特別措

置法（昭和50年法律第

31号）第３条第１項

市町村

277

地域内に居住する求職

者がその地域において職

業に就くことが困難であ

ると認める地域につい

て、求職者が他の地域に

おいて職業に就くことを促

進するための計画

雇用保険法（昭和49年

法律第116号）第25条第

１項

厚生労

働大臣

278

全国の区域について定

める国土の利用に関す

る計画（全国計画）

国土利用計画法（昭和

49年法律第92号）第５条

第１項

国

国土の

利用の

現況及

び将来

の見通

しに関す

る調査

国土交

通大臣

による

案の作

成（一部

は環境

大臣と

共同）

279

都道府県の区域につい

て定める国土の利用に

関する計画（都道府県計

画）

国土利用計画法第７条

第１項

都道府

県

280

市町村の区域について

定める国土の利用に関

する計画（市町村計画）

国土利用計画法第８条

第１項
市町村

281 土地利用基本計画
国土利用計画法第９条

第１項

都道府

県

国土交

通大臣

への協

議（協議

を受けた

国土交

通大臣

による

関係行

政機関

の長へ

の協議）

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

利害関

係者は、

縦覧に

供された

換地計

画につ

いて意

見があ

る場合

において

は、縦覧

期間内

に、施行

者に意

見書を

提出す

ることが

できる

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るときは

換地計

画に必

要な修

正を加

え、その

意見を

採択す

べきでな

いと認め

るときは

その旨

を通知

○縦覧

に供す

べき計

画を作

成しよう

とする場

合及び

意見書

の内容

を審査

する場

合にお

いては、

土地区

画整理

審議会

の意見

聴取

○意見

書が農

地又は

採草放

牧地に

係る等

の場合

は、管轄

する農

業委員

会の意

見聴取

市町村

の場合

は、都府

県知事

の認可

都道府

県知事

の承認

都道府

県知事

の意見

聴取

都道府

県知事

の意向

が計画

の案に

十分に

反映さ

れるよう

必要な

措置

国土審

議会の

意見聴

取

国土交

通大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

市町村

長の意

見聴取

市町村

長の意

向が都

道府県

計画に

十分に

反映さ

れるよう

必要な

措置

第38条

第１項

の審議

会その

他の合

議制の

機関の

意見聴

取

都道府

県計画

について

報告を

受けた

国土交

通大臣

による

当該計

画の関

係行政

機関の

長への

送付

国土交

通大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表（努

力）

計画の

送付を

受けた

関係行

政機関

の長は、

国土交

通大臣

に対し、

意見を

申し出る

ことがで

き、国土

交通大

臣は、関

係行政

機関の

長に協

議すると

ともに、

国土審

議会の

意見を

聴いて、

都道府

県に対

し、助言

又は勧

告をす

ることが

できる

公聴会

の開催

等住民

の意向

を十分

に反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

都道府

県知事

への報

告

計画の

要旨の

公表（努

力）

市町村

長の意

見聴取

市町村

長の意

向が土

地利用

基本計

画に十

分に反

映される

よう必要

な措置

第38条

第１項

の審議

会その

他の合

議制の

機関の

意見聴

取

計画の

要旨の

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

282

道路、港湾、漁港、都市

公園、水道その他政令で

定める公共用の施設の

整備に関する計画（公共

用施設整備計画）

発電用施設周辺地域整

備法（昭和49年法律第

78号）第４条第１項

都道府

県知事

主務大

臣への

協議

主務大

臣の同

意（同意

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

283

住民の生活の利便性の

向上及び産業の振興に

寄与する事業（公共用の

施設の整備を除く。）で政

令で定めるものに関する

計画（「利便性向上等事

業計画」）

発電用施設周辺地域整

備法第10条第１項

都道府

県知事

主務大

臣への

協議

主務大

臣の同

意（同意

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

284

水産動物の種苗の生産

及び放流並びに水産動

物の育成に関する基本

計画（「基本計画」）

沿岸漁場整備開発法（昭

和49年法律第49号）第７

条の２第１項

都道府

県

285 水源地域整備計画

水源地域対策特別措置

法（昭和48年法律第118

号）第４条第１項

国土交

通大臣

都道府

県知事

は、水源

地域の

指定の

公示が

あったと

きは計

画の案

を作成

し、所管

行政機

関の長

を通じて

国土交

通大臣

に提出

国土交

通大臣

は、提出

された案

に基づ

き、計画

を決定

計画の

案の提

出を受

けた国

土交通

大臣に

よる関

係行政

機関の

長への

協議

286

瀬戸内海の環境の保全

に関する基本となるべき

計画（「基本計画」）

瀬戸内海環境保全特別

措置法（昭和48年法律

第110号）第３条第１項

政府

287

瀬戸内海の環境の保全

に関する府県計画（「府

県計画」）

瀬戸内海環境保全特別

措置法第４条第１項

関係府

県知事

環境大

臣への

協議（協

議を受

けた環

境大臣

による

関係行

政機関

の長へ

の協議）

288

都道府県の区域におけ

る動物の愛護及び管理

に関する施策を推進する

ための計画（「動物愛護

管理推進計画」）

動物の愛護及び管理に

関する法律（昭和48年法

律第105号）第６条第１

項

都道府

県

動物愛

護推進

員の委

嘱の推

進、動物

愛護推

進員の

活動に

対する

支援等

に関し必

要な協

議を行う

ための

協議会

を組織

すること

ができる

289

市町村の緑地の保全及

び緑化の推進に関する

基本計画（「基本計画」）

都市緑地法（昭和48年

法律第72号）第４条第１

項

市町村

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事と

の協議

一定事

項事項

につい

て、都道

府県知

事の同

意

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

指定さ

れた発

電用施

設の設

置が予

定されて

いる地

点が属

する市

町村及

びこれ

に隣接

する市

町村の

長の意

見聴取

公共用

施設整

備計画

に基づく

事業を

行うこと

となる者

（国を除

く。）及

び発電

用施設

を設置

する者

の意見

聴取

都道府

県知事

は、発電

用施設

を設置

する者

に対し、

当該周

辺地域

における

発電用

施設関

連施設

の整備

に関す

る計画

の提出

を求め、

その計

画に関し

意見を

述べる

ことがで

きる

当該周

辺地域

に含ま

れる区

域を管

轄する

市町村

長の意

見聴取

利便性

向上等

事業計

画に基

づく事業

を行うこ

ととなる

者（国を

除く。）

及び発

電用施

設を設

置する

者の意

見聴取

都道府

県知事

は、発電

用施設

を設置

する者

に対し、

当該周

辺地域

における

発電用

施設関

連施設

の整備

に関す

る計画

の提出

を求め、

及びそ

の計画

に関し意

見を述

べること

ができる

海区漁

業調整

委員会

の意見

聴取

公表（努

力）

水源地

域整備

計画の

案を作

成しよう

とする都

道府県

知事に

よる関

係地方

公共団

体の長

の意見

聴取

計画の

案を作

成しよう

とする都

道府県

知事に

よる、計

画に基

づく事業

を実施

すること

となるべ

き者（国

を除く。）

等の意

見聴取

国土交

通省令

で定め

るところ

による

公示

関係府

県知事

の意見

聴取

中央環

境審議

会の意

見聴取

公表

公表（努

力）

関係市

町村の

意見聴

取

公表（努

力）

公聴会

の開催

等住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

都道府

県知事

への通

知

公表（努

力）

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

290

緑地保全地域内の緑地

の保全に関する計画

（「緑地保全計画」）

都市緑地法第６条第１項

都道府

県（市の

区域内

にあつて

は、当該

市）

291

住民等のすみやかな避

難のために必要な施設を

緊急に整備するための

計画（「避難施設緊急整

備計画」）

活動火山対策特別措置

法（昭和48年法律第61

号）第３条第１項

関係都

道府県

知事

内閣総

理大臣

への協

議

内閣総

理大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

との協

議）

292

避難施設緊急整備地域

又はその周辺の地域で

火山の爆発によつて生

ずる農作物の被害を防

除するために必要な施

設の整備等に関する計

画（「防災営農施設整備

計画」）

活動火山対策特別措置

法第８条第１項

都道府

県知事

293

避難施設緊急整備地域

又はその周辺の地域で

火山の爆発によつて生

ずる林産物の被害を防

除するために必要な施

設の整備等に関する計

画（「防災林業経営施設

整備計画」）

活動火山対策特別措置

法第８条第２項

都道府

県知事

294

避難施設緊急整備地域

又はその周辺の地域で

火山の爆発によつて生

ずる養殖中の水産動植

物又は水産物の被害を

防除するために必要な

施設の整備等に関する

計画（「防災漁業経営施

設整備計画」）

活動火山対策特別措置

法第８条第３項

都道府

県知事

295

集団移転促進事業の実

施に関する計画（「集団

移転促進事業計画」）

防災のための集団移転

促進事業に係る国の財

政上の特別措置等に関

する法律（昭和47年法律

第132号）第３条第１項

市町村

国土交

通大臣

への協

議（都道

府県知

事を経

由して、

国土交

通大臣

に提出）

（軽微な

変更に

ついて

は、都道

府県知

事を経

由して、

届出）

国土交

通大臣

の同意

（同意し

ようとす

るとき

は、関係

行政機

関の長

との協

議）

296
石油パイプライン基本計

画

石油パイプライン事業法

（昭和47年法律第105

号）第３条第１項

経済産

業大臣

及び国

土交通

大臣

297
土地整理に関する施行

計画

新都市基盤整備法 （昭

和47年法律第86号）第

22条

施行者

（地方公

共団体）

公衆の

縦覧（２

週間）

（市町村

長は、あ

らかじ

め、その

事業計

画を都

道府県

知事に

送付しな

ければ

ならな

い）

施行計

画又は

その変

更に関

係のあ

る根幹

公共施

設を管

理する

者となる

べき者

への協

議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

都道府

県にあっ

ては関

係町村

及び都

道府県

都市計

画審議

会の、市

にあって

は市町

村都市

計画審

議会（市

町村都

市計画

審議会

が置か

れてい

ないとき

は、都道

府県都

市計画

審議会）

の意見

聴取

都道府

県にあっ

ては、関

係町村

への通

知

公表

関係市

町村長

の意見

聴取

関係市

町村長

の意見

聴取

関係農

業団体

の意見

聴取

農林水

産大臣

への報

告

関係市

町村長

の意見

聴取

関係林

業団体

の意見

聴取

農林水

産大臣

への報

告

関係市

町村長

の意見

聴取

関係漁

業団体

の意見

聴取

農林水

産大臣

への報

告

都道府

県知事

は、計画

について

その意

見を国

土交通

大臣に

申し出る

ことがで

きる

移転促

進区域

内の住

民の意

向を尊

重

関係行

政機関

の長の

意見聴

取

関係都

道府県

知事の

意見聴

取

関係市

町村長

は、経済

産業大

臣及び

国土交

通大臣

に対し、

意見を

申し出る

ことがで

きる

計画の

告示

利害関

係者は、

縦覧期

間満了

の日の

翌日か

ら起算し

て２週間

を経過

する日

までに、

都道府

県知事

に意見

書を提

出する

ことがで

きる（都

市計画

において

定めら

れた事

項を除

く。）

都道府

県都市

計画審

議会が

意見を

採択す

べきであ

ると議決

した場合

において

は、自ら

必要な

修正を

加え、又

は市町

村に対し

必要な

修正を

加える

べきこと

を求め、

採択す

べきでな

いと議決

した場合

において

は、その

旨を通

知

意見書

の提出

があった

場合に

おける

都道府

県知事

による

都道府

県都市

計画審

議会へ

の付議

施行計

画にお

いて定

める設

計の概

要につ

いては、

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣の、

その他

の者に

あっては

都道府

県知事

の認可

認可をし

た国土

交通大

臣によ

る関係

市町村

長、都道

府県知

事によ

る国土

交通大

臣及び

関係市

町村長

への施

行地区

等及び

設計の

概要を

表示す

る図書

の写し

の送付

○施行

者の名

称、事業

施行期

間、施行

地区そ

の他国

土交通

省令で

定める

事項の

公告

○市町

村長に

よる一

定図書

の当該

市町村

の事務

所にお

ける公

衆の縦

覧

計画策定過程 計画策定時

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

298 換地計画
新都市基盤整備法第30

条第１項

施行者

（地方公

共団体）

公衆の

縦覧（２

週間）

299 処分計画
新都市基盤整備法第44

条第1項

施行者

（地方公

共団体）

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣へ

の協議

市町村

にあって

は都道

府県知

事への

協議

計画又

はその

変更に

関係の

ある根

幹公共

施設を

管理す

る者とな

るべき

者への

協議

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣の

同意

市町村

にあって

は都道

府県知

事の同

意

300

土地の造成及びその土

地の上に建設されること

となる施設の建設に関す

る実施計画

新都市基盤整備法第49

条第1項

施行者

（地方公

共団体）

301

原生自然環境保全地域

に関する保全計画（原生

自然環境保全地域にお

ける自然環境の保全の

ための規制又は施設に

関する計画）

自然環境保全法（昭和

47年法律第85号）第15

条第１項

環境大

臣

302

自然環境保全地域に関

する保全計画（自然環境
保全地域における自然

環境の保全のための規

制又は事業に関する計

画）

自然環境保全法第23条

第１項

環境大

臣

計画の

決定及

び変更

をしよう

とする旨

の公告
並びに

その案

の公衆

の縦覧

（当該公

告の日

から２週

間）

303

生態系維持回復事業に

関する計画（「生態系維

持回復事業計画」）

自然環境保全法第30条

の２第１項

環境大

臣及び

生態系

維持回

復事業

を行おう

とする国

の機関

の長

304

労働災害の防止のため

の主要な対策に関する

事項その他労働災害の

防止に関し重要な事項を

定めた計画（「労働災害

防止計画」）

労働安全衛生法（昭和

47年法律第57号）第６条

第１項

厚生労

働大臣

305

農村地域工業等導入基

本計画（都道府県におけ

る農村地域への工業等

の導入に関する基本計

画）

農村地域工業等導入促

進法（昭和46年法律第

112号）第４条第１項

都道府

県

農林水

産大臣、

経済産

業大臣、

厚生労

働大臣

及び国

土交通

大臣へ

の協議

農林水

産大臣、

経済産

業大臣、

厚生労

働大臣

及び国

土交通

大臣の

同意（同

意をしよ

うとする

ときは、

関係行

政機関

の長へ

の協議）

306

農村地域工業等導入実

施計画（農村地域内の一

定の地区への工業等の

導入に関する実施計画）

農村地域工業等導入促

進法第５条第１項
市町村

都道府

県知事

への協

議

都道府

県知事

の同意

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

利害関

係者は、

縦覧に

供された

換地計

画につ

いて意

見があ

る場合

において

は、縦覧

期間内

に、施行

者に意

見書を

提出す

ることが

できる

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るときは

換地計

画に必

要な修

正を加

え、その

意見を

採択す

べきでな

いと認め

るときは

その旨

を通知

○縦覧

に供す

べき計

画を作

成しよう

とする場

合及び

意見書

の内容

を審査

する場

合にお

いては、

土地区

画整理

審議会

の意見

聴取

○意見

書が農

地法に

いう農地

又は採

草放牧

地に係

る等の

場合に

は、管轄

する農

業委員

会の意

見聴取

施行者

が市町

村であ

るとき

は、都道

府県知

事の認

可

関係都

道府県

知事の

意見聴

取

中央環

境審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

官報で

の公示

及び計

画の一

般の閲

覧

計画の

廃止及

び変更

について

は、関係

地方公

共団体

の長の

意見聴

取

住民及

び利害

関係人

は、縦覧

期間満

了の日

までに、

縦覧に

供された

案につ

いて、環

境大臣

に意見

書を提

出する

ことがで

きる

異議が

ある旨

の意見

書の提

出が

あったと

き、又は

当該自

然環境

保全地

域の指

定に関し

広く意見

を聴く必

要があ

ると認め

たときに

おける

公聴会

の開催

計画の

廃止及

び変更

について

は、中央

環境審

議会の

意見聴

取

計画の

概要の

官報で

の公示

及び計

画の一

般の閲

覧

中央環

境審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

公示

労働政

策審議

会の意

見聴取

公表

公表

都道府

県知事

を経由し

て主務

大臣へ

の実施

計画書

（変更し

た場合

にあって

は、当該

変更後

の実施

計画書）

の写しを

送付

計画の

概要の

公表（努

力）

農林水

産大臣、

経済産

業大臣、

厚生労

働大臣

及び国

土交通

大臣に

よる、実

施計画

書の写

しの送

付が

あった場

合にお

ける、そ

の内容

の関係

行政機

関の長

への通

知

通知を

受けた

関係行

政機関

の長は、

農林水

産大臣、

経済産

業大臣、

厚生労

働大臣

及び国

土交通

大臣に

対し、計

画に関し

意見を

述べる

ことがで

きる

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

307

農村地域工業等導入実

施計画（農村地域内の一

定の地区への工業等の

導入に関する実施計画）

農村地域工業等導入促

進法第５条第１項及び第

２項

都道府

県

計画を

定める

場合に

おける

工業等

導入地

区の選

定につ

いては、

工場立

地法第

２条の

規定に

よる工

場適地

の調査

の成果

を参酌

308

職業指導及び職業紹介

等の措置が効果的に関

連して実施されるための

計画

高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律（昭和

46年法律第68号）第23

条第１項

厚生労

働大臣

309

特定地域に居住する中

高年齢失業者等につい

て、職業紹介、職業訓練

等の実施、就業の機会

の増大を図るための事

業の実施その他これらの

者の雇用を促進するた

め必要な事項に関する

計画

高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律第29

条

厚生労

働大臣

310 沿岸水産資源開発計画

海洋水産資源開発促進

法（昭和46年法律第60

号）第７条第１項

都道府

県

開発区

域及び

その周

辺の水

域にお

ける水

質その

他の水

の状態

及び水

底の底

質の悪

化の状

況の監

視（努

力）

311

中央卸売市場の整備を

図るための計画（「中央

卸売市場整備計画」）

卸売市場法（昭和46年

法律第35号）第５条第１

項

農林水

産大臣

関係地

方公共

団体へ

の協議

「中央卸

売市場

開設運

営協議

会」を置

くことが

できる

312

都道府県における卸売

市場の整備を図るため

の計画（「都道府県卸売

市場整備計画」）

卸売市場法第６条第１項
都道府

県

都道府

県の区

域内の

指定都

市への

協議

313
中央卸売市場の事業計

画
卸売市場法第9条第１項

都道府

県又は

政令で

定める

数以上

の人口

を有す

る市で、

中央卸

売市場

整備計

画にお

いて定

められ

た中央

卸売市

場を開

設する

ことが必

要と認

められ

る都市

の区域

の全部

又は一

部を管

轄する

もの等

に該当

する地

方公共

団体

314
農用地土壌汚染対策計

画（「対策計画」）

農用地の土壌の汚染防

止等に関する法律（昭和

45年法律第139号）第５

条第１項

都道府

県知事

農林水

産大臣

及び環

境大臣

への協

議

農林水

産大臣

及び環

境大臣

の同意

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係市

町村の

意見聴

取

主務大

臣及び

関係市

町村へ

の実施

計画書

（変更し

た場合

にあって

は、当該

変更後

の実施

計画書）

の写し

の送付

計画の

概要の

公表（努

力）

農林水

産大臣、

経済産

業大臣、

厚生労

働大臣

及び国

土交通

大臣に

よる、実

施計画

書の写

しの内

容の関

係行政

機関の

長への

通知

関係行

政機関

の長は、

農林水

産大臣、

経済産

業大臣、

厚生労

働大臣

及び国

土交通

大臣に

対し、当

該実施

計画に

関し意

見を述

べること

ができる

労働政

策審議

会の意

見聴取

関係市

町村の

意見聴

取

計画の

概要の

公表

食料・農

業・農村

政策審

議会の

意見聴

取

計画の

内容の

公表

農林水

産大臣

への提

出

計画の

内容の

公表

農林水

産大臣

の認可

関係市

町村長

の意見

聴取

環境基

本法の

規定に

より置か

れる審

議会そ

の他の

合議制

の機関

の意見

聴取

関係市

町村長

への通

知

計画の

概要の

公告

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

315

削減目標量を達成する

ための計画（「総量削減

計画」）

水質汚濁防止法（昭和

45年法律第138号）第４

条の３第１項

都道府

県知事

環境大

臣への

協議

環境大

臣の同

意（同意

をしよう

とすると

きは、公

害対策

会議の

議を経

る）

316

生活排水対策重点地域

における生活排水対策

の実施を推進するため

の計画（「生活排水対策

推進計画」）

水質汚濁防止法第14条

の９第１項

生活排

水対策

重点地

域をそ

の区域

に含む

市町村

（「生活

排水対

策推進

市町

村」）

○都道

府県知

事への

通知

○通知

を受けた

都道府

県知事

は、生活

排水対

策の推

進に関し

助言を

し、その

推進に

関し特に

必要が

あると認

める場

合にあっ

ては勧

告をす

ることが

できる

317

都道府県の区域に属す

る公共用水域及び当該

区域にある地下水の水

質の測定に関する計画

（「測定計画」）

水質汚濁防止法第16条

第１項

都道府

県知事

国の地

方行政

機関の

長との

協議

318

廃棄物処理施設整備事

業に関する計画（「廃棄

物処理施設整備計画」）

廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和45年

法律第137号）第５条の

３第１項

（政府）

環境大

臣によ

る案の

作成

関係行

政機関

の長へ

の協議

319

都道府県の区域内にお

ける廃棄物の減量その

他その適正な処理に関

する計画（「廃棄物処理

計画」）

廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第５条の５

第１項

都道府

県

320

市町村の区域内の一般

廃棄物の処理に関する

計画（一般廃棄物処理計

画」）

廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第６条第１

項

市町村

321

排出油等の防除に関す

る計画（「排出油等防除

計画」）

海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律

（昭和45年法律第136

号）第43条の５第１項

海上保

安庁長

官

国土交

通省令

で定め

る海域

のうち港

湾及び

その周

辺海域

その他

の海域

における

排出油

等の防

除に関

する自

主基準

の作成

等を行う

協議会

を組織

すること

ができる

322
公害防止事業に係る費

用負担計画

公害防止事業費事業者

負担法（昭和45年法律

第133号）第６条第１項

国が公

害防止

事業を

実施す

る場合

にあって

は国の

行政機

関又は

地方公

共団体

の長、地

方公共

団体が

公害防

止事業

を実施

する場

合にあっ

ては当

該地方

公共団

体の長

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係市

町村長

の意見

聴取

計画の

内容の

公表（努

力）

計画の

内容の

公表

環境大

臣は、指

定水域

ごとに、

測定計

画の作

成上都

道府県

知事が

準拠す

べき事

項を指

示する

ことがで

きる

環境大

臣の求

めによ

る閣議

の決定

公表

関係市

町村の

意見聴

取

環境基

本法の

規定に

より置か

れる審

議会そ

の他の

合議制

の機関

の意見

聴取

公表（努

力）

公表（努

力）

関係行

政機関

の長の

意見聴

取

関係地

方公共

団体の

長の意

見聴取

関係行

政機関

の長又

は関係

地方公

共団体

の長へ

の通知

計画そ

の要旨

の公表

審議会

の意見

聴取

計画の

要旨の

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

323 交通安全基本計画

交通安全対策基本法（昭

和45年法律第110号）第

22条第１項

中央交

通安全

対策会

議

地方公

共団体

の長は、

中央交

通安全

対策会

議及び

関係指

定行政

機関の

長に対

し、必要

な要請

をするこ

とができ

る

324 交通安全業務計画
交通安全対策基本法第

24条第１項

指定行

政機関

の長

地方公

共団体

の長は、

中央交

通安全

対策会

議及び

関係指

定行政

機関の

長に対

し、必要

な要請

をするこ

とができ

る

325 都道府県交通安全計画
交通安全対策基本法第

25条第１項

都道府

県交通

安全対

策会議

「都道府

県交通

安全対

策会議」

を置く

326

都道府県の区域におけ

る陸上交通の安全に関

し、当該区域の全部又は

一部を管轄する指定地

方行政機関及び都道府

県が講ずべき施策に関

する計画（「都道府県交

通安全実施計画」）

交通安全対策基本法第

25条第３項

都道府

県交通

安全対

策会議

「都道府

県交通

安全対

策会議」

を置く

327 市町村交通安全計画
交通安全対策基本法第

26条第１項

市町村

交通安

全対策

会議（市

町村交

通安全

対策会

議を置

かない

市町村

にあって

は、市町

村の長）

「市町村

交通安

全対策

会議」を

置くこと

ができる

328

当該年度において市町

村が講ずべき施策に関

する計画（「市町村交通

安全実施計画」）

交通安全対策基本法第

26条第４項

市町村

長

329

都道府県における勤労

青少年の福祉に関する

事業の基本となるべき計

画（「都道府県勤労青少

年福祉事業計画」）

勤労青少年福祉法（昭和

45年法律第98号）第７条

第１項

都道府

県知事

勤労青

少年の

労働条

件等を

考慮

330
電子計算機利用高度化

計画

情報処理の促進に関す

る法律（昭和45年法律第

90号）第３条第１項

経済産

業大臣

（一定部

分につ

いては、

経済産

業大臣

及び総

務大臣）

関係行

政機関

の長へ

の協議

（協議を

受けたと

きは、関

係審議

会等の

意見聴

取）

331

障害者のための施策に

関する基本的な計画

（「障害者基本計画」）

障害者基本法（昭和45

年法律第84号）第11条

第１項

政府

内閣総

理大臣

による

案の作

成

関係行

政機関

の長に

協議

332

都道府県における障害

者のための施策に関す

る基本的な計画（「都道

府県障害者計画」）

障害者基本法第11条第

２項

都道府

県

333

市町村における障害者

のための施策に関する

基本的な計画（「市町村

障害者計画」）

障害者基本法第11条第

３項
市町村

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

指定行

政機関

の長（指

定行政

機関が

委員会

である

場合に

あって

は、指定

行政機

関）及び

都道府

県知事

への通

知

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

都道府

県知事

への通

知

内閣総

理大臣ｊ

への報

告

都道府

県の区

域内の

市町村

の長へ

の通知

内閣総

理大臣

及び指

定行政

機関の

長への

報告

計画の

要旨の

公表

都道府

県の区

域内の

市町村

の長へ

の通知

内閣総

理大臣

及び指

定行政

機関の

長への

報告

市町村

交通安

全対策

会議を

置かな

い市町

村の長

は、関係

指定地

方行政

機関の

長及び

関係地

方公共

団体の

長その

他の執

行機関

の意見

聴取

都道府

県知事

への報

告

計画の

要旨の

公表（努

力）

都道府

県知事

への報

告

必要が

あると認

めるとき

は、当該

都道府

県の区

域内の

市町村

の長の

意見聴

取

計画の

概要の

公表（努

力）

国家行

政組織

法第８

条 に規

定する

機関で

政令で

定める

ものの

意見聴

取

計画の

要旨の

公表

障害者

政策委

員会の

意見聴

取

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

国会報

告

計画の

要旨の

公表

第36条

第１項

の合議

制の機

関の意

見聴取

議会報

告

計画の

要旨の

公表

この法

律の合

議制の

機関を

設置して

いる場

合にあっ

てはそ

の意見

を、その

他の場

合にあっ

ては障

害者そ

の他の

関係者

の意見

聴取

議会報

告

計画の

要旨の

公表

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

334

研究学園地区建設計画

（研究学園地区内に移転

し、又は新設する機関の

施設の建設並びにこれら

と一体として整備すること

が必要な研究学園地区

における公共施設、公益

的施設及び一団地の住

宅施設の整備に関する

計画）

筑波研究学園都市建設

法（昭和45年法律第73

号）第４条第１項

国土交

通大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

335

周辺開発地区整備計画

（周辺開発地区における

公共施設、公益的施設

及び農業の近代化のた

めの施設の整備に関す

る計画）

筑波研究学園都市建設

法第８条第１項

茨城県

知事

336

成田国際空港の周辺地

域における公共施設その

他の施設の整備に関す

る計画（「空港周辺地域

整備計画」）

成田国際空港周辺整備

のための国の財政上の

特別措置に関する法律

（昭和45年法律第７号）

第２条第４項

総務大

臣及び

主務大

臣

千葉県

知事に

よる案

の作成

及び総

務大臣

への提

出（総務

大臣は、

関係が

ある行

政機関

の長に

通知）

計画の

案に基

づく総務

大臣及

び主務

大臣の

協議

337
小笠原諸島振興開発計

画

小笠原諸島振興開発特

別措置法（昭和44年法

律第79号）第６条第１項

東京都

小笠原

村は、東

京都に

対し、計

画の案

を添えて

計画を

定める

ことを要

請する

ことがで

きる

東京都

は、要請

があった

場合を

除き、小

笠原村

に対し、

計画の

案を作

成し、提

出する

よう求め

る

東京都

は、小笠

原村か

ら計画

の案の

提出を

受けたと

きは、当

該案の

内容を

できる限

り反映

（努力）

国土交

通大臣

への協

議

国土交

通大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

338

小笠原諸島の特性に応

じた農林水産業の振興、

商工業の振興、情報通

信業の振興、観光の振

興その他の産業の振興

を促進するための計画

（「産業振興促進計画」）

小笠原諸島振興開発特

別措置法第11条第１項

小笠原

村

計画に

記載しよ

うとする

一定事

業を実

施しよう

とする者

又は計

画に関し

密接な

関係を

有する

者は、計

画を作

成する

ことを提

案する

ことがで

きる

提案に

基づき

計画を

作成す

るか否

かにつ

いて、当

該提案

をした者

に通知

（作成し

ないこと

とすると

きは、そ

の理由

を明示）

一定事

項を記

載しよう

とすると

きは、実

施主体

として定

めようと

する者

の同意

339

職業能力の開発（職業訓

練、職業能力検定その他

この法律の規定による職

業能力の開発及び向上

をいう。）に関する基本と

なるべき計画（「職業能

力開発基本計画」）

職業能力開発促進法（昭

和44年法律第64号）第５

条第１項

厚生労

働大臣

経済の

動向等

について

の長期

見通しに

基づき、

かつ、労

働力の

産業別、

職種別、

企業規

模別、年

齢別等

の需給

状況等

を考慮

340

都道府県の区域内にお

いて行われる職業能力

の開発に関する基本とな

るべき計画（「都道府県

職業能力開発計画」）

職業能力開発促進法第

７条第１項

都道府

県

経済の

動向等

について

の長期

見通しに

基づき、

かつ、労

働力の

産業別、

職種別、

企業規

模別、年

齢別等

の需給

状況等

を考慮

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

国土交

通大臣

は、関係

地方公

共団体

から意

見の申

出を受

けたとき

は、遅滞

なくこれ

に回答

公表

公表さ

れた事

項に関し

利害関

係を有

する者

は、公表

の日か

ら30日

以内に、

国土交

通大臣

に意見

を申し出

ることが

できる

（国土交

通大臣

は、その

申出を

考慮して

必要な

措置を

講じなけ

ればな

らない）

つくば市

長の意

見聴取

国土交

通大臣

への通

知及び

国土交

通大臣

による

関係行

政機関

の長へ

の送付

公表（努

力）

千葉県

知事に

よる関

係市町

村の長

の意見

聴取

総務大

臣によ

る千葉

県知事

への通

知

住民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

公表（努

力）

国土交

通大臣

の認定

○計画

に一定

事項が

記載さ

れてい

る場合

におい

て、認定

をしよう

とすると

きは、関

係行政

機関の

長の同

意

○認定

に関す

る処理

期間（申

請を受

理した日

から３月

以内に

おいて

速やか

に）

国土交

通大臣

による

認定をし

た旨の

公示

関係行

政機関

の長の

意見聴

取

都道府

県知事

の意見

聴取

労働政

策審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

公表

事業主、

労働者

その他

の関係

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

計画の

概要の

公表（努

力）

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

計画策定過程 計画策定時

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

341
職業訓練の実施に関す

る計画

職業能力開発促進法第

15条の７

厚生労

働大臣

342 農業振興地域整備計画

農業振興地域の整備に

関する法律（昭和44年法

律第58号）第８条第１項

都道府

県知事

の指定

した一の

農業振

興地域

の区域

の全部

又は一

部がそ

の区域

内にあ

る市町

村

おおむ

ね五年

ごとに行

う農業

振興地

域整備

計画に

関する

基礎調

査として

の、農用

地等の

面積等

に関す

る現況

及び将

来の見

通しにつ

いての

調査

計画を

定めよう

とする旨

の公告

及び当

該計画

の案の

縦覧（当

該計画

を定め

ようとす

る理由

を記載し

た書面

を添え、

公告の

日から

おおむ

ね30日

間の期

間を定

める）

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事へ

の協議

（市町村

は、異議

の申出

がないと

き等でな

ければ、

都道府

県知事

への協

議の申

出をして

はならな

い）

国有地

を含め

て農用

地区域

を定め

ようとす

るとき

は、その

国有地

を所管

する各

省各庁

の長の

承認

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事の

同意

343 農業振興地域整備計画
農業振興地域の整備に

関する法律第９条第１項

都道府

県

おおむ

ね5年ご

とに行

う、農業

振興地

域整備

計画に

関する

基礎調

査として

の、農用

地等の

面積等

に関す

る現況

及び将

来の見

通しにつ

いての

調査

関係市

町村の

同意

344 交換分合計画

農業振興地域の整備に

関する法律第13条の２

第３項

市町村

○計画

における

農用地

以外の

土地に

ついて

所有権

等によ

る権利

を有す

る者等

のすべ

ての同

意

345
市街地再開発事業の事

業計画

都市再開発法（昭和44

年法律第38号）第51条

第１項

地方公

共団体

公衆の

縦覧（２

週間）

施行地

区内に

ある公

共施設

の管理

者、当該

市街地

再開発

事業の

施行に

より整備

される公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者そ

の他政

令で定

める施

設の管

理者又

は管理

者となる

べき者と

の協議

346 権利変換計画
都市再開発法72条第１

項

施行者

（地方公

共団体）

○縦覧

の開始

の日、縦

覧の場

所及び

縦覧の

時間の

公告並

びに施

行地区

内の土

地等に

関し権

利を有

する者

等への

これらの

事項の

通知

○公衆

の縦覧

（２週

間）

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

市町村

の住民

は、縦覧

期間満

了の日

までに、

意見書

を提出

すること

ができ、

農用地

区域内

にある

土地に

関し権

利を有

する者

は、異議

があると

きは、縦

覧期間

満了の

日の翌

日から

起算して

15日以

内に申し

出ること

ができる

異議の

申出を

受けたと

きにおけ

る、縦覧

期間満

了後60

日以内

の決定

計画を

定めた

旨の公

告（提出

された意

見書の

要旨及

び当該

意見書

の処理

の結果

を併せ

て公告）

並びに

当該農

業振興

地域整

備計画

書又は

その写し

の市町

村の事

務所に

おける

縦覧

計画を

定めた

旨の公

告（提出

された意

見書の

要旨及

びその

処理の

結果を

併せて

公告）

及び当

該農業

振興地

域整備

計画書

又はそ

の写し

の当該

都道府

県の事

務所に

おける

縦覧

都道府

県知事

の認可

当該事

業に関

係のあ

る土地

等につ

いて権

利を有

する者

等は、縦

覧期間

満了の

日の翌

日から

起算して

２週間を

経過す

る日ま

でに、意

見書を

提出す

ることが

できる

（都市計

画にお

いて定

められ

た事項

を除く。）

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るときは

事業計

画に必

要な修

正を加

え、採択

すべき

でないと

認めると

きはそ

の旨を

意見書

を提出し

た者に

通知

事業計

画にお

いて定

めた設

計の概

要につ

いては、

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣の、

市町村

にあって

は都道

府県知

事の認

可

認可をし

た国土

交通大

臣によ

る関係

都道府

県知事

及び関

係市町

村長へ

の、都道

府県知

事によ

る国土

交通大

臣及び

関係市

町村長

への一

定図書

の写し

の送付

並びに

市町村

長によ

る一定

図書の

当該市

町村の

事務所

における

公衆の

縦覧

市街地

再開発

事業の

種類及

び名称、

事業施

行期間、

施行地

区等の

公告

施行地

区内の

土地又

は土地

に定着

する物

件に関し

権利を

有する

者等は、

縦覧期

間内に、

権利変

換計画

について

施行者

に意見

書を提

出する

ことがで

きる

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るときは

権利変

換計画

に必要

な修正

を加え、

その意

見を採

択すべ

きでない

と認める

ときはそ

の旨を

意見書

を提出し

た者に

通知

計画を

定め、又

は変更

しようと

するとき

（政令で

定める

軽微な

変更をし

ようとす

る場合

を除く。）

は、審査

委員の

過半数

の同意

を得、又

は市街

地再開

発審査

会の議

決を経

なけれ

ばならな

い

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣の、

市町村

にあって

は都道

府県知

事の認

可

認可を

受けたと

き等にお

ける、施

行者に

よる施

行地区

を管轄

する登

記所へ

の、権利

変換期

日等の

通知及

び関係

権利者

への関

係事項

の書面

での通

知

施行者

による、

権利変

換計画

若しくは

その変

更の認

可を受

けたと

き、又は

権利変

換計画

について

軽微な

変更をし

た旨の

公告

提出等

後の手

続

意見、申

出等

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

347 管理処分計画
都市再開発法（118条の

６第１項

施行者

（地方公

共団体）

○縦覧

の開始

の日、縦

覧の場

所及び

縦覧の

時間の

公告並

びに施

行地区

内の土

地等に

関し権

利を有

する者

等への

これらの

事項の

通知

○公衆

の縦覧

（２週

間）

348
市町村又は都道府県の

定める都市計画

都市計画法（昭和43年

法律第100号）第15条第

１項

市町村

又は都

道府県

都道府

県によ

る都市

計画に

関する

基礎調

査として

の人口

規模、産

業分類

別の就

業人口

の規模、

市街地

の面積、

土地利

用、交通

量等に

関する

現況及

び将来

の見通

しについ

ての調

査

市町村

は、必要

があると

認めると

きは、都

道府県

に対し、

都道府

県が定

める都

市計画

の案の

内容とな

るべき

事項を

申し出る

ことがで

きる

一定規

模以上

の一団

の土地

の所有

権又は

建物の

所有を

目的と

する借

地権を

有する

者、まち

づくりの

推進を

図る活

動を行う

ことを目

的とする

特定非

営利活

動法人

等によ

る提案

提案を

踏まえ

た都市

計画の

決定又

は変更

をする

必要が

あると認

めるとき

は、その

案の作

成及び

当該提

案に係

る素案

の都道

府県都

市計画

審議会

（当該市

町村に

市町村

都市計

画審議

会が置

かれて

いるとき

は、当該

市町村

都市計

画審議

会）への

提出

○都市

計画を

決定しよ

うとする

旨の公

告

○都市

計画の

案の、当

該都市

計画を

決定しよ

うとする

理由を

記載した

書面を

添えた

公衆の

縦覧（当

該公告

の日か

ら２週

間）

都道府

県が国

の利害

に重大

な関係

がある

政令で

定める

都市計

画の決

定をしよ

うとする

ときは、

国土交

通大臣

への協

議

都市計

画区域

又は準

都市計

画区域

について

都市計

画（都市

計画区

域外都

市施設

に関す

るものを

含み、地

区計画

等にあっ

ては一

定事項

に限

る。）を

決定しよ

うとする

ときは、

都道府

県知事

への協

議

都道府

県が国

の利害

に重大

な関係

がある

政令で

定める

都市計

画の決

定をしよ

うとする

ときは、

国土交

通大臣

の同意

町村に

あって

は、都市

計画区

域又は

準都市

計画区

域につ

いて都

市計画

（都市計

画区域

外都市

施設に

関する

ものを含

み、地区

計画等

にあって

は一定

事項に

限る。）

を決定し

ようとす

るとき

は、都道

府県知

事の同

意

○特定

街区に

関する

都市計

画の案

について

は、政令

で定め

る利害

関係を

有する

者の同

意

○都市

計画事

業の施

行予定

者を定

める都

市計画

の案に

ついて

は、当該

施行予

定者の

同意

349
国土交通大臣の定める

都市計画

都市計画法第22条第１

項

国土交

通大臣

及び市

町村

都道府

県によ

る都市

計画に

関する

基礎調

査として

の人口

規模、産

業分類

別の就

業人口

の規模、

市街地

の面積、

土地利

用、交通

量等に

関する

現況及

び将来

の見通

しについ

ての調

査

市町村

は、必要

があると

認めると

きは、国

土交通

大臣に

対し、国

土交通

大臣が

定める

都市計

画の案

の内容

となるべ

き事項を

申し出る

ことがで

きる

都府県

が策定

する案

及び臨

港地区

に関す

る都市

計画案

にあって

は、港湾

管理者

が申し

出た案

に基づく

○都市

計画を

決定しよ

うとする

旨の公

告

○都市

計画の

案の縦

覧（当該

都市計

画を決

定しよう

とする理

由を記

載した書

面を添

え、公告

の日か

ら２週

間）

一定事

項につ

いては、

農林水

産大臣、

経済産

業大臣

及び環

境大臣、

都市施

設の設

置又は

経営等

について

免許等

の処分

権限を

有する

国の行

政機関

の長へ

の協議

一定事

項につ

いては、

都市施

設を管

理する

こととな

る者等

への協

議

都市計

画事業

の施行

予定者

を定め

る都市

計画の

案につ

いては、

当該施

行予定

者の同

意

350
指定ばい煙総量削減計

画

大気汚染防止法（昭和

43年法律第97号）第５条

の２第１項

都道府

県知事

一定部

分につ

いて、環

境大臣

への協

議

351

消費者政策の推進に関

する基本的な計画（「消

費者基本計画」）

消費者基本法（昭和43

年法律第78号）第９条第

１項

政府

消費者

政策会

議によ

る案の

作成

内閣府

への消

費者政

策会議

の設置

352 空港周辺整備計画

公共用飛行場周辺にお

ける航空機騒音による障

害の防止等に関する法

律（昭和42年法律第110

号）第９条の３第２項

周辺整

備空港

に係る

第一種

区域を

管轄す

る都道

府県知

事（当該

都道府

県知事

が２以

上あると

きは、共

同）

国土交

通大臣

への協

議（当該

周辺整

備空港

の設置

者が国

土交通

大臣で

あるとき

を除く。）

周辺整

備空港

の設置

者との

協議

国土交

通大臣

の同意

（当該周

辺整備

空港の

設置者

が国土

交通大

臣であ

るときを

除く。）

周辺整

備空港

の設置

者の同

意

353 保全区域整備計画

近畿圏の保全区域の整

備に関する法律 （昭和

42年法律第103号）第３

条第１項

関係府

県知事

関係市

町村長

との協

議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

施行地

区内の

土地又

は土地

に定着

する物

件に関し

権利を

有する

者等は、

縦覧期

間内に、

施行者

に意見

書を提

出する

ことがで

きる

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るときは

計画に

必要な

修正を

加え、そ

の意見

を採択

すべき

でないと

認めると

きはそ

の旨を

意見書

を提出し

た者に

通知

計画を

定め、又

は変更

しようと

するとき

（軽微な

変更をし

ようとす

る場合

を除く。）

は、審査

委員の

過半数

の同意

を得、又

は市街

地再開

発審査

会の議

決を経

る

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣の、

市町村

にあって

は都道

府県知

事の認

可

施行者

による

関係権

利者へ

の関係

事項の

書面で

の通知

施行者

による、

管理処

分計画

若しくは

その変

更の認

可を受

け、又は

軽微な

変更をし

た旨の

公告

都道府

県にあっ

ては、関

係市町

村の意

見聴取

○地区

計画等

の案は、

その案

に係る

区域内

の土地

の所有

者その

他政令

で定め

る利害

関係を

有する

者の意

見を求

めて作

成

○遊休

土地転

換利用

促進地

区の案

について

は、土地

に関す

る所有

権等を

有する

者の意

見聴取

関係市

町村の

住民及

び利害

関係人

は、縦覧

期間満

了の日

までに、

縦覧に

供された

都市計

画の案

につい

て、意見

書を提

出する

ことがで

きる

○提出

された意

見書の

要旨の

市町村

都市計

画審議

会又は

都道府

県都市

計画審

議会へ

の提出

○公聴

会の開

催等住

民の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置

市町村

都市計

画審議

会（当該

市町村

に市町

村都市

計画審

議会が

置かれ

ていない

ときは、

当該市

町村の

存する

都道府

県の都

道府県

都市計

画審議

会）又は

都道府

県都市

計画審

議会の

議を経

る

○都市

計画を

決定した

旨の告

示

○都道

府県知

事及び

市町村

長によ

る、関係

図書又

はその

写しを当

該都道

府県又

は市町

村の事

務所に

備え置

いて一

般の閲

覧に供

する方

法その

他の適

切な方

法によ

る公衆

の縦覧

都道府

県又は

市町村

が、住民

又は利

害関係

人に係

る都市

計画の

決定の

手続に

関する

事項（都

市計画

法の都

市計画

の決定

の手続

に関す

る規定

に反しな

いものに

限る。）

につい

て、条例

で必要

な規定

を定め

ることを

妨げる

もので

はない

関係市

町村の

意見聴

取

○関係

市町村

の住民

及び利

害関係

人は、縦

覧期間

満了の

日まで

に、国土

交通大

臣に、意

見書を

提出す

ることが

できる

○厚生

労働大

臣は、必

要があ

ると認め

るとき

は、一定

事項に

関し国

土交通

大臣に

意見を

述べる

ことがで

きる

国土交

通大臣

による

提出さ

れた意

見書の

要旨の

都道府

県都市

計画審

議会へ

の提出

都道府

県都市

計画審

議会の

議を経

る

○都市

計画を

決定した

旨の告

示

○都道

府県知

事及び

市町村

長によ

る、関係

図書又

はその

写しの

当該都

道府県

又は市

町村の

事務所

に備え

置いて

一般の

閲覧に

供する

方法そ

の他の

適切な

方法に

よる公

衆の縦

覧

関係市

町村長

の意見

聴取

環境基

本法の

規定に

より置か

れる審

議会そ

の他の

合議制

の機関

の意見

聴取

一定事

項の公

表（努

力）

内閣総

理大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

国土交

通大臣

への通

知及び

国土交

通大臣

による

関係行

政機関

の長へ

の送付

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

354 都市整備区域建設計画

中部圏の都市整備区

域、都市開発区域及び

保全区域の整備等に関

する法律（昭和42年法律

第102号）第３条第１項

関係県

知事

国土交

通大臣

への協

議（国土

交通大

臣は、関

係行政

機関の

長に協

議）

関係市

町村長

との協

議

中部圏

開発整

備法に

より設置

された中

部圏開

発整備

地方協

議会の

意見聴

取

国土交

通大臣

の同意

355 都市開発区域建設計画

中部圏の都市整備区

域、都市開発区域及び

保全区域の整備等に関

する法律第３条第１項

関係県

知事

国土交

通大臣

への協

議（国土

交通大

臣は、関

係行政

機関の

長に協

議）

関係市

町村長

との協

議

中部圏

開発整

備法に

より設置

された中

部圏開

発整備

地方協

議会の

意見聴

取

国土交

通大臣

の同意

356 保全区域整備計画

中部圏の都市整備区

域、都市開発区域及び

保全区域の整備等に関

する法律第３条第１項

関係県

知事

関係市

町村長

との協

議

中部圏

開発整

備法に

より設置

された中

部圏開

発整備

地方協

議会の

意見聴

取

357 船員災害防止基本計画

船員災害防止活動の促

進に関する法律（昭和42

年法律第61号）第６条第

１項

国土交

通大臣

358 船員災害防止実施計画

船員災害防止活動の促

進に関する法律第７条第

１項

国土交

通大臣

359
旧慣使用林野整備に関

する計画

入会林野等に係る権利

関係の近代化の助長に

関する法律（昭和41年法

律第126号）第19条

市町村

長

計画に

おいて

定めら

れた事

項のうち

所有権

等を取

得させる

べき旧

慣使用

権者に

係る部

分につ

いては、

それら

の者の

同意

360 施行計画

流通業務市街地の整備

に関する法律（昭和41年

法律第110号）第25条第

１項

施行者

（地方公

共団体）

計画又

はその

変更に

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者等

への協

議

361 処分計画

流通業務市街地の整備

に関する法律第25条第

１項

地方公

共団体

都道府

県にあっ

ては、国

土交通

大臣へ

の協議

都道府

県以外

の地方

公共団

体にあっ

ては、都

道府県

知事へ

の協議

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者等

への協

議

都道府

県にあっ

ては、国

土交通

大臣の

同意

都道府

県以外

の地方

公共団

体にあっ

ては、都

道府県

知事の

同意

362

指定野菜の生産及び出

荷の近代化を図るため

の計画（「生産出荷近代

化計画」）

野菜生産出荷安定法（昭

和41年法律第103号）第

８条第１項

野菜指

定産地

の区域

を管轄

する都

道府県

知事

363

中部圏開発整備計画（中

部圏の建設とその均衡あ

る発展を図るため必要な

中部圏の開発及び整備

に関する計画）

中部圏開発整備法（昭和

41年法律第102号）第11

条第３項

国土交

通大臣

関係県

の協議

による、

中部圏

開発整

備地方

協議会

の調査

審議を

経た中

部圏開

発整備

計画の

案の作

成及び

国土交

通大臣

への提

出

計画は、

関係県

から提

出された

案に基

づいて

作成

関係行

政機関

の長へ

の協議

中部圏

の開発

及び整

備に関

する重

要事項

を調査

審議す

るため

の「中部

圏開発

整備地

方協議

会」の設

置

364

近郊緑地の保全に関す

る計画（「近郊緑地保全

計画」）

首都圏近郊緑地保全法

（昭和41年法律第101

号）第４条第１項

国土交

通大臣

環境大

臣との

協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

協議に

際しての

国土交

通大臣

による

国土審

議会の

意見聴

取

同意をし

た国土

交通大

臣によ

る関係

行政機

関の長

への送

付

公表（努

力）

協議に

際しての

国土交

通大臣

による

国土審

議会の

意見聴

取

同意をし

た国土

交通大

臣によ

る関係

行政機

関の長

への送

付

公表（努

力）

国土交

通大臣

への通

知及び

国土交

通大臣

による

関係行

政機関

の長へ

の送付

公表（努

力）

交通政

策審議

会の意

見聴取

公表

交通政

策審議

会の意

見聴取

公表

○すべ

ての旧

慣使用

権者の

意見聴

取

○すべ

ての旧

慣使用

権者が

当該旧

慣使用

林野を

旧慣使

用権以

外の権

利の目

的として

いないこ

との確

認

認可を

申請しよ

うとする

場合に

は当該

市町村

の議会

（当該旧

慣使用

林野が、

議会又

は総会

が設け

られてい

る財産

区の所

有に属

する場

合には、

当該財

産区の

議会又

は総会）

の議決

を経る

都道府

県知事

の認可

（申請に

は、入会

林野の

所在地

を管轄

する市

町村長

の意見

書等を

添付）

○市町

村長、農

業委員

会又は

行政機

関の意

見聴取

○計画

において

旧慣使

用権者

が金銭

を支払う

べきこと

とされて

いるとき

は、当該

金銭の

供託等

その支

払を確

実に行

わせる

ための

措置

認可をし

た都道

府県知

事によ

る当該

認可に

係る旧

慣使用

林野整

備計画

を記載し

た書面

の管轄

登記所

への送

付

都道府

県知事

による

認可をし

た旨の

公告

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣へ

の、その

他の者

にあって

は都道

府県知

事への

届出

関係市

町村の

意見聴

取

農林水

産省令

で定め

る農業

団体等

の意見

聴取

農林水

産大臣

への提

出

計画の

概要の

公表（努

力）

国土交

通大臣

は、中部

圏開発

整備計

画が関

係県か

ら提出さ

れた案と

著しく異

なるもの

である

場合そ

の他特

別の必

要があ

ると認め

る場合

には、関

係県の

意見を

聴取

国土交

通大臣

は、関係

県から

意見の

申出を

受けたと

きは、遅

滞なくこ

れに回

答

国土審

議会の

意見聴

取

公表

公表さ

れた事

項に関し

利害関

係を有

する者

は、公表

の日か

ら30日

以内に、

国土交

通大臣

に意見

を申し出

ることが

できる

（国土交

通大臣

は、その

申出を

考慮して

必要な

措置を

講じなけ

ればな

らない）

関係行

政機関

の長の

意見聴

取

関係都

県の意

見聴取

国土交

通大臣

は、関係

都県か

ら意見

の申出

を受けた

ときは、

遅滞なく

これに

回答

国土審

議会の

意見聴

取

公表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

365

特定交通安全施設等整

備事業の実施計画（「実

施計画」）

交通安全施設等整備事

業の推進に関する法律

（昭和41年法律第45号）

第５条第１項

都道府

県公安

委員会

及び道

路管理

者

366

歴史的風土の保存に関

する計画（「歴史的風土

保存計画」）

古都における歴史的風

土の保存に関する特別

措置法（昭和41年法律

第１号）第５条第１項

国土交

通大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

367 山村振興に関する計画

山村振興法（昭和40年

法律第64号）第７条第１

項

主務大

臣

振興山

村の指

定及び

振興山

村の振

興に関

する基

本的な

指針の

勧告の

ために

必要な

調査

都道府

県知事

の申請

関係行

政機関

の長へ

の協議

368

振興山村に係る山村振

興に関する計画（「山村

振興計画」）

山村振興法第８条第１項

振興山

村の区

域を管

轄する

市町村

産業振

興施策

促進事

項に関し

密接な

関係を

有する

者によ

る、同意

を得た

山村振

興計画

に産業

振興施

策促進

事項を

記載す

ることの

提案

提案に

基づき

計画に

当該事

項を記

載する

か否か

について

の当該

提案をし

た者へ

の通知

（記載し

ないこと

とすると

きは、そ

の理由

を明らか

にしなけ

ればな

らない）

計画に

産業振

興施策

促進事

項を記

載しよう

とすると

きは、当

該産業

振興施

策促進

事項に

ついて

の国土

交通大

臣、総務

大臣及

び農林

水産大

臣への

協議

都道府

県への

協議

一定事

項を記

載しよう

とすると

きは、国

土交通

大臣、総

務大臣

及び農

林水産

大臣の

同意（同

意をしよ

うとする

ときは、

関係行

政機関

の長の

同意）

都道府

県の同

意

一定事

業の内

容及び

実施主

体に関

する事

項を記

載しよう

とすると

きは、そ

の実施

主体とし

て定め

ようとす

る者の

同意

369 森林・林業基本計画

森林・林業基本法（昭和

39年法律第161号）第11

条第１項

政府

一定事

業を実

施しよう

とする者

及び事

項に関し

密接な

関係を

有する

者によ

る一定

事項を

計画に

記載す

ることの

提案

370 近郊整備区域建設計画

近畿圏の近郊整備区域

及び都市開発区域の整

備及び開発に関する法

律（昭和39年法律第145

号）第３条第１項

関係府

県知事

国土交

通大臣

への協

議

国土交

通大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

371 都市開発区域建設計画

近畿圏の近郊整備区域

及び都市開発区域の整

備及び開発に関する法

律第３条第１項

関係府

県知事

国土交

通大臣

への協

議

国土交

通大臣

の同意

（同意を

しようと

するとき

は、関係

行政機

関の長

への協

議）

372
工業団地造成事業に関

する施行計画

近畿圏の近郊整備区域

及び都市開発区域の整

備及び開発に関する法

律第24条第１項

施行者

（地方公

共団体）

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者そ

の他政

令で定

める者

への協

議

373

造成敷地等の処分及び

管理に関する計画（「処

分管理計画」）

近畿圏の近郊整備区域

及び都市開発区域の整

備及び開発に関する法

律第25条第１項

施行者

（地方公

共団体）

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者そ

の他政

令で定

める者

への協

議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

国家公

安委員

会又は

国土交

通大臣

への提

出

関係地

方公共

団体の

意見聴

取

国土交

通大臣

は、関係

地方公

共団体

から意

見の申

出を受

けたとき

は、遅滞

なくこれ

に回答

社会資

本整備

審議会

の意見

聴取

官報で

公示

国土審

議会の

意見聴

取

国土交

通大臣、

総務大

臣及び

農林水

産大臣

への提

出（国土

交通大

臣、総務

大臣及

び農林

水産大

臣は、そ

の内容

を関係

行政機

関の長

に通知）

通知を

受けた

関係行

政機関

の長は、

当該計

画（一定

事項に

係る部

分を除

く。）につ

いてそ

の意見

を主務

大臣に

申し出る

ことがで

きる

林政審

議会の

意見聴

取

国会報

告
公表

国土交

通大臣

が同意

をしよう

とすると

きは、国

土審議

会の意

見聴取

国土交

通大臣

が同意

をしよう

とすると

きは、国

土審議

会の意

見聴取

府県に

あっては

国土交

通大臣

への、そ

の他の

者にあっ

ては府

県知事

への届

出

国土交

通大臣

への届

出

国土交

通大臣

は、関係

行政機

関の長

の意見

を聴き、

この法

律等の

趣旨に

照らして

必要が

あると認

めるとき

は、当該

計画の

変更を

求める

ことがで

きる

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

374

母子家庭等及び寡婦の

生活の安定と向上のた

めの措置に関する計画

（「自立促進計画」）

母子及び父子並びに寡

婦福祉法 （昭和39年法

律第129号）第12条第１

項

都道府

県、市及

び福祉

事務所

を設置

する町

村

母子家

庭等及

び寡婦

の置か

れてい

る環境、

母子家

庭等及

び寡婦

に対す

る福祉

の措置

の利用

に関す

る母子

家庭等

及び寡

婦の意

向その

他の母

子家庭

等及び

寡婦の

事情を

勘案（努

力）

375
中小企業支援事業の実

施に関する計画

中小企業支援法（昭和

38年法律第147号）第３

条第１項

経済産

業大臣

376

都道府県が行う中小企

業支援事業の実施に関

する計画

中小企業支援法第４条

第１項

都道府

県知事

377
新住宅市街地開発事業

に関する施行計画

新住宅市街地開発法（昭

和38年法律第134号）第

21条第１項

施行者

（地方公

共団体）

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者等

への協

議

378
新住宅市街地開発事業

に関する処分計画

新住宅市街地開発法第

21条第１項

施行者

（地方公

共団体）

都道府

県にあっ

ては、国

土交通

大臣へ

の協議

都道府

県以外

の者に

あって

は、都道

府県知

事への

協議

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者等

への協

議

都道府

県にあっ

ては、国

土交通

大臣の

同意

都道府

県以外

の者に

あって

は、都道

府県知

事の同

意

379

老人居宅生活支援事業

及び老人福祉施設によ

る事業（「老人福祉事

業」）の供給体制の確保

に関する計画（「市町村

老人福祉計画」）

老人福祉法（昭和38年

法律第133号）第20条の

８第１項

市町村

身体上

又は精

神上の

障害が

あるた

めに日

常生活

を営む

のに支

障があ

る老人

の人数

その他

の事情

を勘案

（努力）

380

老人福祉事業の供給体

制の確保に関する計画

（「都道府県老人福祉計

画」）

老人福祉法第20条の９

第１項

都道府

県

381

近畿圏整備計画（近畿圏

の建設とその秩序ある発

展を図るため必要な近畿

圏の整備及び開発に関

する計画）

近畿圏整備法（昭和38

年法律第129号）第９条

第１項

国土交

通大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

382

平成二十二年度以降の

十箇年間に実施すべき

国土調査事業に関する

計画（「国土調査事業十

箇年計画」）

国土調査促進特別措置

法（昭和37年法律第143

号）第３条第１項

（政府）

国土交

通大臣

による

案の作

成

関係行

政機関

の長へ

の協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

○母子・

父子福

祉団体

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

○イン

ターネッ

トの利用

その他

の厚生

労働省

令で定

める方

法により

広く母子

家庭等

及び寡

婦の意

見を求

めること

その他

の住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

都道府

県児童

福祉審

議会又

は地方

社会福

祉審議

会、市町

村児童

福祉審

議会、子

ども・子

育て支

援法 に

規定す

る機関

その他

の母子

家庭等

及び寡

婦の福

祉に関

する事

項を調

査審議

する合

議制の

機関の

意見聴

取

都道府

県知事

（政令で

指定す

る市の

市長を

含む。）

の意見

を求め

る

中小企

業政策

審議会

の意見

聴取

都道府

県知事

への通

知

計画の

要旨の

公表

経済産

業大臣

への届

出

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣へ

の、その

他の者

にあって

は都道

府県知

事への

届出

都道府

県の意

見聴取

都道府

県知事

への提

出

厚生労

働大臣

への提

出

関係府

県、関係

指定都

市の意

見聴取

国土交

通大臣

は、関係

府県及

び関係

指定都

市から

意見の

申出を

受けたと

きは、遅

滞なくこ

れに回

答すると

ともに、

関係府

県、関係

指定都

市及び

審議会

の意見

に基づく

必要な

措置に

ついて、

適切な

考慮を

払わな

ければ

ならない

国土審

議会の

意見聴

取

公表

公表さ

れた事

項に関し

利害関

係を有

する者

は、公表

の日か

ら30日

以内に、

国土交

通大臣

に意見

を申し出

ることが

できる

（国土交

通大臣

は、その

申出を

考慮して

必要な

措置を

講じなけ

ればな

らない）

関係都

道府県

の意見

聴取

国土審

議会の

意見聴

取

国土交

通大臣

の求め

による

閣議の

決定

関係都

道府県

への通

知

公示

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

383

辺地に係る公共的施設

の総合的な整備に関す

る財政上の計画（「総合

整備計画」）

辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財

政上の特別措置等に関

する法律（昭和37年法律

第88号）第３条第１項

市町村

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事と

の協議

384

都道府県が当該市町村

に協力して講じようとする

措置の計画（「都道府県

計画」）

辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財

政上の特別措置等に関

する法律第３条第６項

都道府

県

385 豪雪地帯対策基本計画

豪雪地帯対策特別措置

法（昭和37年法律第73

号）第３条第１項

国土交

通大臣、

総務大

臣及び

農林水

産大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

386
道府県豪雪地帯対策基

本計画（「道府県計画」）

豪雪地帯対策特別措置

法第６条第１項

豪雪地

帯に係

る道府

県の知

事

387 事業計画
豪雪地帯対策特別措置

法第10条第１項

関係行

政機関

の長

388 生活再建計画

公共用地の取得に関す

る特別措置法（昭和36年

法律第150号）第47条第

３項

都道府

県知事

関係行

政機関

との協

議

関係市

町村長

（都の特

別区の

存する

区域に

あつて

は、関係

特別区

長）との

協議

特定公

共事業

に必要

な土地

等を提

供する

ことに

よって生

活の基

礎を失う

こととな

る者で

生活再

建又は

環境整

備のた

めの措

置の実

施の

あっせ

んを都

道府県

知事に

申し出た

もの等と

の協議

389 防災基本計画

災害対策基本法（昭和

36年法律第223号）第34

条第１項

中央防

災会議

390 防災業務計画
災害対策基本法第36条

第１項

指定行

政機関

の長

391 都道府県地域防災計画
災害対策基本法第40条

第１項

都道府

県防災

会議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

市町村

議会の

議決

総務大

臣への

提出

計画の

提出が

あった場

合にお

ける、総

務大臣

による、

その旨

の関係

各省各

庁の長

への通

知

通知を

受けた

関係各

省各庁

の長は、

計画に

ついてそ

の意見

を総務

大臣に

申し出る

ことがで

きる

関係道

府県知

事の意

見聴取

国土審

議会の

意見聴

取

閣議の

決定を

経る

関係道

府県知

事への

通知

公示

国土交

通大臣、

総務大

臣及び

農林水

産大臣

への提

出並び

にこれら

の大臣

による

計画の

内容の

関係行

政機関

の長へ

の通知

国土交

通大臣

は、提出

された事

業計画

について

必要な

調整を

行うもの

とする

国土交

通大臣

への提

出

指定行

政機関

の長、都

道府県

知事及

び指定

公共機

関への

通知

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

都道府

県知事

及び関

係指定

公共機

関への

通知

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

計画を

作成し、

又は修

正したと

きは、速

やかに

これを内

閣総理

大臣に

報告

計画を

作成し、

又は修

正したと

きは、速

やかに、

その要

旨を公

表

報告を

受けた

内閣総

理大臣

は、中央

防災会

議の意

見を聴く

ものと

し、当該

都道府

県防災

会議に

対し、必

要な助

言又は

勧告を

すること

ができる

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

392 市町村地域防災計画
災害対策基本法第42条

第１項

市町村

防災会

議（市町

村防災

会議を

設置しな

い市町

村にあっ

ては、当

該市町

村の市

町村長)

地区居

住者等

による、

共同して

の、市町

村防災

会議に

対する、

市町村

地域防

災計画

に地区

防災計

画を定

めること

の提案

提案を

踏まえ

て市町

村地域

防災計

画に地

区防災

計画を

定める

必要が

あると認

めるとき

は、地区

防災計

画を定

め、定め

る必要

がないと

決定した

ときは、

その旨

及びそ

の理由

を通知

393
都道府県相互間地域防

災計画

災害対策基本法第43条

第１項

都道府

県防災

会議の

協議会

都道府

県相互

の間に

おいて、

計画を

作成す

ることが

必要か

つ効果

的であ

ると認め

るとき

は、協議

により規

約を定

め、都道

府県防

災会議

の協議

会を設

置する

ことがで

きる

394
市町村相互間地域防災

計画

災害対策基本法第44条

第１項

市町村

防災会

議の協

議会

市町村

相互の

間にお

いて、計

画を作

成する

ことが必

要かつ

効果的

であると

認めると

きは、協

議により

規約を

定め、市

町村防

災会議

の協議

会を設

置する

ことがで

きる

395
水資源開発基本計画

（「基本計画」）

水資源開発促進法（昭和

36年法律第217号）第４

条第１項

国土交

通大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

396

立体交差化計画、構造

改良計画又は歩行者等

立体横断施設整備計画

（「立体交差化計画等」）

踏切道改良促進法（昭和

36年法律第195号）第４

条第１項

鉄道事

業者及

び道路

管理者

鉄道事

業者及

び道路

管理者

の協議

397

立体交差化計画、構造

改良計画又は歩行者等

立体横断施設整備計画

（「立体交差化計画等」）

踏切道改良促進法第４

条第６項

国土交

通大臣

398

都道府県における果樹

農業の振興を図るため

の計画（「果樹農業振興

計画」）

果樹農業振興特別措置

法（昭和36年法律第15

号）第２条の３第１項

都道府

県知事

399
特定身体障害者の採用

に関する計画

障害者の雇用の促進等

に関する法律（昭和35年

法律第123号）第48条第

１項

国及び

地方公

共団体

の任命

権者

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

都道府

県知事

への報

告

計画の

要旨の

公表

報告を

受けた

都道府

県知事

は、都道

府県防

災会議

の意見

を聴くも

のとし、

必要が

あると認

めるとき

は、当該

市町村

防災会

議に対

し、必要

な助言

又は勧

告をす

ることが

できる

内閣総

理大臣

への報

告

計画の

要旨の

公表

報告を

受けた

内閣総

理大臣

は、中央

防災会

議の意

見を聴く

ものと

し、必要

があると

認めると

きは、都

道府県

防災会

議に対

し、必要

な助言

又は勧

告をす

ることが

できる

都道府

県知事

への報

告

計画の

要旨の

公表

報告を

受けた

都道府

県知事

は、都道

府県防

災会議

の意見

を聴くも

のとし、

必要が

あると認

めるとき

は、市町

村防災

会議に

対し、必

要な助

言又は

勧告を

すること

ができる

関係都

道府県

知事の

意見聴

取

国土審

議会の

意見聴

取

閣議の

決定を

経る

計画の

公示

鉄道事

業者及

び道路

管理者

は、協議

が成立

せず、又

は協議

をするこ

とができ

ないとき

は、国土

交通大

臣に裁

定を申

請する

ことがで

き、裁定

をした場

合には、

当該協

議が成

立したも

のとみな

す

道路管

理者は、

国土交

通大臣

に意見

を提出し

ようとす

るとき

は、指定

区間外

の国道

にあって

は道路

管理者

である

地方公

共団体

の議会

に諮問

し、その

他の道

路にあっ

ては道

路管理

者であ

る地方

公共団

体の議

会の議

決を経

る

国土交

通大臣

への提

出（立体

交差化

計画等

（鉄道事

業者及

び都道

府県又

は指定

市であ

る道路

管理者

が行うも

のを除

く。）は、

都道府

県知事

経由）

当該踏

切道に

係る鉄

道事業

者の意

見聴取

果樹農

業に関し

学識経

験を有

する者

の意見

聴取

農林水

産大臣

への提

出

計画の

概要の

公表

厚生労

働大臣

への通

報

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

400
住宅地区改良事業の事

業計画

住宅地区改良法（昭和

35年法律第84号）第５条

第１項

施行者

（市町村

又は都

道府県）

○国土

交通大

臣への

協議（市

町村に

あって

は、都道

府県を

通じた協

議）

○関係

のある

地区施

設の設

置につ

いて許

可、認可

その他

の処分

をする

権限を

有する

行政機

関への

協議

事業計

画又は

その変

更に関

係のあ

改良地

区内に

おいて

住宅経

営をしよ

うとする

地方公

共団体

への協

議

事業計

画又は

その変

更に関

係のあ

る公共

施設の

管理者

又は管

理者とな

るべき

者及び

一団地

の住宅

施設に

関する

都市計

画事業

を行う者

への協

議

401
工業団地造成事業に関

する施行計画

首都圏の近郊整備地帯

及び都市開発区域の整

備に関する法律（昭和33

年法律第98号）第18条

第１項

地方公

共団体

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者等

への協

議

402

造成敷地等の処分及び

管理に関する計画（「処

分管理計画」）

首都圏の近郊整備地帯

及び都市開発区域の整

備に関する法律第19条

第１項

地方公

共団体

関係の

ある公

共施設

の管理

者又は

管理者

となるべ

き者そ

の他政

令で定

める者

への協

議

403 施設整備基本計画

義務教育諸学校等の施

設費の国庫負担等に関

する法律（昭和33年法律

第81号）第11条第１項

文部科

学大臣

404

地方公共団体が設置す

る義務教育諸学校等施

設の整備に関する施設

整備計画

義務教育諸学校等の施

設費の国庫負担等に関

する法律第12条第２項

地方公

共団体

405

下水道の整備に関する

総合的な基本計画（「流

域別下水道整備総合計

画」）

下水道法（昭和33年法

律第79号）第２条の２第

１項

都道府

県

２以上

の都府

県の区

域にわ

たる水

系に係

る河川

その他

の公共

の水域

等の全

部又は

一部に

ついて

の計画

を定め

ようとす

るとき

は、国土

交通大

臣への

協議（国

土交通

大臣は、

環境大

臣に協

議）

下水道

相互間

の広域

的な連

携によ

る下水

道の管

理の効

率化に

関し必

要な協

議を行う

ための

協議会

を組織

すること

ができる

406 公共下水道の事業計画 下水道法第４条第１項

公共下

水道管

理者

都道府

県知事

（都道府

県が設

置する

公共下

水道の

事業計

画等に

あって

は、国土

交通大

臣）への

協議（一

定の場

合は、当

該協議

は不要）

下水道

相互間

の広域

的な連

携によ

る下水

道の管

理の効

率化に

関し必

要な協

議を行う

ための

協議会

を組織

すること

ができる

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

事業計

画を定

めた旨

の告示

及び告

示をした

旨の改

良地区

内の適

当な場

所への

掲示

都県に

あっては

国土交

通大臣

への、そ

の他の

者にあっ

ては都

県知事

への届

出

国土交

通大臣

への届

出

国土交

通大臣

は、届出

があった

場合に

おいて

は、関係

行政機

関の長

の意見

を聴き、

この法

律等の

趣旨に

照らして

必要が

あると認

めるとき

は、当該

計画の

変更を

求める

ことがで

きる

公表

交付金

を受ける

場合に

は、文部

科学大

臣への

提出（市

町村（特

別区を

含む。）

にあって

は、都道

府県の

教育委

員会を

経由）

公表

○関係

市町村

の意見

聴取

○２以

上の都

府県の

区域に

わたる

水系に

係る河

川その

他の公

共の水

域等の

全部又

は一部

について

の計画

を定め

ようとす

るとき

は、関係

都府県

及び関

係市町

村の意

見聴取

協議を

受けた

国土交

通大臣

は、政令

で定め

る場合

を除き、

保健衛

生上の

観点か

らする

環境大

臣の意

見を聴

取

都道府

県であ

る公共

下水道

管理者

は、流域

別下水

道整備

総合計

画が定

められ

ている

地域に

おいて

計画を

定めたと

きは、国

土交通

大臣に

届出

届出を

受けた

国土交

通大臣

は、政令

で定め

る場合

を除き、

当該届

出の内

容を環

境大臣

に通知

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

407 流域下水道の事業計画
下水道法第25条の11第

１項

流域下

水道管

理者

国土交

通大臣

（市町村

が設置

する流

域下水

道の事

業計画

等にあっ

ては、都

道府県

知事）へ

の協議

（一定の

場合に

は、当該

協議は

不要）

下水道

相互間

の広域

的な連

携によ

る下水

道の管

理の効

率化に

関し必

要な協

議を行う

ための

協議会

を組織

すること

ができる

408

地すべり防止区域に係る

地すべり防止工事に関

する基本計画

地すべり等防止法（昭和

33年法律第30号）第９条

都道府

県知事

409
地すべり防止工事に関

する実施計画

地すべり等防止法第11

条第２項

国又は

地方公

共団体

都道府

県知事

への協

議

410 関連事業計画
地すべり等防止法第24

条第１項

市町村

長

都道府

県知事

は、計画

の概要

を作成

し、地す

べり防

止区域

の存す

る市町

村の長

にこれを

提示し

て、計画

を作成

するよう

勧告す

ることが

できる

411

水道の広域的な整備に

関する基本計画（「広域

的水道整備計画」）

水道法（昭和32年法律

第177号）第５条の２第２

項

都道府

県知事

地方公

共団体

は、関係

地方公

共団体

と共同し

て、計画

を定め

るべきこ

とを都道

府県知

事に要

請する

ことがで

きる

関係地

方公共

団体と

の協議

412
国立公園に関する公園

計画

自然公園法（昭和32年

法律第161号）第７条第

１項

環境大

臣

413
国定公園に関する公園

計画
自然公園法第７条第２項

環境大

臣

関係都

道府県

の申出

414

国立公園における生態

系維持回復事業に関す

る計画（「生態系維持回

復事業計画」）

自然公園法第38条第１

項

環境大

臣及び

生態系

維持回

復事業

を行おう

とする国

の機関

の長

415

国定公園における生態

系維持回復事業に関す

る計画（「生態系維持回

復事業計画」）

自然公園法第38条第２

項

都道府

県知事

416

庁舎等の使用調整に関

する計画（「庁舎等使用

調整計画」）

国の庁舎等の使用調整

等に関する特別措置法

（昭和32年法律第115

号）第４条第１項

財務大

臣

各省各

庁の長

による

毎会計

年度末

現在に

おける

庁舎等

使用現

況及び

見込報

告書の

作成及

び財務

大臣へ

の送付

等

417

特定の国有財産の取得

及び処分の基本的事項

に関する計画（「特定国

有財産整備計画」）

国の庁舎等の使用調整

等に関する特別措置法

第５条

財務大

臣

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

協議（雨

水流域

下水道

に係るも

のを除

く。）を受

けた国

土交通

大臣は、

政令で

定める

場合を

除き、保

健衛生

上の観

点から

する環

境大臣

の意見

を聴取

関係市

町村の

意見聴

取

都道府

県であ

る流域

下水道

管理者

は、流域

別下水

道整備

総合計

画が定

められ

ている

地域に

おいて

計画を

定めたと

きは、国

土交通

大臣に

届出

届出を

受けた

国土交

通大臣

は、政令

で定め

る場合

を除き、

当該届

出の内

容を環

境大臣

に通知

関係市

町村（特

別区を

含む。）

の長の

意見聴

取

主務大

臣への

提出

勧告に

応じて計

画を作

成しよう

とすると

きは、当

該計画

に係る

事項に

ついて

利害関

係を有

する者

又はこ

れらの

者の組

織する

団体の

意見聴

取

計画の

内容の

公表（努

力）

当該都

道府県

の議会

の同意

関係地

方公共

団体へ

の通知

厚生労

働大臣

への報

告

関係都

道府県

の意見

聴取

中央環

境審議

会の意

見聴取

計画の

概要を

官報で

の公示

及び公

園計画

の一般

の閲覧

中央環

境審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

官報で

の公示

及び公

園計画

の一般

の閲覧

中央環

境審議

会の意

見聴取

中央環

境審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

公示

財政制

度等審

議会の

意見聴

取

関係の

各省各

庁の長

への通

知

関係の

各省各

庁の長

の意見

聴取

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

418

駐車場整備地区におけ

る路上駐車場及び路外

駐車場の整備に関する

計画（「駐車場整備計

画」）

駐車場法（昭和32年法

律第106号）第４条第１

項

市町村

駐車場

整備地

区にお

ける路

上駐車

場及び

路外駐

車場の

需要及

び供給

の現況

及び将

来の見

通しを勘

案

都道府

県との

協議

419
高速自動車国道の新設

に関する整備計画

高速自動車国道法（昭和

32年法律第79号）第５条

第１項

国土交

通大臣

420
高速自動車国道の改築

に関する整備計画

高速自動車国道法第５

条第３項

国土交

通大臣

421

国土開発幹線自動車道

の予定路線のうち建設を

開始すべき路線の建設

に関する基本計画（「基

本計画」）

国土開発幹線自動車道

建設法（昭和32年法律

第68号）第５条第１項

国土交

通大臣

政府に

よる国

土開発

幹線自

動車道

の予定

路線に

係る建

設線の

基本計

画の立

案のた

め必要

な基礎

調査

422

多目的ダムの建設に関

する基本計画（「基本計

画」）

特定多目的ダム法（昭和

32年法律第35号）第４条

第１項

国土交

通大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

423
献血の推進に関する計

画（「献血推進計画」）

安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する

法律（昭和31年法律第

160号）第10条第１項

厚生労

働大臣

424

都道府県における献血

の推進に関する計画

（「都道府県献血推進計

画」）

安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する

法律第10条第４項

都道府

県

425

血液製剤の安定供給に

関する計画（「需給計

画」）

安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する

法律第25条第１項

厚生労

働大臣

採血事

業者及

び血液

製剤の

製造販

売業者

等によ

る翌年

度にお

いて供

給すると

見込ま

れる原

料血漿

の量等

の厚生

労働大

臣への

届出

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

○都道

府県公

安委員

会の意

見聴取

○関係

のある

道路管

理者（国

土交通

大臣が

維持を

行う道

路にあっ

ては、国

土交通

大臣）の

意見聴

取

一定事

項につ

いて、関

係のあ

る道路

管理者

及び都

道府県

公安委

員会へ

の通知

公表（努

力）

関係都

道府県

（指定都

市の区

域内に

おける

整備計

画にあっ

ては、当

該指定

都市）の

意見聴

取

一定事

項につ

いて、国

土開発

幹線自

動車道

建設会

議の議

を経る

高速自

動車国

道の区

域の決

定及び

公示並

びにこ

れを表

示した図

面の一

般の縦

覧

関係都

道府県

（指定都

市の区

域内に

おける

整備計

画にあっ

ては、当

該指定

都市）の

意見聴

取

一定事

項につ

いて、国

土開発

幹線自

動車道

建設会

議の議

を経る

国土開

発幹線

自動車

道建設

会議の

議を経

る

公表

公表さ

れた事

項に関し

利害関

係を有

する者

は、公表

の日か

ら30日

以内に、

国の行

政機関

の長に

その意

見を申し

出ること

ができる

（国の行

政機関

の長は、

これをし

んしゃく

して、必

要な措

置を採ら

なけれ

ばならな

い）

関係都

道府県

知事及

び基本

計画に

定めら

れるべ

き、又は

定めら

れたダ

ム使用

権の設

定予定

者の意

見聴取

関係都

道府県

知事は、

意見を

述べよう

とすると

きは、当

該都道

府県の

議会の

議決を

経る

計画を

作成し、

変更し、

又は廃

止した旨

の関係

行政機

関の長、

関係都

道府県

知事及

びダム

使用権

の設定

予定者

への通

知

計画を

作成し、

変更し、

又は廃

止した旨

の公示

薬事・食

品衛生

審議会

の意見

聴取

公表

厚生労

働大臣

への提

出

公表（努

力）

薬事・食

品衛生

審議会

の意見

聴取

公表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

426

海岸保全区域等に係る

海岸の保全に関する基

本計画（「海岸保全基本

計画」）

海岸法（昭和31年法律

第101号）第２条の３第１

項

都道府

県知事

海岸の

保全に

関し必

要な措

置につ

いて協

議を行う

ための

協議会

を組織

すること

ができる

427

首都圏整備計画（首都圏

の建設とその秩序ある発

展を図るため必要な首都

圏の整備に関する計画）

首都圏整備法（昭和31

年法律第83号）第22条

第１項

国土交

通大臣

428
奄美群島振興開発計画

（「振興開発計画」）

奄美群島振興開発特別

措置法（昭和29年法律

第189号）第５条第１項

鹿児島

県

奄美群

島内の

市町村

は、計画

が定め

られてい

ない場

合には、

単独で

又は共

同して、

鹿児島

県に対

し、案を

添えて

計画を

定める

ことを要

請する

ことがで

きる

鹿児島

県は、奄

美群島

内の市

町村（計

画を定

めること

の要請

をした市

町村を

除く。）に

対し、当

該市町

村に係

る振興

開発計

画の案

を作成し

提出す

るよう求

める

奄美群

島市町

村から

要請が

あったと

きは、鹿

児島県

は、速や

かに、計

画を定

めるよう

努める

国土交

通大臣、

総務大

臣、農林

水産大

臣、文部

科学大

臣、厚生

労働大

臣、経済

産業大

臣及び

環境大

臣への

協議

国土交

通大臣、

総務大

臣、農林

水産大

臣、文部

科学大

臣、厚生

労働大

臣、経済

産業大

臣及び

環境大

臣の同

意（同意

をしよう

とすると

きは、関

係行政

機関の

長への

協議）

429 交付金事業計画
奄美群島振興開発特別

措置法第８条第１項

鹿児島

県

奄美群

島市町

村その

他の者

が実施

する事

業に係

る事項

を記載し

ようとす

るとき

は、それ

らの者

の同意

430

奄美群島市町村の区域

の特性に応じた農林水産

業の振興、商工業の振

興、情報通信業の振興、

観光の振興その他の産

業の振興を促進するた

めの計画（「産業振興促

進計画」）

奄美群島振興開発特別

措置法第11条第１項

奄美群

島市町

村（奄美

群島内

の市町

村）

計画に

記載しよ

うとする

一定事

業を実

施しよう

とする者

等は、奄

美群島

市町村

に対し

て、産業

振興促

進計画

を作成

すること

を提案

すること

ができる

提案に

基づき

計画を

作成す

るか否

かにつ

いて、当

該提案

をした者

に通知

（計画を

作成しな

いことと

するとき

は、その

理由を

明示）

一定事

項につ

いて、実

施主体

として定

めようと

する者

の同意

431
土地区画整理事業の事

業計画

土地区画整理法（昭和

29年法律第119号）第52

条第１項

都道府

県又は

市町村

公衆の

縦覧（２

週間）

（市町村

にあって

は、あら

かじめ

事業計

画の都

道府県

知事へ

の送付）

計画のうち、海岸

保全施設の整備

に関する事項で政

令で定めるものに

ついては、関係海

岸管理者が作成

する案に基づいて

定める

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

関係市

町村長

の意見

聴取

○関係

海岸管

理者の

意見聴

取

○必要

があると

認めると

きは、海

岸に関し

学識経

験を有

する者

の意見

聴取

関係海

岸管理

者によ

る、必要

があると

認めると

きにおけ

る、公聴

会の開

催等関

係住民

の意見

を反映さ

せるた

めに必

要な措

置

主務大

臣への

提出

公表

関係行

政機関

の長の

意見聴

取

関係都

県の意

見聴取

国土交

通大臣

は、関係

都県か

ら意見

の申出

を受けた

ときは、

遅滞なく

これに

回答す

るものと

する

国土審

議会の

意見聴

取

公表

公表さ

れた事

項に関し

利害関

係を有

する者

は、公表

の日か

ら30日

以内に、

国土交

通大臣

に意見

を申し出

ることが

できる

（国土交

通大臣

は、その

申出を

考慮して

必要な

措置を

講じなけ

ればな

らない）

○奄美

群島市

町村に

よる住

民の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

○鹿児

島県は、

案の提

出を受

けたとき

は、当該

案の内

容をでき

る限り反

映（努

力）

公表（努

力）

奄美群

島市町

村その

他の関

係者の

意見聴

取（努

力）

交付金

を充てる

場合に

は、事業

所管大

臣への

提出

公表（努

力）

主務大

臣の認

定

○計画

に一定

事項が

記載さ

れてい

る場合

におい

て、認定

をしよう

とすると

きは、関

係行政

機関の

長の同

意

○認定

に関す

る処理

期間（３

月以内

において

速やか

に）

主務大

臣によ

る認定

をした旨

の公示

利害関

係者は、

縦覧期

間満了

の日の

翌日か

ら起算し

て２週間

を経過

する日

までに、

都道府

県知事

に意見

書を提

出する

ことがで

きる（都

市計画

において

定めら

れた事

項を除

く。）

都道府

県知事

は、都道

府県都

市計画

審議会

が意見

書に係

る意見

を採択

すべき

であると

議決した

場合に

おいて

は、自ら

必要な

修正を

加え、採

択すべ

きでない

と議決し

た場合

において

は、その

旨を通

知

都道府

県知事

による、

意見書

の提出

があった

場合に

おける、

都道府

県都市

計画審

議会へ

の付議

事業計

画にお

いて定

める設

計の概

要につ

いて、都

道府県

にあって

は国土

交通大

臣の、市

町村に

あっては

都道府

県知事

の認可

認可をし

た国土

交通大

臣によ

る関係

市町村

長への、

都道府

県知事

による

国土交

通大臣

及び関

係市町

村長へ

の、施行

地区等

及び設

計の概

要を表

示する

図書の

写しの

送付

施行者

の名称、

事業施

行期間、

施行地

区その

他国土

交通省

令で定

める事

項の公

告及び

市町村

長によ

る一定

図書の

当該市

町村の

事務所

における

公衆の

縦覧

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

432
土地区画整理事業の事

業計画

土地区画整理法第66条

第１項

国土交

通大臣

公衆の

縦覧（２

週間）

433 換地計画
土地区画整理法第86条

第１項

施行者

（都道府

県又は

市町村、

国土交

通大臣）

公衆の

縦覧（２

週間）

434

都道府県における酪農

及び肉用牛生産の近代

化を図るための計画

（「都道府県計画」）

酪農及び肉用牛生産の

振興に関する法律（昭和

29年法律第182号）第２

条の３第１項

都道府

県知事

一定事

項につ

いて、農

林水産

大臣へ

の協議

435

市町村における酪農及

び肉用牛生産の近代化

を図るための計画（「市

町村計画」）

酪農及び肉用牛生産の

振興に関する法律第２条

の４第１項

市町村

長

一定事

項につ

いて、都

道府県

知事へ

の協議

436 集約酪農振興計画

酪農及び肉用牛生産の

振興に関する法律第３条

第２項

都道府

県知事

437

都道府県における特定

高性能農業機械の導入

に関する計画（「導入計

画」）

農業機械化促進法（昭和

28年法律第252号）第５

条の３第１項

都道府

県知事

438

特定港湾施設整備事業

の基本計画（「整備計

画」）

港湾整備促進法（昭和

28年法律第170号）第３

条第１項

国土交

通大臣

関係港

湾管理

者に対

し、当該

港湾の

特定港

湾施設

整備事

業に関

する資

料の提

出を求

める

439 離島振興計画

離島振興法（昭和28年

法律第72号）第４条第１

項

関係都

道府県

その全

部又は

一部の

区域が

一の離

島振興

対策実

施地域

である

市町村

は、計画

を定め

ることを

要請す

ることが

でき、要

請が

あったと

きは、都

道府県

は、計画

を定め

る

関係都

道府県

は、当該

市町村

に係る

計画の

案を作

成し、当

該都道

府県に

提出す

るよう求

める

市町村

から案

の提出

を受けた

都道府

県は、計

画を定

めるに

当たって

は、当該

案の内

容をでき

る限り反

映させる

よう努め

る

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

利害関

係者は、

意見書

を提出

すること

ができる

（都市計

画にお

いて定

められ

た事項

を除く。）

意見書

に係る

意見を

採択す

べきであ

ると認め

るとき

は、必要

な修正

を加え、

その意

見を採

択すべ

きでない

と認める

ときは、

その旨

を通知

意見書

の内容

を審査し

ようとす

るときに

おける、

施行地

区となる

べき区

域の属

する都

道府県

に置か

れる都

道府県

都市計

画審議

会の意

見聴取

利害関

係者は、

縦覧期

間内に、

施行者

に意見

書を提

出する

ことがで

きる

施行者

は、意見

書に係

る意見

を採択

すべき

であると

認めると

きは必

要な修

正を加

え、その

意見を

採択す

べきでな

いと認め

るときは

その旨

を通知

○縦覧

に供す

べき計

画を作

成しよう

とする場

合等に

おける

土地区

画整理

審議会

の意見

聴取

○意見

書が農

地に係

る等の

場合に

は、管轄

する農

業委員

会の意

見聴取

施行者

が市町

村であ

るとき

は、都道

府県知

事の認

可

一定部

分につ

いて、農

林水産

大臣へ

の報告

公表（努

力）

一定部

分につ

いて、都

道府県

知事へ

の報告

公表（努

力）

区域内

にある

市町村

の意見

聴取

区域内

にある

農業協

同組合

等及び

その区

域内に

おいて

乳業を

行う者

の意見

聴取

集約酪

農地域

としての

指定の

申請を

するに

は、農林

水産大

臣への

提出

公表

交通政

策審議

会の議

を経る

内閣の

承認

関係港

湾管理

者に対

する当

該港湾

に係る

整備計

画の通

知

離島振

興対策

実施地

域の住

民の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置

○主務

大臣へ

の提出

○計画

の内容

の関係

市町村

への通

知

○計画

の提出

があった

場合に

おける

主務大

臣によ

るその

内容の

関係行

政機関

の長へ

の通知

○関係

行政機

関の長

は、その

意見を

主務大

臣に申し

出ること

ができる

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

440
離島活性化交付金等事

業計画

離島振興法第７条の２第

１項

都道府

県

離島関

係市町

村等が

実施す

る事業

等に係

る事項

を記載し

ようとす

るとき

は、その

同意

441
都道府県農山漁村電気

導入計画

農山漁村電気導入促進

法（昭和27年法律第358

号）第２条第１項

都道府

県知事

当該農

山漁村

にある

農業、林

業又は

漁業を

営む者

が組織

する農

林漁業

団体で

電気の

導入の

事業を

行おうと

する者

の申請

442
全国農山漁村電気導入

計画

農山漁村電気導入促進

法第３条

農林水

産大臣

経済産

業大臣

との協

議

443 保護水面の管理計画

水産資源保護法（昭和

26年法律第313号）第17

条第１項

都道府

県知事

又は農

林水産

大臣

都道府

県知事

にあって

は、農林

水産大

臣への

協議

都道府

県知事

にあって

は、農林

水産大

臣の同

意

444

国立研究開発法人水産

総合研究センターが実施

すべき人工ふ化放流に

関する計画

水産資源保護法第20条

第１項

農林水

産大臣

445 全国森林計画
森林法（昭和26年法律

第249号）第４条第１項

農林水

産大臣

環境大

臣その

他関係

行政機

関の長

への協

議

446

森林整備保全事業に関

する計画（「森林整備保

全事業計画」）

森林法第４条第５項
農林水

産大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

447 地域森林計画 森林法第５条第１項
都道府

県知事

計画を

たて、又

はこれを

変更しよ

うとする

旨の公

告及び

計画の

案の公

衆の縦

覧（当該

公告の

日から

おおむ

ね30日

間の期

間を定

める）

一定事

項を除

き、農林

水産大

臣への

協議

協議事

項のうち

一定事

項につ

いては、

農林水

産大臣

の同意

448
国有林の地域別の森林

計画
森林法第７条の２

森林管

理局長

計画を

たて、又

はこれを

変更しよ

うとする

旨の公

告及び

計画の

案の公

衆の縦

覧（当該

公告の

日から

おおむ

ね30日

間の期

間を定

める）

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

離島関

係市町

村等の

意見聴

取

交付金

等を充

てる場

合には、

事業等

所管大

臣への

提出

その事

業により

電気の

導入が

されるこ

ととなる

地域を

管轄す

る市町

村長の

意見聴

取

農林水

産大臣

への提

出

農林水

産大臣

にあって

は、保護

水面の

属する

水面を

管轄す

る都道

府県知

事の意

見聴取

（意見を

述べよう

とする都

道府県

知事は、

海区漁

業調整

委員会

又は内

水面漁

場管理

委員会

の意見

聴取）

都道府

県知事

にあって

は、保護

水面に

応じて海

区漁業

調整委

員会又

は内水

面漁場

管理委

員会の

意見聴

取

水産政

策審議

会の意

見聴取

国立研

究開発

法人水

産総合

研究セ

ンターへ

の通知

公表

都道府

県知事

の意見

聴取

林政審

議会の

意見聴

取

閣議の

決定を

経る

環境大

臣その

他関係

行政機

関の長

及び都

道府県

知事へ

の通知

計画の

概要の

公表

都道府

県知事

の意見

聴取

林政審

議会の

意見聴

取

閣議の

決定を

経る

関係行

政機関

の長及

び都道

府県知

事への

通知

計画の

概要の

公表

森林計

画の区

域内に

国有林

があると

きは、併

せて関

係森林

管理局

長の意

見聴取

縦覧期

間満了

後、当該

地域森

林計画

の案に

ついて、

関係市

町村長

の意見

聴取

縦覧期

間満了

の日ま

でに、理

由を付し

た文書

をもっ

て、意見

を申し立

てること

ができる

都道府

県森林

審議会

の意見

を聴く場

合には、

申立て

があった

意見の

要旨を

都道府

県森林

審議会

に提出

縦覧期

間満了

後にお

ける都

道府県

森林審

議会の

意見聴

取

○関係

市町村

長への

通知

○一定

事項に

ついて

は、農林

水産大

臣への

届出

農林水

産大臣

への報

告

公表（申

立てが

あった意

見の要

旨及び

当該意

見の処

理の結

果を併

せて公

表）

縦覧期

間満了

後、当該

森林計

画の案

につい

て、関係

都道府

県知事

及び関

係市町

村長の

意見聴

取

縦覧期

間満了

の日ま

でに、当

該森林

管理局

長に、理

由を付し

た文書

をもっ

て、意見

を申し立

てること

ができる

関係都

道府県

知事及

び関係

市町村

長への

通知

公表（申

立てが

あった意

見の要

旨及び

当該意

見の処

理の結

果を併

せて公

表）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

449 市町村森林整備計画 森林法第10条の５第１項 市町村

計画を

たて、又

はこれを

変更しよ

うとする

旨の公

告及び

計画の

案の公

衆の縦

覧（当該

公告の

日から

おおむ

ね30日

間の期

間を定

める）

縦覧期

間満了

後、都道

府県知

事への

協議

450

国有林野の管理経営に

関する基本計画（「管理

経営基本計画」）

国有林野の管理経営に

関する法律（昭和26年法

律第246号）第４条第１

項

農林水

産大臣

計画を

定め、又

はこれを

変更しよ

うとする

旨の公

告及び

計画の

案の公

衆の縦

覧（当該

公告の

日から

30日間）

451

国有林野の管理経営に

関する計画（「地域管理

経営計画」）

国有林野の管理経営に

関する法律第６条第１項

森林管

理局長

計画の

策定及

び変更

をしよう

とする旨

の公告

及び当

該地域

管理経

営計画

の案の

公衆の

縦覧（当

該公告

の日か

ら30日

間）

452
公衆の保健の用に供す

るための計画

国有林野の管理経営に

関する法律第６条の２第

１項

森林管

理局長

453
公営住宅建替事業に関

する計画（「建替計画」）

公営住宅法（昭和26年

法律第193号）第37条第

１項

事業主

体（公営

住宅を

供給を

行う地

方公共

団体）

454

国の機関が行う国土調

査及び都道府県が行う

基本調査の基礎計画

国土調査法（昭和26年

法律第180号）第３条第

１項

計画は、

国土交

通省令

で定め

る

455
国の機関が行う国土調

査の実施計画
国土調査法第４条第１項

調査を

行う国

の機関

456
基本調査の実施に関す

る計画
国土調査法第５条第１項

都道府

県

457
土地分類調査等の実施

に関する計画
国土調査法第５条第２項

都道府

県

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

森林及

び林業

に関し学

識経験

を有す

る者の

意見聴

取

森林計

画の区

域内に

国有林

があると

きにおけ

る、縦覧

期間満

了後の、

必要に

応じた、

関係森

林管理

局長の

意見聴

取

縦覧期

間満了

の日ま

でに、市

町村の

長に、理

由を付し

た文書

をもっ

て、意見

を申し立

てること

ができる

公表（申

立てが

あった意

見の要

旨及び

当該意

見の処

理の結

果を併

せて公

表）

縦覧期

間満了

の日ま

でに、農

林水産

大臣に

対し、理

由を付し

た文書

をもっ

て、意見

を申し立

てること

ができる

縦覧期

間満了

後、申立

てがあっ

た意見

の要旨

を付し

て、林政

審議会

の意見

聴取

公表（申

立てが

あった意

見の要

旨及び

当該意

見の処

理の結

果を併

せて公

表）

計画の

案に意

見があ

る者は、

縦覧期

間満了

の日ま

でに、農

林水産

大臣に

対し、理

由を付し

た文書

をもっ

て、意見

を申し立

てること

ができる

縦覧期

間満了

後、申立

てがあっ

た意見

の要旨

を付し

て、関係

都道府

県知事、

関係市

町村長

及び一

定事項

に関し学

識経験

を有す

る者の

意見を

聴取

公表（申

立てが

あった意

見の要

旨及び

当該意

見の処

理の結

果を併

せて公

表）

公表

公営住

宅建替

事業に

より除却

すべき

公営住

宅又は

共同施

設の用

途の廃

止につ

いて、国

土交通

大臣の

承認（市

町村が

承認を

求めると

きは、都

道府県

知事を

経由）

当該用

途廃止

に係る

公営住

宅建替

事業に

より除却

すべき

公営住

宅の入

居者（そ

の承認

があった

日にお

ける入

居者に

限る。）

に対す

る国土

交通大

臣の承

認を得

た旨の

通知

国土交

通大臣

の承認

国土交

通大臣

への届

出と国

土交通

大臣に

よる計

画の審

査又は

当該届

出に係

る計画

の変更

の勧告

若しくは

必要な

助言

届出に

係る計

画の審

査結果

等に基

づく国土

調査とし

ての指

定及び

公示

国土交

通大臣

への届

出と国

土交通

大臣に

よる計

画の審

査又は

当該届

出に係

る計画

の変更

の勧告

若しくは

必要な

助言

届出に

係る計

画の審

査結果

等に基

づく国土

調査とし

ての指

定及び

公示

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

458
土地分類調査等の実施

に関する計画
国土調査法第６条第１項

市町村

又は土

地改良

区等

459
地籍調査に関する特定

計画

国土調査法第６条の２第

１項

国土交

通大臣

関係都

道府県

との協

議

460
地籍調査に関する都道

府県計画

国土調査法第６条の３第

1項

都道府

県

461 事業計画
国土調査法第６条の３第

２項

都道府

県

関係市

町村又

は土地

改良区

等との

協議

国土交

通大臣

への協

議

462
地籍調査の実施に関す

る計画

国土調査法第６条の４第

２項

都道府

県、市町

村又は

土地改

良区等

463 市町村地域福祉計画
社会福祉法（昭和26年

法律第45号）第107条
市町村

464
都道府県地域福祉支援

計画
社会福祉法第108条

都道府

県

465

職員の保健、元気回復そ

の他厚生に関する事項

についての計画

地方公務員法（昭和25

年法律第261号）第42条

地方公

共団体

466

国際戦略港湾、国際拠

点港湾又は重要港湾に

関する、港湾の開発、利

用及び保全並びに港湾

に隣接する地域の保全

に関する政令で定める

事項に関する計画（「港

湾計画」）

港湾法（昭和25年法律

第218号）第３条の３第１

項

国際戦

略港湾、

国際拠

点港湾

又は重

要港湾

の港湾

管理者

港湾運

営会社

の指定

を受けた

者又は

国際拠

点港湾

における

埠頭群

を運営

する者と

しての指

定を受

けた者

によるそ

の指定

をした港

湾管理

者に対

する計

画を変

更する

ことの提

案

提案に

基づき

港湾計

画を変

更する

か否か

につい

て、当該

提案をし

た者に

通知（港

湾計画

を変更し

ないこと

とすると

きは、そ

の理由

を明らか

にしなけ

ればな

らない）

○「港湾

広域防

災協議

会」を組

織する

ことがで

きる

○「国際

戦略港

湾運営

効率化

協議会」

を組織

すること

ができる

467

地方港湾に関する、港湾

の開発、利用及び保全

並びに港湾に隣接する

地域の保全に関する政

令で定める事項に関す

る計画（「港湾計画」）

港湾法（昭和25年法律

第218号）第３条の３第

10項

地方港

湾の港

湾管理

者

「港湾広

域防災

協議会」

を組織

すること

ができる

468

輸入ばら積み貨物の海

上運送の共同化の促進

に資する特定貨物輸入

拠点港湾の効果的な利

用の推進を図るための

計画（「特定利用推進計

画」）

港湾法第50条の６第１項

特定貨

物輸入

拠点港

湾の港

湾管理

者

行政財

産の貸

付けが

公正な

手続に

従つて

行われ

ることを

確保す

るため

に必要

な措置

一定事

項を定

めようと

するとき

は、当該

事項に

係る他

の港湾

の港湾

管理者

への協

議

「特定貨

物輸入

拠点港

湾利用

推進協

議会」を

組織す

ることが

できる

定めよう

とする一

定事項

に係る

特定埠

頭が一

定の港

湾施設

を含むも

のであ

るとき

は、国土

交通大

臣の同

意

一定事

項を定

めようと

するとき

は、その

実施主

体として

定めよう

とする者

の同意

469

都道府県におけるその改

良増殖に関する計画

（「家畜改良増殖計画」）

家畜改良増殖法（昭和

25年法律第209号）第３

条の３第１項

都道府

県知事

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

都道府

県知事

への届

出と都

道府県

知事に

よる計

画の審

査又は

当該届

出に係

る計画

の変更

の勧告

若しくは

必要な

助言

都道府

県知事

による、

届出に

係る計

画の審

査結果

等に基

づく当該

調査の

国土調

査として

の指定

及び公

表（努

力）

関係都

道府県

への通

知

計画の

公示

国土交

通大臣

への報

告

国土交

通大臣

の同意

関係市

町村又

は土地

改良区

等への

通知

公表（努

力）

都道府

県にあっ

ては国

土交通

大臣へ

の、市町

村等に

あっては

都道府

県知事

への届

出

社会福

祉に関

する活

動を行う

者の意

見を反

映させる

ために

必要な

措置（努

力）

内容の

公表（努

力）

公聴会

の開催

等住民

その他

の者の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置（努

力）

内容の

公表（努

力）

地方港

湾審議

会の意

見聴取

○国土

交通大

臣への

提出（軽

易な変

更をした

ときを除

く。）

○軽易

な変更

をしたと

きは、国

土交通

大臣へ

の送付

変更の

措置を

執る必

要がな

い旨の

通知を

受けたと

き等は、

国際戦

略港湾、

国際拠

点港湾

又は重

要港湾

の港湾

管理者

による

当該港

湾計画

の概要

の公示

提出さ

れた計

画につ

いて、国

土交通

大臣に

よる交

通政策

審議会

の意見

聴取

国土交

通大臣

は、提出

された計

画が、当

該港湾

の開発、

利用又

は保全

上著しく

不適当

であると

認めると

きは、変

更すべ

きことを

求める

ことがで

きる（当

該措置

を執る

必要が

ないと認

めるとき

は、その

旨を当

該港湾

管理者

に通知）

地方港

湾審議

会の意

見聴取

計画の

概要の

公示

国土交

通大臣、

一定事

項に係

る実施

主体及

び他の

港湾の

港湾管

理者へ

の送付

公表

畜産に

関する

専門的

知識又

は経験

を有す

る者の

意見聴

取

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

470
国土形成計画（全国計

画）

国土形成計画法（昭和

25年法律第205号）第６

条第１項

国

○国土

交通大

臣によ

る案の

作成

○都道

府県又

は指定

都市に

よるそ

の区域

内にお

ける施

策の効

果を一

層高め

るため

に必要

な計画

の案（変

更の案

を含

む。）を

作成す

ることの

提案

提案を

踏まえ

た全国

計画の

案を作

成する

必要が

あると認

めるとき

は、その

案を作

成（作成

する必

要がな

いと判断

したとき

は、その

旨及び

その理

由を通

知）

環境大

臣その

他関係

行政機

関の長

への協

議

471
国土形成計画（広域地方

計画）

国土形成計画法第９条

第１項

国土交

通大臣

計画区

域内の

市町村

（協議会

の構成

員であ

る市町

村を除

く。）のそ

の区域

内にお

ける施

策の効

果を一

層高め

るため

に必要

な計画

の策定

又は変

更をす

ることの

提案（都

府県を

経由）

提案を

踏まえ

た計画

の策定

又は変

更をす

る必要

があると

認めると

きは、計

画の案

を作成

（その必

要がな

いと判断

したとき

は、その

旨及び

その理

由を、当

該提案

をした市

町村に

通知）

関係各

行政機

関の長

への協

議

○「広域

地方計

画協議

会」を組

織

○広域

地方計

画協議

会にお

ける協

議を経

る

472
発生予察事業に関する

計画

植物防疫法（昭和25年

法律第151号）第23条第

２項

農林水

産大臣

都道府

県の承

諾

473

都道府県に関する、指定

有害動植物につき、地方

公共団体、農業者又はそ

の組織する団体が行う

べき防除の基本となる計

画（「防除計画」）

植物防疫法第24条第２

項

都道府

県知事

農林水

産大臣

による

発生予

察事業

の実施

発生予

察事業

の実施

により得

た資料

に基づ

き、又は

その他

の事情

にかん

がみ、必

要があ

ると認め

るときに

おける、

農林水

産大臣

による

指定有

害動植

物につ

いての

防除計

画の大

綱の策

定及び

関係都

道府県

知事へ

の指示

474

漁港漁場整備事業に関

する長期の計画（「漁港

漁場整備長期計画」）

漁港漁場整備法（昭和

25年法律第137号）第６

条の３第１項

（政府）

農林水

産大臣

による

案の作

成

475
特定漁港漁場整備事業

計画

漁港漁場整備法第17条

第１項

地方公

共団体

計画を

定めよう

とする旨

の公告

及び当

該計画

の案の

公衆へ

の縦覧

（当該公

告の日

からおお

むね20

日間の

期間を

定める）

関係地

方公共

団体と

の協議

関係漁

港管理

者との

協議

476
特定漁港漁場整備事業

計画

漁港漁場整備法第19条

第１項

農林水

産大臣

計画を

定めよう

とする旨

の公告

及び当

該計画

の案の

公衆へ

の縦覧

（当該公

告の日

からおお

むね20

日間の

期間を

定める）

関係地

方公共

団体と

の協議

関係漁

港管理

者との

協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

都道府

県及び

指定都

市の意

見聴取

国土交

通省令

で定め

るところ

による

国民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

○国土

審議会

の調査

審議

○提案

への応

答に当

たって

は、国土

審議会

に当該

提案に

係る計

画の案

の素案

を提出

し、作成

する必

要がな

い旨の

通知をし

ようとす

るとき

は、国土

審議会

の意見

聴取

国土交

通大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

国土交

通省令

で定め

るところ

による

国民の

意見を

反映さ

せるた

めに必

要な措

置

公表

計画を

定め、又

は変更

した旨の

農林水

産大臣

への報

告

告示

関係都

道府県

知事の

意見聴

取

水産政

策審議

会の意

見聴取

農林水

産大臣

の求め

による

閣議の

決定

公表

計画の

案に意

見があ

る者は、

縦覧期

間満了

の日ま

でに、当

該地方

公共団

体に対し

意見書

を提出

すること

ができる

意見書

の提出

があった

ときは、

農林水

産大臣

への届

出には、

当該意

見書の

写しを添

付

農林水

産大臣

への届

出

公表

計画の

案に意

見があ

る者は、

縦覧期

間満了

の日ま

でに、農

林水産

大臣に

対し意

見書を

提出す

ることが

できる

関係広

域漁業

調整委

員会の

意見聴

取

公表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

477
特定漁港漁場整備事業

計画

漁港漁場整備法第19条

の３第１項

農林水

産大臣

計画を

定めよう

とする旨

の公告

及び当

該計画

の案の

公衆へ

の縦覧

（当該公

告の日

からおお

むね20

日間の

期間を

定める）

関係地

方公共

団体と

の協議

当該特

定漁港

漁場整

備事業

の施行

者たる

べき者

及び関

係漁港

管理者

との協

議

478 基幹放送普及計画
放送法（昭和25年法律

第132号）第91条第１項

総務大

臣

479

基幹放送用周波数使用

計画（基幹放送局に使用

させることのできる周波

数及びその周波数の使

用に関し必要な事項を定

める計画）

電波法（昭和25年法律

第131号）第７条第２項

第２号

総務大

臣

480

割り当てることが可能で

ある周波数の表（「周波

数割当計画」）

電波法第26条第１項
総務大

臣

総務大

臣によ

る、電波

の利用

状況を

把握す

るため

に必要

な事項

の調査

等

481 北海道総合開発計画

北海道開発法（昭和25

年法律第126号）第２条

第１項

国

482

自主防除措置の実施に

関する計画（「地区実施

計画」）

森林病害虫等防除法（昭

和25年法律第53号）第７

条の10第１項

一定基

準に適

合する

特定森

林がそ

の区域

内にあ

る市町

村

483

土地改良事業に関する

長期の計画（「土地改良

長期計画」）

土地改良法（昭和24年

法律第195号）第４条の

２第１項

（政府）

農林水

産大臣

による

案の作

成

484

国営土地改良事業又は

都道府県営土地改良事

業に係る土地改良事業

計画

土地改良法第87条第１

項

農林水

産大臣

又は都

道府県

知事

農用地

の改良、

開発、保

全又は

集団化

に関し専

門的知

識を有

する技

術者が

調査（当

該土地

改良事

業のす

べての

効用と

費用とに

ついて

の調査

を含

む。）を

して提出

する報

告に基

づかな

ければ

ならない

一定事

項につ

いて、国

営土地

改良事

業にあっ

ては関

係都道

府県知

事との、

都道府

県営土

地改良

事業に

あっては

関係市

町村長

との協

議

その土

地改良

事業に

より生ず

る土地

改良施

設に係

る予定

管理方

法等とし

て、現に

存する

土地改

良区等

をその

土地改

良施設

の管理

者とする

旨を定

めるとき

にあって

は、その

者との

協議

485

申請によらない土地改良

事業に係る土地改良事

業計画

土地改良法第87条の２

第１項

国又は

都道府

県

農用地

の改良、

開発、保

全又は

集団化

に関し専

門的知

識を有

する技

術者が

調査（土

地改良

事業の

すべて

の効用

と費用と

について

の調査

を含

む。）を

して提出

する報

告に基

づかな

ければ

ならない

○一定

事業に

係る計

画につ

いては、

当該事

業の計

画の概

要等の

公告

○関係

都道府

県知事

又は関

係市町

村長と

の協議

をしよう

とする旨

の公告

及び当

該土地

改良事

業の計

画の概

要の縦

覧（20日

以上の

相当の

期間を

定める）

一定の

事項に

ついて、

国営土

地改良

事業に

あっては

関係都

道府県

知事と

の、都道

府県営

土地改

良事業

にあって

は関係

市町村

長との

協議（都

道府県

知事が

農林水

産大臣

との協

議をす

る場合

には、あ

らかじ

め、関係

市町村

長と協

議）

その土

地改良

事業に

より生ず

る土地

改良施

設に係

る予定

管理方

法等とし

て、現に

存する

土地改

良区等

をその

土地改

良施設

の管理

者とする

旨を定

めるとき

にあって

は、その

者との

協議

一定事

業の施

行に係

る地域

内にあ

る土地

について

は、一定

資格を

有する

者の原

則３分

の２以

上の同

意

486 応急工事計画
土地改良法第88条第１

項

国又は

都道府

県

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

計画の

案に意

見があ

る者は、

縦覧期

間満了

の日ま

でに、農

林水産

大臣に

対し意

見書を

提出す

ることが

できる

公表

公示

公示

公衆の

閲覧及

び公示

関係地

方公共

団体は、

計画に

関し、内

閣に対し

て意見

を申し出

ることが

できる

内閣は、

意見の

申出を

受けたと

きは、こ

れに遅

滞なく回

答

対象とな

る特定

森林を

所有す

る者の

意見聴

取

都道府

県知事

への報

告

公表

関係行

政機関

の長の

意見聴

取

関係都

道府県

知事の

意見聴

取

食料・農

業・農村

政策審

議会の

意見聴

取

農林水

産大臣

の求め

による

閣議の

決定

計画の

概要の

公表

計画を

定めた

旨の公

告及び

当該土

地改良

事業計

画書の

写しの

縦覧（20

日以上

の相当

の期間

を定め

る）

異議申

立てが

ないと

き、又は

異議申

立てが

あった場

合にお

いてそ

のすべ

てについ

て決定

があった

ときでな

ければ、

当該土

地改良

事業計

画によ

る工事

に着手し

てはなら

ない

縦覧に

供された

土地改

良事業

の計画

の概要

に意見

がある

者は、縦

覧期間

満了の

日まで

に、農林

水産大

臣又は

都道府

県知事

に対し意

見書を

提出す

ることが

できる

計画を

定めた

旨の公

告及び

当該土

地改良

事業計

画書の

写しの

縦覧（20

日以上

の相当

の期間

を定め

る）

異議申

立てが

ないと

き、又は

異議申

立てが

あった場

合にお

いてそ

のすべ

てについ

て決定

があった

ときでな

ければ、

当該土

地改良

事業計

画によ

る工事

に着手し

てはなら

ない

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

487
国又は都道府県の換地

計画

土地改良法第89条の２

第１項

農林水

産大臣

又は都

道府県

知事

換地計

画に係

る土地

につき一

定の権

利を有

するす

べての

者で組

織する

会議の

議決を

経る

488
埋立予定地の土地配分

計画

土地改良法第94条の８

第１項

農林水

産大臣

489

市町村による土地改良

事業に係る土地改良事

業計画

土地改良法第96条の２

第１項
市町村

農用地

の改良、

開発、保

全又は

集団化

に関し専

門的知

識を有

する技

術者が

調査（土

地改良

事業の

すべて

の効用

と費用と

について

の調査

を含

む。）を

して提出

する報

告に基

づかな

ければ

ならない

計画の

概要（全

体構成

を定め

る場合

にあって

は、その

全体構

成を含

む。）そ

の他必

要な事

項の公

告

土地に

つき一

定資格

を有す

る者の３

分の２

以上の

同意、一

定の土

地改良

区の同

意、農用

地造成

地域内

にある

土地に

ついて

の農用

地外資

格者の

全員の

同意、農

用地以

外の一

定の土

地を含

めるに

は、その

土地に

つき所

有権等

の権利

を有す

る者の

全員の

同意

490 市町村の交換分合計画
土地改良法第100条の２

第１項
市町村

権利を

有する

すべて

の者で

組織す

る会議

の議決

を経る

関係農

業委員

会の同

意（都道

府県知

事の認

可を申

請する

には、そ

の申請

書に関

係農業

委員会

の同意

書（同意

を求め

た日か

ら30日

以内に

その同

意が得

られない

場合に

は、その

事由を

記載した

書面）を

添附）

491 都道府県の水防計画
水防法（昭和24年法律

第193号）第７条第１項

都道府

県知事

水防管

理団体

が行う

水防の

ための

活動に

河川管

理者又

は下水

道管理

者の協

力が必

要な事

項を記

載しよう

とすると

きは、河

川管理

者又は

下水道

管理者

への協

議

○水防

に関し重

要な事

項を調

査審議

させるた

めの「都

道府県

水防協

議会」を

置くこと

ができる

○都道

府県水

防協議

会（これ

を設置し

ない都

道府県

にあって

は、都道

府県防

災会議）

に諮らな

ければ

ならない

水防管

理団体

が行う

水防の

ための

活動に

河川管

理者又

は下水

道管理

者の協

力が必

要な事

項を記

載しよう

とすると

きは、河

川管理

者又は

下水道

管理者

の同意

２以上

の都府

県に関

係する

水防事

務につ

いては、

関係都

府県知

事によ

る協定

の締結

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

計画を

定めた

旨の公

告及び

当該換

地計画

書の写

しの縦

覧（20日

以上の

相当の

期間を

定める）

異議申

立てが

ないと

き、又は

異議申

立てが

あった場

合にお

いてそ

のすべ

てについ

て決定

があった

ときでな

ければ、

当該換

地計画

による

処分を

行って

はならな

い

国有地

又は国

が公用

若しくは

公共の

用に供し

ている

土地を

含めて

施行地

域に含

めるに

は、その

土地を

管理す

る行政

庁の承

認

地方公

共団体

が公用

又は公

共の用

に供して

いる土

地を含

めて施

行地域

に含め

るには、

その土

地を管

理する

地方公

共団体

の承認

土地改

良事業

の施行

に係る

地域の

全部又

は一部

をその

地区の

全部又

は一部

とする農

業協同

組合で

あって土

地改良

事業を

その事

業とする

ものが

あるとき

は、その

意見聴

取

議会の

議決を

経て土

地改良

事業の

計画の

概要（２

以上の

土地改

良事業

を併せ

て施行

する場

合には、

その各

土地改

良事業

に係る

計画の

概要及

び農林

水産省

令で定

めるとき

にあって

は全体

構成）を

定める

都道府

県知事

への報

告

計画を

定めた

旨の公

告及び

当該土

地改良

事業計

画書の

写の縦

覧（20日

以上の

相当の

期間を

定める）

異議申

立てが

ないと

き、又は

異議申

立てが

あった場

合にお

いてそ

のすべ

てについ

て決定

があった

ときでな

ければ、

当該土

地改良

事業計

画によ

る工事

に着手し

てはなら

ない

一定の

権利を

有する

者は、当

該交換

分合計

画に対し

て異議

があると

きは、縦

覧期間

満了の

日の翌

日から

起算して

15日以

内に都

道府県

知事に

これを申

し出るこ

とができ

る

○都道

府県知

事によ

る縦覧

期間満

了後60

日以内

の意見

の決定

（都道府

県農業

会議の

意見聴

取）

○都道

府県知

事は、異

議の申

出がな

いとき、

又は異

議の申

出が

あった場

合にお

いてそ

のすべ

てについ

て決定

があった

ときでな

ければ、

認可を

すること

ができな

い

○都道

府県知

事が農

業委員

会の同

意を得

ずに認

可をしよ

うとする

ときにお

ける関

係農業

委員会

の意見

聴取

○都道

府県知

事が異

議につ

いて決

定をす

る場合

における

都道府

県農業

会議の

意見聴

取

都道府

県知事

の認可

○認可

の申請

を相当と

認める

場合に

は、申請

の旨の

公告及

び交換

分合計

画書の

写しの

縦覧（30

日間）並

びに一

定の権

利を有

する者

に対す

る、その

旨の通

知

○認可

をしよう

とすると

きは、関

係農業

委員会

の意見

聴取

都道府

県知事

による

認可をし

た旨の

公告

２以上

の都府

県に関

係する

水防事

務につ

いては、

関係都

府県知

事によ

る国土

交通大

臣及び

消防庁

長官へ

の報告

計画の

要旨の

公表（努

力）

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

492 水防計画 水防法第33条第１項

指定管

理団体

の水防

管理者

指定管

理団体

が行う

水防の

ための

活動に

河川管

理者又

は下水

道管理

者の協

力が必

要な事

項を記

載しよう

とすると

きは、当

該事項

について

河川管

理者又

は下水

道管理

者への

協議

○水防

に関し重

要な事

項を調

査審議

させるた

めの「水

防協議

会」を置

くことが

できる

（水防事

務組合

及び水

害予防

組合に

は、設

置）

○水防

協議会

（一定の

指定管

理団体

にあって

は当該

市町村

防災会

議）に諮

らなけれ

ばならな

い

指定管

理団体

が行う

水防の

ための

活動に

河川管

理者又

は下水

道管理

者の協

力が必

要な事

項を記

載しよう

とすると

きは、当

該事項

につい

て、河川

管理者

又は下

水道管

理者の

同意

493
基本測量に関する長期

計画

測量法（昭和24年法律

第188号）第12条

国土交

通大臣

494 審査の計画

労働組合法（昭和24年

法律第174号）第27条の

６第１項

労働委

員会（中

央労働

委員会

及び都

道府県

労働委

員会）

495
宿舎の設置に関する年

度計画（「設置計画」）

国家公務員宿舎法（昭和

24年法律第117号）第８

条の２第２項

財務大

臣

○各省

各庁の

長によ

る、毎会

計年度

における

宿舎設

置に関

する要

求につ

いての

書類の

作成及

び財務

大臣へ

の提出

○計画

を定め、

又は変

更する

場合に

おいて

は、各省

各庁及

び独立

行政法

人にお

ける宿

舎を必

要とする

事情を

考慮

496
教育公務員の研修に関

する計画

教育公務員特例法（昭和

24年法律第１号）第21条

第２項

教育公

務員の

任命権

者

497

都道府県における医療

提供体制の確保を図る

ための計画（「医療計

画」）

医療法（昭和23年法律

第205号）第30条の４第

１項

都道府

県

病床機

能報告

対象病

院等の

管理者

からの

報告の

内容並

びに医

療の需

要の動

向並び

に医療

従事者

及び医

療提供

施設の

配置の

状況の

見通しそ

の他の

事情を

勘案

498 事業収支改善計画

競馬法（昭和23年法律

第158号）第23条の２第

４項

都道府

県又は

指定市

町村

499

競馬の実施に関する相

互の連携の促進その他

の地方競馬の活性化に

資する方策を実施するこ

とによりその事業の収支

の改善を図るための計

画（「競馬活性化計画」）

競馬法第23条の７第１項

都道府

県又は

指定市

町村

500

政府の行う船員職業紹

介、職業指導その他この

法律の施行に関する事

務に従事する職員の教

育又は訓練を行うための

計画

船員職業安定法（昭和

23年法律第130号）第

106条

政府

501

予防接種に関する基本

的な計画（「予防接種基

本計画」）

予防接種法（昭和23年

法律第68号）第３条第１

項

厚生労

働大臣

関係行

政機関

の長へ

の協議

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

都道府

県知事

への届

出

計画の

要旨の

公表（努

力）

当事者

双方の

意見聴

取

各年度

分の予

算成立

の日か

ら２月以

内にお

ける関

係の各

省各庁

の長へ

の通知

市町村

（救急業

務を処

理する

地方自

治法に

よる一

部事務

組合及

び広域

連合を

含む。）

の意見

聴取

医療に

関する

専門的

科学的

知見に

基づい

て医療

計画の

案を作

成する

ため、診

療又は

調剤に

関する

学識経

験者の

団体の

意見聴

取

当該都

道府県

の境界

周辺の

地域に

おける

医療の

需給の

実情に

照らし必

要があ

ると認め

るとき等

は、関係

都道府

県との

連絡調

整

都道府

県医療

審議会

及び高

齢者の

医療の

確保に

関する

法律に

よる保

険者協

議会の

意見聴

取

厚生労

働大臣

への提

出

計画の

内容の

公示

農林水

産大臣

への提

出

農林水

産大臣

の認定

認定をし

ようとす

るとき

は、地方

競馬全

国協会

の意見

聴取（地

方競馬

全国協

会が意

見を述

べようと

するとき

は、運営

委員会

の議決

を経る）

認定をし

た農林

水産大

臣によ

る地方

競馬全

国協会

への通

知

厚生科

学審議

会の意

見聴取

公表

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等



案の作

成・提案

提案応

答

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他 協議会

大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

502

翌年度の食品、添加物、

器具及び容器包装の輸

入について国が行う監視

指導の実施に関する計

画（「輸入食品監視指導

計画」）

食品衛生法（昭和22年

法律第233号）第23条第

１項

厚生労

働大臣

503

翌年度の当該都道府県

等が行う監視指導の実

施に関する計画（「都道

府県等食品衛生監視指

導計画」）

食品衛生法第24条第１

項

都道府

県知事

等

食品等

事業者

の施設

の設置

の状況

その他

の地域

の実情

を勘案

504

都道府県における自主

的な市町村の消防の広

域化の推進及び広域化

後の消防の円滑な運営

の確保に関する計画

（「推進計画」）

消防組織法（昭和22年

法律第226号）第33条第

１項

都道府

県

505

広域化後の消防の円滑

な運営を確保するための

計画（「広域消防運営計

画」）

消防組織法第34条第１

項

広域化

対象市

町村

広域消

防運営

計画を

作成す

るため、

地方自

治法の

規定に

より協議

会を設

ける場

合にあっ

ては、当

該協議

会の構

成員の

追加

506 共済事業の実施計画

農業災害補償法（昭和

22年法律第185号）第85

条の３第２項
市町村

507

農業共済組合の区域に

属しない区域を共済事業

の実施区域に含めるた

めの共済事業の実施計

画

農業災害補償法第85条

の６第２項

共済事

業を行う

市町村

508

市町村における保育所

及び幼保連携型認定こ

ども園の整備に関する計

画（「市町村整備計画」）

児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第56条の

４の２第１項

市町村

509

職員の研修（人事院にあ

つては第一号に掲げる

観点から行う研修とし、

内閣総理大臣にあつて

は第二号に掲げる観点

から行う研修とし、関係

庁の長にあつては第三

号に掲げる観点から行う

研修とする。）についての

計画

国家公務員法（昭和22

年法律第120号）第70条

の６第１項

人事院、

内閣総

理大臣

及び関

係庁の

長

510 能率増進計画
国家公務員法第73条第

１項

内閣総

理大臣

及び関

係庁の

長

511
職員の教養訓練のため

の計画

職業安定法（昭和22年

法律第141号）第52条
政府

512

政府の行う職業紹介、職

業指導、雇用保険その他

この法律の目的を周知

宣伝するための計画

職業安定法第52条の２ 政府

513

地域保健対策を円滑に

実施するための人材の

確保又は資質の向上の

支援に関する計画（「人

材確保支援計画」）

地域保健法（昭和22年

法律第101号）第21条第

１項

都道府

県

514 広域計画

地方自治法（昭和22年

法律第67号）第291条の

７第１項

広域連

合

広域連

合の条

例で、必

要な協

議を行う

ための

協議会

を置くこ

とができ

る

番号 計画名 根拠規定 策定者

計画策定過程

状況把

握、調査

等

要請等

計画案の作成等
計画案

の縦覧

等

協議 同意、承諾等



大臣・行

政機関

の長

地方公

共団体
その他

意見提

出

意見反

映措置
認定等

認定等

手続

法令解

釈事前

確認手

続

公表

厚生労

働大臣

及び内

閣総理

大臣へ

の報告

公表

関係市

町村の

意見聴

取

広域化

対象市

町村の

全部又

は一部

から求

めが

あったと

きは、市

町村相

互間に

おける

必要な

調整

都道府

県知事

の認可

都道府

県知事

による

認可又

は不認

可の通

知（受理

した日か

ら２箇月

以内）及

びその

旨の当

該申請

の原因

となった

申出をし

た農業

共済組

合に対

する書

面での

通知

都道府

県知事

の認可

都道府

県知事

による、

市町村

に対す

る書面

での認

可又は

不認可

の通知

（受理し

た日か

ら２月以

内）

認可処

分に係

る場合

には、都

道府県

知事に

よるそ

の旨の

公示（新

たに共

済事業

の実施

区域とな

る地域

を明示）

交付金

を充てる

場合に

は、厚生

労働大

臣への

提出（都

道府県

の知事

を経由）

内閣総

理大臣

は、総合

的企画

及び関

係各庁

に対す

る調整

を行う

人材確

保支援

計画の

対象とな

る町村

の意見

聴取

厚生労

働大臣

への通

知

広域連

合の議

会の議

決

計画策定過程 計画策定時

条例と

の関係

意見聴取

調整等

意見処理

審議会

等
議会 閣議

認定等手続
提出、届

出、通

知、送付

等

報告等

公表、公

示、公告

等

提出等

後の手

続

意見、申

出等


